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総括研究報告書  

災害時の保健・医療・福祉及び防災分野の 

情報集約及び対応体制における連携推進のための研究 

研究代表者  尾島 俊之（浜松医科大学医学部健康社会医学講座教授） 

研究要旨： 

 災害に対する情報収集システムの活用を含む保健医療福祉調整本部体制について、実世

界での経験を評価し、その効果的な運用や課題を抽出し、実社会での活用を推進すること

が目的である。令和 5（2023）年度の重点目標は、情報活用を含めた保健医療福祉調整本

部等モデル案の作成である。 

 自治体を対象とした調査、小冊子「保健医療福祉調整本部等におけるマネジメントの進

め方」への意見収集、関係者へのヒアリング、既存資料の収集・分析等を行い、保健医療

福祉調整本部のモデル案等について研究班内での検討を行った。 

 その結果、以下のテーマ毎に状況及び有るべき姿等が整理された。(1) 保健医療福祉調

整本部等に関する調査（保健医療福祉分野の災害対応調整に関する調査）、(2) 風水害時

における保健医療福祉活動実態に関する調査研究、(3) 保健医療福祉調整本部における派

遣調整の情報マネジメントに関する調査、(4) 情報集約及び対応体制等に関する海外の情

報収集、(5) 避難所・在宅者等の情報把握・支援の検討、(6) 災害ケースマネジメント等

の検討、(7) 情報収集のあり方研究、(8) 情報能力向上方策等の検討である。 

 実社会・実災害での状況として、多くの都道府県で保健医療福祉調整本部設置の準備が

進められていること、また災害発生時の保健医療福祉調整本部の状況が明らかとなった。

災害対応の有るべき姿について、意見収集や実災害の事例から、構造・過程等のモデル案

が整理された。主要な実務として、在宅避難者支援や、情報通信技術の活用、訓練のあり

方等について具体的な検討が進んだ。 

研究分担者・研究協力者（コアメンバー） 

李 泰榮 （国立研究開発法人防災科学技術

研究所災害過程研究部門副部門長） 

池田 和功（和歌山県岩出保健所所長） 

池田 真幸（国立研究開発法人防災科学技術

研究所災害過程研究部門研究員） 

市川 学 （芝浦工業大学システム理工学部

教授） 

奥田 博子（国立保健医療科学院健康危機管

理研究部上席主任研究官） 

菅 磨志保（関西大学社会安全学部准教授） 
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課課長） 
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公衆衛生学教授） 

高杉 友（浜松医科大学健康社会医学講座助
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Ａ．研究目的 

 2024 年 1 月に発生した能登半島地震で

は、保健医療福祉調整本部が設置され、多く

の支援チームが活動を行った。また、災害時

保健医療福祉活動支援システム

（Disaster/Digital information system 

for Health and well-being、D24H）や J-

SPEED（Japan-Surveillance in Post 

Extreme Emergencies and Disasters）など

の情報通信技術が活用された。 

 遡ると、日本の災害対応は、大災害の経験

を積み重ねながら強化が図られてきた。2011

年に発生した東日本大震災では、災害の全体

像の把握に時間がかかるとともに、種々の支

援者等のマネジメントが十分に行われず、避

難所の衛生環境の悪化等も課題となった。そ

の教訓による検討から、災害時健康危機管理

支援チーム（Disaster Health Emergency 

Assistance Team, DHEAT）が発足し、2018

年 7 月の西日本豪雨において初めての出動と

なった。 

 2016 年 4 月に発生した熊本地震では、再

び公衆衛生マネジメントの重要性がクローズ

アップされた。そして、熊本地震における対

応を検証して同年 7 月に取りまとめられた

「初動対応検証レポート」には、「被災地に

派遣される医療チームや保健師チーム等を全

体としてマネジメントする機能を構築する」

べきとの提言が記載された。その提言を実現

すべく、2017 年 7 月 5 日には、厚生労働省 5

課局部長通知「大規模災害時の保健医療活動

に係る体制の整備について」が発出された。

そこでは、各都道府県において、保健医療活

動チームの派遣調整、保健医療活動に関する

情報の連携、整理及び分析等の保健医療活動

の総合調整を行う保健医療調整本部を設置す

ることなどが示されている。 

 多様なチームが被災地で情報収集活動を行

う中で、それぞれが被災者のアセスメントを

行い、いわゆる被災者の「アセス疲れ」が課

題となった。また、「健康」だけではなく、

「生活」「収入」「住まい」など、福祉面を

含めた総合的な世帯のアセスメントを行い、

被災者の個別ニーズに即した伴走支援が求め

られている。そこで、内閣府（防災担当）及

び厚生労働省が共催し、申請者らも参画した

「医療・保健・福祉と防災の連携に関する作

業グループ」等で情報集約及び対応時の連携

等の検討が進められてきた。また、情報集約

については、内閣府戦略的イノベーション創

造プログラム「国家レジリエンス（防災・減

災）の強化」（SIP 防災）において、D24H の

開発と社会実装に向けた取組が進められてい

る。さらに、自治体における保健医療調整本

部のあり方や標準化についても研究班におけ

る検討が実施されている。 

 本研究の目的は、このような背景がある中

で、情報収集システムの活用を含む保健医療

福祉調整本部体制について、実世界での経験

を評価し、その効果的な運用や課題を抽出

し、実社会での活用を推進することにある。 

 令和 5（2023）年度の重点目標は、情報活

用を含めた保健医療福祉調整本部等モデル案

の作成である。 

 

Ｂ．研究方法 

 関係者へのヒアリング、被災自治体等への

アンケート調査、既存資料の収集を行い、情

報フローを含めた保健医療福祉調整本部の有

るべき姿等について研究班内での検討を行っ

た。また、日本公衆衛生学会総会においてシ

ンポジウムを企画・開催して研究成果の発表

を行った。具体的には以下の各テーマについ

て相互に連携しながら検討を行った。 
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(1) 保健医療福祉調整本部等に関する調査

（保健医療福祉分野の災害対応調整に関す

る調査） 

 令和 5 年 10 月～令和 6 年 1 月において、

全国の都道府県（47）、指定都市(20)、政令

市（67）、特別区（23）に対し、保健医療福

祉調整本部等に関する調査を実施した。調査

項目は、保健医療福祉調整本部に相当する組

織とその機能、リエゾン職員、災害対策本部

の会議の出席および災害対策本部への職員配

置に関することである。なお、調査での保健

医療福祉調整本部は、各自治体で「大規模災

害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備に

ついて」（令和 4 年７月 22 日通知）の保健

医療福祉調整本部に相当する組織とした。回

答は電子メールにて回収し、記述統計を行っ

た。 

 

(2) 風水害時における保健医療福祉活動実

態に関する調査研究 

 令和 4 年度においては、近年の風水害等の

実災害対応における保健医療福祉調整本部の

設置・運営とその活動に関する実態を把握す

るために、令和 2 年度から令和 4 年度におい

て災害救助法が適用された計 10 件の風水害

を特定し、災害救助法が適用された自治体の

うち、保健医療福祉調整本部の設置者となる

都道府県 22 か所、保健医療福祉活動の現地

マネジメントを担う保健所 136 か所、災害対

応業務を実施する市町村 409 か所を対象に、

「風水害時における保健医療福祉活動実態に

関する調査」を行っている。 

 令和 4 年度の調査結果と、新たに整理した

被害程度のデータを用い、次に述べる分析を

行った。①どの程度の被害に対して保健医療

福祉活動が必要であったかについての分析、

②被害程度による保健医療福祉活動拠点の設

置場所についての分析、③対象災害とコロナ

禍による活動制限の関係についての分析、④

事前の対策と災害対応の自己評価の関係、⑤

情報共有と災害対応の自己評価の関係につい

ての分析である。 

 分析方法は、令和４年度に実施したアンケ

ート調査の回答のうち、「都道府県」の有効

回答 17 件（調査対象 22 件）、「県型保健

所」の有効回答 71 件（調査対象 110 件）、

「市型保健所」の有効回答 17 件（調査対象

24 件）、「市町村」の有効回答 139 件（調

査対象 409 件）を対象に、被害程度と回答と

のクロス分析、各項目の回答間のクロス分析

を行った。 

 

 (3) 保健医療福祉調整本部における派遣調

整の情報マネジメントに関する調査 

 インタビュー対象者は、災害時の情報マネ

ジメントおよび災害医療マネジメントに関し

て実践的知識を持つ研究者・コンサルタント

である。各エキスパートに対して個別に Web

会議でのインタビューを実施し、聞き取った

内容を整理した。インタビューに際しては、

昨年度の成果を元に、取るべきアクション項

目の原案を下記の通り作成した。 被災状況

の把握、ニーズの収集、業務量の推定、チー

ムの配分、指揮・連絡、活動結果の集約と共

有、 派遣調整以外に保健医療福祉調整本部

が行うべき支援業務である。 

 それぞれの項目に対して、1) 必要となる

情報およびその情報源、2) その情報を用い

て行うべき作業と意思決定、の 2 つの視点か

ら原案のレビューを受けた。この際、情報の

種類、また作業と意思決定は派遣調整マネジ

メントとして「そこそこ良い」状態になるこ

とを目指していること、多すぎても少なすぎ

てもマネジメントに支障を来すことを念頭に

置いた上でのレビューを依頼した。これは、

これまでの情報マネジメントの取り組みにお

いて、多くのステークホルダーからの意見聴

取を行った結果、収集すべき情報の項目が肥

大化して現場での運用が困難になるという経

験を踏まえた方針である。 
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(4) 情報集約及び対応体制等に関する海外

の情報収集 

 保健医療福祉調整本部における情報集約・

マネジメントに関する情報を下記の文書から

収集・整理した。① 英国 JESIP 関連文書

（Joint Doctrine, Multi-Agency 

Information Cell (MAIC) Guidance, Joint 

Organisational Learning Guidance な

ど）。② 国際標準化機構（International 

Organization for Standardization

（ISO））の規格のうち security and 

resilience に関するもの。 

 

(5) 避難所・在宅者等の情報把握・支援の

検討 

 在宅被災者支援のための連携支援体制の検

討：在宅等避難者となりうる対象者を３つの

カテゴリーに整理し、カテゴリーに分類した

対象者ごとに情報収集及びアセスメントを行

う体制やその支援について整理した。 

 在宅被災者の健康支援のための必要なアセ

スメント項目の検討：今まで保健師が行った

調査項目と、福祉や NPO 団体が行った調査項

目を比較し整理した。また調査時期と優先す

る項目についても検討した。 

 

(6) 災害ケースマネジメント等の検討 

 以下の 3 つの調査を行った。 

 ① 被災自治体調査――2016・2018 年地震

災害における被災者情報の収集･分析･活用お

よび対応体制の把握 

 2016 年熊本地震､2018 年大阪府北部地震､

北海道胆振東部地震を経験した３つの広域自

治体（熊本県､北海道､大阪府）と３つの基礎

自治体（益城町､厚真町､茨木市）を対象地域

に選定し、当該自治体の防災担当部局・保健

福祉部局・社会福祉協議会など、被災者支援

に関わった組織・部署に対して､どの部署が

どんな体制で、被災者支援に必要な情報を収

集・活用していたのか、文献調査と聴取調査

を行い、調査項目の自治体間比較一覧表、被

災者支援情報の把握・活用体制の展開を可視

化した図等を作成した。 

 ② 効果的な DCM を可能にするアセスメン

ト調査手法――精度向上に向けた検討 

 令和 5 年度は、見守りが長期化した世帯だ

けでなく、全ての世帯に分析の範囲を広げ、

世帯ごとに生活再建阻害要因の有無を検討し

た。具体的には、令和 4 年度調査の結果と支

援記録が突合できた 688 世帯の中で、支援記

録の評点や所見欄の記入抜けがなく、阻害要

因の判定が可能な世帯 666 世帯を分析の対象

として抽出し、被災者本人またはその世帯を

含む周囲の環境が「生活再建達成を阻害して

いる」と生活再建支援機関（支え合いセンタ

ー等）が判断した要素を「生活再建阻害要

因」と定義して分析を行った。 

 ③ DCM の支援体制構築過程と支援対象世

帯の実態把握――重複被災地･佐賀県大町町

における DCM 実践事例の地理空間分析 

 2019 年（令和元年 8 月）と 2021 年（令和

3 年 8 月）に豪雨による河川氾濫で「重複被

災」した佐賀県杵島郡大町町を調査対象地域

に選定した。大町町は、県中央部に位置し、

町南部には「緩流蛇行」を特徴とする六角川

が東流し、やや高齢化した市街地が形成され

ている。 

 本調査では、災害記録と被災経験の継承の

観点から、地理空間分析（GIS）の手法を導

入し、「被災者」の視点から、被害と避難の

実態を跡付け、生活復興感を把握するための

質問紙調査と、「支援者」の立場から、生活

復興に向けた支援体制の構築過程とその構造

を把握するための聴取調査・資料分析を行っ

た。 

 

(7) 情報収集のあり方研究 

 内閣府戦略的イノベーション創造プログラ

ム「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」

(SIP 防災)において研究開発が進められた災

害時保健医療福祉活動支援システム

(Disaster/Digital information system for 
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Health and well-being、D24H)は、令和 6 年

度から社会実装されることが決まり、令和 5

年度においては、研究開発と Society5.0 と

の橋渡しプログラム（Bridge）に採択され、

社会実装に向けた取り組みが加速している。 

実災害時には、都道府県本庁に設置される保

健医療福祉調整本部へ保健医療福祉支援活動

に必要となる情報を提供し、必要とされる情

報の収集について本部がどのような体制を整

えるかが重要であり、災害前の訓練や研修か

らこれらを意識した内容が期待される。 

 令和 5 年度は、統括 DHEAT 研修を通じて、

保健医療福祉調整本部でどのような災害情報

が求められているかの整理を行い、令和 6 年

1 月 1 日に発生した能登半島地震における、

保健医療福祉調整本部での活動に基づき訓練

や研修でどのような内容を盛り込むべきかの

検証へと繋げた。 

 令和 6 年度能登半島地震の発生により、保

健医療福祉調整本部での情報のあり方を検証

する機会を得たことから、当初の研究内容を

一部変更している。 

 

(8) 情報能力向上方策等の検討 

 ① 令和５年度災害時健康危機管理支援チ

ーム（DHEAT）養成研修（基礎編）におい

て、保健所現状報告システムの使用訓練を実

施した。また、災害医療の要請経路演習を実

施した。 

 ② 和歌山県において、市町村を対象とし

た災害時初動アクションカードの作成と保健

所との連携訓練を実施し、市町村の情報通信

機能、関係機関との情報共有の方法について

検討した。 

 ③ 能登地震による被災地への DHEAT 支援

をもとに、関係機関の効果的な情報共有の方

法について検討した。 

 

(9) 保健医療福祉調整本部等モデル案の作

成 

 小冊子「保健医療福祉調整本部等における

マネジメントの進め方」への意見収集等を行

い、保健医療福祉調整本部のモデル案等につ

いて研究班内での検討を行った。 

 

Ｃ．研究結果と考察 

(1) 保健医療福祉調整本部等に関する調査

（保健医療福祉分野の災害対応調整に関す

る調査） 

 都道府県 9 割、指定都市と特別区 8 割、政

令市７割に、地域防災計画等に保健医療福祉

調整本部等の設置が明記されていた。保健医

療福祉調整本部等で福祉分野について情報共

有と必要な調整をすることになっているのは

都道府県７割、指定都市と政令市 5 割、特別

区 6 割であった。都道府県保健医療福祉調整

本部等へのリエゾン職員の派遣は、指定都市

4 割、政令市と特別区は 1 割以下であった。

都道府県職員が市・区の災害対策本部会議に

出席することになっているのは指定都市 3

割、政令市 1 割、特別区 2 割で、反対に都道

府県災害対策本部会議に出席することになっ

ているのは、指定都市 2 割、政令市 1 割以下

であった。都道府県、指定都市、政令市、特

別区の保健医療福祉調整本部等の現状が整理

された。 

 

 (2) 風水害時における保健医療福祉活動実

態に関する調査研究 

 ① 被害程度と災害時保健医療福祉活動：

物的被害が千世帯あたり１以上の市町村では

活動ありの割合が非常に高かった

（p=0.000）。保健医療福祉活動を行うきっ

かけになるのは、人的被害の程度よりも、家

屋等の建物の被害が原因となると考えられ

る。つまり、家屋等の被害を受けた被災者が

避難した避難所等を対象に保健医療福祉活動

が行われたことが窺える。 

 ② 被害程度と災害時保健医療福祉活動の

拠点設置場所：都道府県、県型保健所、市型

保健所、市町村のいずれの組織種別において
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も、保健所に活動拠点を設置しているケース

が多くみられる。また、市町村の「その他」

回答においては、自由記述から、災害対策本

部内に班として設置したケース、平時の担当

部局内において対応したケース、被災現場に

近い施設（福祉避難所等）に設置したケース

の 3 つに分類されることが分かった。 

③ 対象災害とコロナ禍による活動制限の

関係について：深刻なコロナ禍であった令和

2 年から、一定程度落ち着いてきた令和 4 年

までのそれぞれの災害対応において、いずれ

の災害時においても、コロナ禍による活動制

限の有無に有意な差はみられなかった。 

④ 事前の対策と災害対応の自己評価の関

係について：統計的な有意な差はみられなか

ったが、「計画作成あり」の方が「計画作成

なし」に比べて平均値がやや高いことが確認

できた。すなわち、事前の対策として計画を

作成・共有しておくことにより、災害対応の

達成度が高く評価され、かつ、高い効果が発

揮できている傾向があると考えられる。ま

た、統計的な有意な差はみられなかったが、

「研修・訓練あり」の方が「研修・訓練な

し」に比べて平均値がやや高いことが確認で

きた。すなわち、事前の対策として研修・訓

練を実施しておくことにより、災害対応の達

成度が高く評価され、かつ、高い効果が発揮

できている傾向があると考えられる。 

⑤ 情報共有と災害対応の自己評価の関係

について：各種情報の取得状況が災害対応の

達成度と意思決定のための取得情報の評価へ

の関係性があるとは言い難い結果であった。

これは、保健医療福祉活動の行うための参考

情報程度としては取得し活用・共有するが、

被災者を対象として活動そのものへの評価に

直接的な影響は少ないと考えられる。 

(3) 保健医療福祉調整本部における派遣調

整の情報マネジメントに関する調査 

① 被災状況の把握 → 1.1 集めるべき情

報・情報源：災害の全般的状況、家屋・イン

フラ・交通の被災状況、避難者の数、避難所

の数（情報源は災害対策本部等）、1.2 行う

べき作業と意思決定：情報の整理統合（GIS

の活用）。 

② ニーズの収集 → 2.1 集めるべき情

報・情報源：DMAT、自衛隊、消防等から医療

機関（病院・診療所）等のニーズ等、2.2 行

うべき作業と意思決定：情報の整理統合

（GIS の活用）等。 

③ 業務量の推定 → 3.1 集めるべき情

報・情報源：各避難所の規模（昼間人口・夜

間人口・配食数）等。3.2 行うべき作業と意

思決定：災害対策本部の他の部局・事業者

（民間企業・専門職職能団体等）・民間支援

者と連携できる業務の切り出しと調整。 

④ チームの配分 → 4.1 集めるべき情

報・情報源：メンバー表、各メンバーの職

能・専門性（小児、障害、高齢者等）。4.2 

行うべき作業と意思決定：支援先の状況（ニ

ーズや各種制約条件）にマッチするチームを

編成する。 

⑤ 指揮・連絡、活動結果の集約と共有 →

5.1 集めるべき情報・情報源：各チームのク

ロノロジーとして、各チームの活動報告、情

報システム(EMIS, JSPEED+, RASECC-GM、5.2 

行うべき作業と意思決定：活動中のチームの

状況モニタリング＋情報提供等の活動サポー

ト。

⑥ 派遣調整以外に保健医療福祉調整本部

が行うべき支援業務：本部チームの編成（災

害医療コーディネータ＋DMAT ロジチーム

等） 

(4) 情報集約及び対応体制等に関する海外

の情報収集 

 Multi-Agency Information Cell（MAIC）

は地域の危機管理組織（Local Resilience 

Forum）の情報マネジメントを担う部門とし

て、緊急時にアクティベートされる。危機対

応に関わる多機関からの情報を特定、入手、

分析し、共通状況図（Common Operating 
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Picture（COP））を作成し、COP を関係者に

周知する役割を担う。これにより、関係機関

が合同で意思決定を行うことが可能になる。

MAIC の構築・運用にあたっては、危機対応

計画に MAIC を位置づけるとともに、関係機

関で情報マネジメントの方針を共有し、相互

に利用可能な共通の情報プラットフォームを

用いることが重要となる。また、分析や COP

の作成等を担う専門的人員の確保・養成も求

められる。MAIC の機能は、わが国の保健医

療福祉調整本部等の危機対応組織における情

報マネジメントと意思決定の強化に資するも

のと考えられる。 

(5) 避難所・在宅者等の情報把握・支援の

検討 

 検討の結果、在宅被災者支援のための連携

支援体制では、支援対象者を優先度により 3

つのカテゴリーに分類し、カテゴリーの対象

者毎の支援の開始時期、必要となる初期情

報、情報共有が想定される支援関係者などを

整理した。健康に関連するアセスメント項目

の検討では、調査の時期を 3 区分し、世帯及

び世帯員の情報項目を整理した。今後は、本

研究で整理した結果の妥当性について、関係

者等の意見を聴取し、精錬させる必要があ

る。 

(6) 災害ケースマネジメント等の検討

① 地震被災自治体の調査では､被災者情報

の収集･活用､支援体制を明らかにし､支援施

策の展開を可視化､地震災害への対応の特徴

と課題を整理した。② アセスメント調査手

法の検討では､生活再建を阻害･促進する要因

を抽出すると共にその発現率を分析し､重視

すべき調査項目を検討した。③ 官民･多職種

の連携による DCM 事例調査では､重複被災自

治体を対象に､質問紙調査と聴取調査を実施､

復興過程で発現する心身の健康､防災･減災リ

スクを地理空間分析も導入して可視化し､地

域支援拠点を核とする支援体制の有効性を示

した。 

(7) 情報収集のあり方研究

 災害時の保健・医療・福祉と防災分野にお

ける情報収集と対応体制の連携推進に焦点を

当て、都道府県本庁の保健医療調整本部が必

要とする情報をフェーズとその情報のあり方

を意識して収集した。また、令和 6 年能登半

島地震において、保健医療福祉調整本部で取

り扱われた情報とシステム（D24H など）を

検証することで、被災地の情報がデジタルフ

ァーストとなりつつある昨今に生じる課題に

ついて言及した。今後、得られた経験・知見

をもとに情報の分析・可視化・転用を体感で

きる訓練・研修が必要となる。 

(8) 情報能力向上方策等の検討

 被災地の情報については、EMIS、ISUT、

D24H（避難所ラピッドアセスメントシー

ト）、保健所現状報告システムがあり、情報

へのアクセスがしやすく、情報量も多いため

災害支援には大変有効な手段である。これら

情報収集システムから得られる災害情報に加

えて、保健医療チームが避難所訪問などで収

集した情報を合わせて、情報分析や課題抽出

が行われる。そのため、地域保健医療福祉調

整本部を設置し、保健医療チームが同じフロ

アで活動し、ミーティングや個別相談を重ね

連携することで、迅速な課題解決につなが

る。 

 情報能力向上のために平時からできること

としては、保健所に加え医療機関や市町村も

EMIS、ISUT、D24H（避難所ラピッドアセスメ

ントシート）、保健所現状報告システムなど

必要な情報システム使用訓練をしておくこと

がある。また、様々な保健医療チームとの連

携が重要であることから、通常業務におい

て、保健所職員一人一人が地元関係機関との

調整能力やコミュニケーション力を向上させ

ることが非常に有効である。また、市町村、

医療機関、医師会、薬剤師会、消防など関係
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機関はもちろんのこと、地元 DMAT、日赤救

護班、JRAT、JDA-DAT、DWAT なども参加し

て、顔の見える関係を構築するような連携訓

練を実施することが望ましい。 

 情報収集システムの活用、情報分析の運用

体制、情報能力向上方策等の災害対応の向上

に向けた検討及び試行的に訓練を行った。 

(9) 保健医療福祉調整本部等モデル案の作

成 

 意見聴取及び研究班内の検討等により、構

造（ストラクチャー）・過程（プロセス）等

の保健医療福祉調整本部等モデル案が整理さ

れた。今後、小冊子「保健医療福祉調整本部

等におけるマネジメントの進め方」改訂版と

して公表予定である。 

Ｄ．結論 

 実社会・実災害での状況として、都道府県

の 9 割、指定都市と特別区の 8 割、政令市の

７割で、地域防災計画等に保健医療福祉調整

本部等の設置が明記されていた。人的被害の

程度よりも、家屋等の建物の被害が大きい場

合に体系的な保健医療福祉活動が実施されて

いた。 

 災害対応の有るべき姿について、保健医療

福祉調整本部における派遣調整の情報マネジ

メントについて、被災状況の把握、ニーズの

収集、業務量の推定、チームの配分、指揮・

連絡、活動結果の集約と共有などについて、

集めるべき情報・情報源と行うべき作業と意

思決定が整理された。海外における Multi-

Agency Information Cell（MAIC）の機能等

が明確化された。 

 主要な実務として、在宅等避難者となりう

る対象者が３つのカテゴリーに整理され、在

宅被災者の健康支援のための必要なアセスメ

ント項目が整理された。災害ケースマネジメ

ント等に関して、被災者情報の収集･活用､支

援体制の状況等が明らかとなった。令和 6 年

能登半島地震において、情報システム（D24H

など）が活用され、初めてデジタルファース

トで情報収集が行われた。情報収集システム

の活用等の災害対応の向上に向けた検討及び

試行的に訓練を行った。 
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的広域連携－．第 82 回日本公衆衛生学会

総会，つくば市，2023 年 10 月 31 日 11

月 2 日．

4）尾島俊之．オールハザードアプローチに

よる健康危機管理．第 12 回日本公衆衛生

看護学会学術集会，北九州市，2024 年 1

月 6-7 日．

5）尾島俊之、内田勝彦、赤松友梨、佐伯圭

吾、福永一郎、島村通子、永井仁美、宮園

将哉、逢坂悟郎、白井千香．健康格差縮

小・中間支援組織との連携等に関する保健

所の役割．第 34 回日本疫学会学術総会，

大津市，2024 月 1 月 31 日-2 月 2 日．

6）尾島俊之．疫学による災害緊急対応と次

の災害への備え．第 34 回日本疫学会学術

総会，大津市，2024 月 1 月 31 日-2 月 2

日．

7）尾島俊之．保健医療福祉調整本部との連

携に向けて．第 29 回日本災害医学会総

会・学術集会，京都市，2024 月 2 月 22-

24 日．

8) 李泰榮・池田真幸・尾島俊之・服部希世

子・池田和功・冨尾淳・原岡智子、風水害

時における保健医療福祉活動の実態に関す

る調査研究、第 29 回日本災害医学会総

会・学術集会、京都市，2024 年 2 月 22-

24 日.

9) 宮川祥子.  災害時の保健・医療・福祉支

援の情報課題の整理．総合危機管理学会講

演，2023．

10）相馬幸恵、奥田博子、佐々木亮平、尾

島俊之．大規模災害時における災害支援組

織団体による被災住民への効果的な調査の

あり方の検討．第 82 回日本公衆衛生学会

総会，つくば市，2023 年 10 月 31 日． 

11）奥田博子、相馬幸恵、佐々木亮平、草

野富美子、尾島俊之．災害支援関係団体が

実施する被災地域住民調査の特徴～保健師

の訪問調査との比較検討～．第 12 回日本

公衆衛生看護学術集会，北九州市，2024

年１月６～７日． 

12) 坪井塑太郎、菅磨志保、狭間勇城．多重

被災の被害構造と被災者の避難行動・生活

再建過程の把握に関する研究―佐賀県杵島

郡大町町の豪雨災害を事例として．第 9

回震災問題研究交流会（社会学系 4 学会

連合），東京（早稲田大学），2023 年 3

月 18 日． 

13) 坪井塑太郎．佐賀県杵島郡大町町におけ

る洪水災害による重複被災と被災者支援に

関する研究―令和元年 8 月豪雨と令和 3 年

8 月豪雨を事例として．日本地理学会（秋

季大会），吹田市（関西大学），2023 年

9 月 18 日． 

14) 坪井塑太郎、菅磨志保、尾島俊之．重複

被災による被害と被災者支援・生活復興に

関する研究―佐賀県大町町における 2019

年と 2021 年の豪雨災害を事例として．静

岡市（静岡県地震防災センター），2023

年 11 月 19 日． 

15) 坪井塑太郎．洪水災害による重複被災と

生活復興に向けた支援体制に関する研究―

佐賀県杵島郡大町町を事例として．東京

（日本大学会館），2023 年 12 月 18 日． 

16) 坪井塑太郎、菅磨志保、尾島俊之．災害

時における地域自立支援体制の構築と広域

行政による保健医療調整本部の連携に関す

る研究―長野県伊那市を事例として．第
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10 回震災問題研究交流会（社会学系 4 学

会連合）,東京（早稲田大学），2024 年 3

月 20 日．  

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

特になし 

２．実用新案登録 

特になし 

３．その他 

特になし 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）  

分担研究報告書  

保健医療福祉調整本部等に関する調査 

研究分担者    原岡 智子（松本看護大学 教授） 

研究協力者  藤内 修二（大分県福祉保健部理事兼審議監） 

横山 芳子（松本看護大学 准教授） 

五十嵐 佳寿美（松本看護大学 助教） 

研究要旨： 

 「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備」としての保健医療福祉調整本部

または相当する既存の組織（以下、保健医療福祉調整本部等）の現状把握を行った。全国

47 都道府県、20 政令指定都市（以下、指定都市）、67 中核市等（以下、政令市）、23 特別区

に対し電子メールによる保健医療福祉調整本部等に関する調査を実施した。都道府県 9

割、指定都市と特別区 8 割、政令市７割に、地域防災計画等に保健医療福祉調整本部等の

設置が明記されていた。保健医療福祉調整本部等で福祉分野について情報共有と必要な調

整をすることになっているのは都道府県７割、指定都市と政令市 5 割、特別区 6 割であっ

た。都道府県保健医療福祉調整本部等へのリエゾン職員の派遣は、指定都市 4 割、政令市

と特別区は 1 割以下であった。都道府県職員が市・区の災害対策本部会議に出席すること

になっているのは指定都市 3 割、政令市 1 割、特別区 2 割で、反対に都道府県災害対策本

部会議に出席することになっているのは、指定都市 2 割、政令市 1 割以下であった。都道

府県、指定都市、政令市、特別区の保健医療福祉調整本部等の現状が整理された。 

Ａ．研究目的 

 近年、気象災害の激甚化・頻発化や大規

模地震の切迫性の高まりが指摘されており、 

厚生労働省は、これまでの災害の教訓から、

都道府県に対し、大規模災害時の体制の構築

と整備を推進している。 

保健医療活動においては、平成 24 年に

「災害時における医療体制の充実強化」等に

よる整備の推進、平成 29 年には医療チーム

と保健師チームの派遣調整・情報連携・情報

の整理及び分析等の保健医療活動の総合調整

を行う保健医療調整本部の設置等に関する

「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の

整備」について示された。 

また、福祉活動においては、災害時要配慮

者の長期避難生活による生活機能低下や要介

護の重度化等の二次被害を防止するために、 

避難生活の早期から災害時要配慮者の福祉ニ

ーズを的確に把握し対応する災害派遣福祉チ

ーム等の整備について、令和 3 年防災基本計

画及び厚生労働省防災業務計画に追加され、

令和 5 年に「災害時の福祉支援体制の整備」

が示された。 

今後、大規模災害に対応するためには、保

健、医療、福祉に関する体制を整備するだけ

でなく、発生直後または早い段階から保健・

医療・福祉が効果的に連携して支援すること

が重要であり、そのためには、保健・医療・

福祉を総合的にマネジメントしていくことが

必要不可欠である。 

だが実際は、保健医療調整本部では福祉分

野の対応が困難な状況であった。 

そこで令和 4 年に、厚生労働省は「大規模

災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整

備」として、都道府県に対し、平成 29 年に
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示した保健医療調整本部に福祉を加え、保健

医療福祉活動チームの派遣調整・情報連携・

情報の整理及び分析等の保健医療福祉活動の

総合調整を行う保健医療福祉調整本部の体制

整備を推進している。 

保健医療調整本部に関しては、令和元年度

に全国調査を実施したが、その後の調整本部

や保健医療福祉の総合調整等の活動等につい

て、全国の自治体の状況はわかっていない。 

よって、本研究は、保健医療福祉調整本部

または相当する既存の組織（以下、保健医療

福祉調整本部等）の現状を明らかにすること

を目的とした。 

Ｂ．研究方法 

令和 5 年 10 月 20 日から令和 6 年 1 月

15 日において、全国の 47 都道府県（以下、

都道府県）、地方自治法第 252 条の 19 第 1

項で定める 20市の政令指定都市（以下、指

定都市）、地方自治法第 252 条の 22 第 1 項

で定める 62 市の中核市と地域保健法施行

令第 1 条第 3 号で定める 5 市を合わせた

67 市（以下、政令市）、23 の特別区（以

下、特別区）に対し、調査票を用いた電子

メールによる保健医療福祉調整本部等に関

する調査を実施した。その際、全国衛生部

長会、政令市保健所連絡協議会・全国保健

所長会政令市部会、特別区保健衛生主管部

長会の協力を得て連名で調査依頼を行った。

調査項目は、保健医療福祉調整本部に相当

する組織とその機能、リエゾン職員、災害対策

本部の会議の出席および災害対策本部への

職員配置に関することである。なお、調査

での保健医療福祉調整本部は、各自治体で

「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る

体制の整備について」（令和 4 年７月 22 日

通知）の保健医療福祉調整本部に相当する

組織とした。回答は電子メールにて回収

し、記述統計を行った。 

Ｃ．研究結果および考察 

有効回収数（有効回収率）は、都道府県 46 

(97.9％)、指定都市 19（95.0％）、政令市 64 

(95.5％)、特別区 20（87.0％）であった。 

1．「保健医療福祉調整本部」または相当す

る既存の組織

1)設置

大規模災害時に保健医療福祉調整本部

または相当する既存の組織を設置する

ことが計画等に明記されているは、都

道府県 95.7％、指定都市 84.2％、政

令市 71.9％、特別区 80.0％であっ

た。また都道府県では明文化されてい

ないも含めると設置は 100％であっ

た。 

2)設置される組織

 計画等に記載されている、明文化され

ていないを合わせて、設置される組織

は、都道府県では「保健医療福祉に関

する本部」が 71.7％と最も多かった。

また、指定都市 62.5％、政令市

78.3％、特別区 82.4％とそれぞれ「保

健医療に関する本部」が最も多かっ

た。 
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3)設置の記載

設置が記載されている計画等は、「地

域防災計画」が都道府県 84.1％、指定

都市 87.5％、政令市 82.6％、特別区

100％と最も多く、次に「マニュア

ル」が各自治体で多かった。

  計画等に記載されることにより、調整

本部の設置や機能が公的に認知され、

調整本部の活動が行いやすくなると考

える。 

4)計画やその他の文書の記載内容（表１）

記載内容は、「本部の役割」が都道府県

97.7％、政令市 95.7％、特別区 100％と

最も多く、指定都市では「構成メンバー」

が最も多かった。なお、「本部の役割」、

「構成メンバー」、「メンバーの役割」

については、68％以上の都道府県、指定

都市、政令市、特別区で記載されていた。

さらに、「設置に向けた手順」は、都道

府県 72.7％、指定都市 87.5％、政令市

89.1％で記載されており、平常時に設

置の訓練を行うことで、災害時の迅速

な設置に繋がると思われる。また「災害

対策本部との権限の分掌」、「情報共有

方法」についても記載されていた。 

5)設置場所と広さ

 最も多かった調整本部の設置場所は、都

道府県では、「災害対策本部と同じ建物

内の別の部屋」であり、指定都市と政令

市、特別区では、「災害対策本部とは別

の敷地内」であった。さらに、どの自治

体においても、「最大 20 人が会議でき

る部屋の広さ」が最も多かった。 

6)本部の構成員（表２）

 調整本部の構成員は、都道府県では「医

務主管課」93.5％、指定都市は「保健所」

と「医務主管課」がそれぞれ 100％、政

令市は「保健所」95.7％、特別区は「保

健所」94.1％と最も多かった。また 52％

以上の都道府県で「障害福祉主管課」

「高齢者福祉主管課」「児童福祉主管課」

が構成員となっていた。 

  都道府県の構成員に福祉関係課が入っ

ていることで、災害時に福祉分野との

連携が行いやすくなると考えられる。 
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7)本部長（統括指揮者）

  本部長となる職員が「決まっている」

のは、都道府県 95.7％、指定都市と政

令市、特別区でそれぞれ 100％であっ

た。本部長の役職は、「部局長」が都 

道府県 90.9%、指定都市 62.5％と最も

多く、また、「保健所長」が政令市

52.2％、特別区 58.8％と最も多かっ

た。本部長の職種は、「事務職」が都

道府県 63.6%、指定都市 56.3％と最も

多く、「医師」が政令市 60.9％、特別

区 82.4％で最も多かった。 

8)本部の事務局

本部の事務局が「決まっている」の

は、都道府県 97.8％、指定都市

93.8％、政令市 95.7％、特別区 100％

であった。 

  事務局の部署は、「部局の主管課」が

都道府県で 64.4％、政令市で

45.5％、特別区で 58.8％と最も多かっ

た。また、指定都市では「複数の課で

担当」と「部局の主管課」がそれぞれ

33.3％で最も多かった。 

9)本部で担当が決められている役割

（表３） 

担当が決められている役割で最も多か

ったのは、「情報収集・分析」が都道

府県 80.4％、政令市 91.3％、特別区 

94.1％であり、次いで「受援・応援」

であった。指定都市では「受援・応

援」、「情報収集・分析」それぞれ

87.5％で最も多かった。また「記録」

と「調達」と「対応計画策定」につい

て、都道府県では 58.7％以上、指定都

市では 62.5％以上、政令市では

65.2％以上、特別区では 52.9％で担当

が決められていた。 

10)準備している保健医療福祉調整本部の

活動（保健医療福祉の活動）に関わる資

機材（表４）

「ある程度準備している」と「必要な

量・質で準備している」を合わせた

「準備している資機材」は、「庁舎

内で使用するためのパソコン」が都

道府県 93.5％、指定都市 94.7％、政

令市 89.1％と最も多かった。次いで

多かったのは「Web 会議の資機材

（カメラ、マイクなど）」であり、

都道府県 84.7％、指定都市 89.5％、

政令市 75.0％であった。 
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特別区は「庁舎内で使用するための

パソコン」と「職員用の食料」がと

もに 90.0％と最も多く、次いで「職

員用の飲料水」85.0％であった。特

別区が職員用の食料と飲料水を準備

していることは、職員や一般の人の

帰宅困難との関係が推察される。 

 

 

 

11)保健医療福祉調整本部やその他の災害対

応の会議等の職員以外のメンバー（団

体）の出席（表５） 

計画等に明記されているおよび明文化

されていないを含め、職員以外のメン

バー（団体）が調整本部等の会議に出

席することになっているのは、都道府

県 67.4％、指定都市 73.7％、政令市

57.8％、特別区 80.0％であった。 

メンバー（団体）で多かったのは、

都道府県では、順に、DMAT、医師

会、歯科医師会と薬剤師会であり、

指定都市と政令市、特別区では、そ

れぞれ医師会が一番多く、次いで歯

科医師会または薬剤師会であった。 

 

 

 

２．保健医療福祉調整本部または相当する既

存の組織の機能 

1)自治体で災害が発生した場合の対応／ 

都道府県内・自治体内への派遣調整（他

都道府県・他自治体からの応援派遣の支

援含む）（図１） 

  ①保健医療活動チームの派遣調整 

   「ある程度可能」が、都道府県

67.4％、指定都市 73.7％、政令市

68.8％、特別区 70.0％と最も多か 

った。「十分可能」は、都道府県

21.7％、指定都市 21.1％、特別区

10.0％、政令市 0.0％であった。ま

た、「わからない」が政令市

21.9％、特別区 20.0％であった。 

 ②福祉活動チームの派遣調整 

都道府県 65.2％、指定都市 47.4％と

「ある程度可能」が最も多かった。ま

た、「わからない」が政令市

65.6％、特別区 60.0％と最も多く、

指定都市は 31.6％であった。 
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2)自治体で災害が発生した場合の対応

保健医療福祉活動に係る情報（図２）

①情報連携

「ある程度可能」が、都道府県

58.7％、指定都市 73.7％、政令市

64.1％、特別区 70.0％と最も多かっ

た。「十分可能」は、都道府県

19.6％、指定都市 15.8％、特別区

3.1％、政令市 5.0％であった。 

②情報の整理及び分析

「ある程度可能」が、都道府県

58.7％、指定都市 78.9％、政令市

65.6％、特別区 65.0％と最も多かっ

た。「十分可能」は、都道府県

15.2％、指定都市 10.5％、政令市

5.0％、特別区 4.7％であった。 

災害が発生した場合の情報連携や情報の整理

及び分析、特に派遣調整については、実際に

災害が発生した場合の対応の経験の有無が、

関係していると推察される。
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3)保健医療福祉調整本部での福祉分野に

ついての情報共有と必要な調整

・保健医療福祉調整本部で福祉分野

についても情報共有と必要な調整

をすることになっている都道府県

は 71.8%であり、そのうち計画等に

明記されている都道府県は 52.2％

であった。

福祉分野との連携のため、保健医療

調整本部に災害福祉コーディネー

ターを配置する、保健医療調整本部

内に連絡要員として福祉分野の職

員を配置する、アプリによる情報共 

有、日常的な情報共有などを行って

いた。 

4)福祉分野についての保健医療担当との

情報共有や調整

・指定都市においては、福祉分野につ

いて保健医療担当と情報共有や調整

をすることについて決まっていない

が 42.1％と最も多かった。一方で、

31.6％の指定都市が、情報共有や調

整をすることが計画等に明記されて

おり、明文化されていない 26.3％を

合わせると情報共有や調整をするこ

とになっている指定都市は 57.9％で

あった。

福祉分野との連携のために、保健医

療分野と福祉分野共通の災害対応マ

ニュアルの整備や庁内システムの活

用をおこなっており、また保健医療

福祉合同訓練や保健分野・医療分

野・福祉分野を同一建物内に整備す

る予定が挙げられていた。 

・政令市においては、福祉分野につい

て保健医療担当と情報共有や調整を

することについて決まっていないが

40.6％と最も多かった。一方で、

31.3％の政令市が、情報共有や調整

をすることとなっているが計画等に

明文化されておらず、明記されてい

る 20.3％を合わせると情報共有や調

整をすることになっている政令市は

51.6％であった。

福祉分野との連携のために、災害時

全庁的に災害マネージメントシステ

ム上で情報共有・連携をしたり、福

祉避難所等での支援調整を行ってい

た。 

・特別区においては、福祉分野につい

て保健医療担当と情報共有や調整を

することが決まっていないが

35.0％、情報共有や調整をすること

が計画等に明記されているが 35.0％

と同じであった。情報共有や調整を

することについては、明文化されて

いない 30.0％を合わせると、65.0％

であった。

福祉分野との連携のために、日頃か

らの人工呼吸器使用者の情報共有や

各部署共通の災害システムの導入が

なされていた。
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３．リエゾン職員（図３） 

リエゾン職員の派遣と受け入れ

（派遣するまたは受け入れるについて

は、計画等に明記しているおよび計画

等に明記されていないを合わせたリエ

ゾン職員の割合）

①都道府県、指定都市、政令市、特別区

・保健所設置市の保健医療福祉調整本部

等への都道府県のリエゾン職員を「派

遣することになっている」は 17.3％

であり、「決まっていない」60.9％が

最も多かった。

・都道府県の保健医療福祉調整本部等

に、リエゾン職員を「派遣することに

なっている」指定都市は 47.3％、政

令市は 14.0％、特別区は 5.0％であっ

た。一方で、「派遣しないことになっ

ている」指定都市は 26.3％、政令市

は 43.8％、特別区は 50.0％だった。

・都道府県からのリエゾン職員を市また

は区の保健医療福祉調整本部等に「受

け入れることになっている」のは、指

定都市 15.8％、政令市 23.5％、特別

区 5.0％であった。一方で、「受け入

れないことになっている」のは、指定

都市 31.6％、政令市 28.1％、特別区

45.0％だった。

②都道府県、県型保健所、被災市町村

・県型保健所にリエゾン職員を「派遣す

ることになっている」都道府県は

21.8％であった。また、「決まってい

ない」が 56.6％と最も多かった。

・被災市町村の保健医療福祉部門に、リ

エゾン職員を「派遣することになって

いる」都道府県は 17.3％であり、

「決まっていない」都道府県は

58.7％であった。 

・被災市町村の保健医療福祉部門に、リ

エゾン職員を「派遣することになって

いる」県型保健所は 39.1％であり、

「決まっていない」県型保健所は

45.7％であった。 

③指定都市、区

・市の本庁保健医療福祉部局から、区

に、リエゾン職員を「派遣することに

なっている」指定都市は 15.8％であ

った。最も多かったのは「派遣しない

ことになっている」で 47.4％であっ

た。

他の自治体の保健医療福祉調整本部等に、

リエゾン職員を派遣することになっている

自治体、またはリエゾン職員を保健医療福

祉調整本部等に受け入れることになってい

る自治体は 50％未満であった。リエゾン職

員の派遣については、自治体の人員等の課

題が関与している可能性が推測されるが、

リエゾンは被災自治体の情報収集や派遣元

の団体と被災自治体間の調整などを行う重

要な役割がある。よって多くの自治体が災

害発生直後からリエゾン職員の派遣と受け

入れが行なえるよう取り組むことが必要で

あり、効果的な災害対応につながると考え

る。 
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４．災害対策本部の会議への出席および災害

対策本部への職員配置（図４） 

（派遣するまたは受け入れるについて

は、計画等に明記しているおよび計画

等に明記されていないを合わせたリエ

ゾン職員の割合） 

1)災害対策本部への出席

①都道府県職員の災害対策本部への出席

・職員が保健所設置市の災害対策本部会

議に「出席することになっている」都

道府県は 8.7％であった。

・都道府県の職員が市の災害対策本部会

議に「出席することになっている」指

定都市は 36.9％であった。

・都道府県の職員が市の災害対策本部会

議に「出席することになっている」政

令市は 14.1％であった。

・都道府県の職員が区の災害対策本部会

議に「出席することになっている」特

別区は 20.0％であった。

②市（区）職員の災害対策本部への出席

・都道府県の災害対策本部会議に市の職

員が「出席することになっている」指

定都市は 21.0％であった。

・都道府県の災害対策本部会議に市の職

員が「出席することになっている」政

令市は 3.2％であった。

・都道府県の災害対策本部会議に区の職

員が「出席することになっている」特

別区は 0.0％であった。

2) 災害対策本部と調整本部が別の部屋の場

合における職員の配置

・災害対策本部と調整本部が別の部屋の

場合、保健医療福祉調整に係る職員を

災害対策本部に「配置することになっ

ている」のは、都道府県 51.3％、指

定都市 64.3％、政令市 56.6％、特別

区 56.3％であった。

他の自治体の災害対策本部に職員が出席する

ことになっている自治体は少なかったが、都

道府県の職員が指定都市、政令市、特別区の

それぞれの災害対策本部に出席する方が、指

定都市、政令市、特別区の職員が都道府県の

災害対策本部会議に出席する方より多かっ

た。 

一方で災害対策本部に保健医療福祉に係る職

員を配置する自治体はそれぞれ 50％以上で

あった。まだ配置するか決まっていない自治

体もあり、保健医療福祉調整本部と災害対策

本部の情報共有や連絡を密に行うには、配置

に向けた検討が必要と考える。 
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Ｄ．結論

都道府県で 9 割、指定都市と特別区で 8

割、政令市で７割において、地域防災計画

等に保健医療福祉調整本部等の設置が明記

されていた。 

保健医療福祉調整本部等で福祉分野につ

いて情報共有と必要な調整をすることにな

っているのは都道府県 7 割、指定都市と政

令市は 5 割、特別区 6 割であった。 

都道府県保健医療福祉調整本部等へのリ

エゾン職員の派遣は、指定都市 4 割で、政

令市と特別区は 1 割以下であった。 

都道府県の職員が災害対策本部会議に出

席することになっているのは指定都市 3

割、政令市 1 割、特別区 2 割で、反対に都

道府県の災害対策本部会議に出席すること

になっているのは、指定都市 2 割、政令市

1 割以下、特別区 0 であった。 

災害対策本部と調整本部が別の部屋の場

合、保健医療福祉調整に係る職員を災害対

策本部に「配置することになっている」の

は、都道府県と政令市、特別区が 5 割、指

定都市 6 割であった。 

Ｅ．研究発表 

１．論文発表 

 特になし 

２．学会発表 

 特になし 

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

特になし 

２．実用新案登録 

特になし 

３．その他 

特になし 
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分担研究報告書  

 
風水害時における保健医療福祉活動の実態に関する調査研究 

 
研究分担者 李  泰榮（防災科学技術研究所 主任研究員）  

池田 和功（和歌山岩出保健所  所長）  
冨尾 淳 （国立保健医療科学院 部長）  
原岡 智子（松本看護大学看護学部  教授）  

研究協力者 池田 真幸（防災科学技術研究所 契約研究員）  
藤内 修二（大分県福祉保健部  理事兼審議監）  
服部 希世子（熊本県人吉保健所球磨福祉事務所 医師）  

 
研究要旨：  
 本研究では、近年の風水害等の実災害対応における保健医療福祉調整本部の設置・運営

とその活動に関する実態を把握するために、令和 2（2020）年度から令和 4（2022）年度

において災害救助法が発令された計 10 件の風水害を特定し、災害救助法が適用された自

治体のうち、保健医療福祉調整本部の設置者となる都道府県 22 か所、保健医療福祉活動

のマネジメントを担う保健所 136 か所、災害対応業務を実施する市町村 409 か所を対象に

した質問紙調査を行った。その結果、保健医療福祉活動に関する事前の計画作成や訓練実

施等をはじめ、災害時に行った対応とそれにあたった拠点や人員等の体制、さらには、組

織間の情報の共有と活用に関する実態が明らかになった。  
 
Ａ．研究目的 

風水害等の実災害対応において設置・運営

された「保健医療福祉調整本部」及び、これ

に関わる「保健医療福祉活動」に関する事前

の計画作成や訓練実施等をはじめ、災害時に

行った対応とそれにあたった拠点や人員等

の体制、さらには、組織間の情報の共有と活

用に関する実態を明らかにする。さらに、災

害対応を行った主体（都道府県、保健所、市

区町村）をはじめ、救助法が適用された災害

種別、災害時の各地域の被害程度、事前の計

画の作成や研修・訓練の実施有無、特に近年

浸透しつつある ICS の考え方に基づいた体制

構築の有無などを軸にした集計を行い、保健

医療福祉活動の実態をより具体化する。 
 
Ｂ．研究方法 

令和 4 年度においては、近年の風水害等の

実災害対応における保健医療福祉調整本部

の設置・運営とその活動に関する実態を把握

するために、令和 2 年度から令和 4 年度にお

いて災害救助法が適用された計 10 件（表 1）
の風水害を特定し、災害救助法が適用された

自治体のうち、保健医療福祉調整本部の設置

者となる都道府県 22 か所、保健医療福祉活

動の現地マネジメントを担う保健所 136 か所、

災害対応業務を実施する市町村 409 か所を対

象に、「風水害時における保健医療福祉活動

実態に関する調査」を行っている。 
調査結果より、活動ニーズの把握に必要な

被害情報等を関係機関が共有しつつ、自ら保

健医療福祉調整本部を立ち上げていたこと、

また、計画等にあらかじめ指定されていた庁

内の担当が、主に避難所での健康被害の予防

や災害時要配慮者等を対象にした活動を行

っていたことなどを確認している。 
一方、調査の対象災害別の被害程度につい

て、総務省消防庁、内閣府、被災自治体が公

開している被害報より集約し、それぞれの人
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的被害と建物被害の状況を新たに整理した。

その結果を表 1 に示す。 
令和 4 年度の調査結果と、新たに整理した

被害程度のデータを用い、次に述べる 6 つの

分析を試みる。まず、どの程度の被害に対し

て保健医療福祉活動が必要であったかにつ

いて分析を行う（分析①）。次に、被害程度

による保健医療福祉活動拠点の設置場所に

ついて分析を行う（分析②）。また、対象災

害とコロナ禍による活動制限の関係につい

て分析を行う（分析③）。そして、事前の対

策と災害対応の自己評価の関係（分析④）、

情報共有と災害対応の自己評価の関係（分析

⑤）についてそれぞれ分析を行う。 
分析方法は、令和４年度に実施したアンケ

ート調査の回答のうち、「都道府県」の有効

回答 17 件（調査対象 22 件）、「県型保健所」

の有効回答 71 件（調査対象 110 件）、「市型

保健所」の有効回答 17 件（調査対象 24 件）、

「市町村」の有効回答 139 件（調査対象 409

件）を対象に、分析①および②では被害程度

と回答とのクロス分析、分析③～⑥では各項

目の回答間のクロス分析を行う。 
 

Ｃ．研究結果と考察 
被害程度の指標化 
 分析①および②に用いる被害程度の指標

として、内閣府、総務省消防庁、被災自治体

の公開資料から、対象災害における市町村別

の人的被害と物的被害の指標を次の方法で

算出した。人的被害は死者数と行方不明者数

の合計を、直前の国勢調査における総人口で

除した値とした。物的被害は災害救助法の

「住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷

した世帯は二世帯をもって（中略）住家が滅

失した一の世帯とみなす」との基準に則り、

住家被害の全壊棟数と半壊棟数に 0.5 をかけ

た値の合計を、直前の国勢調査における総世

帯数で除した値とした。 

表 1 対象災害（令和２～４年度に災害救助法が適用された風水害）と被害状況 

No 災害名 災害救助

法適用日 No 死者 行方 
不明者 重傷者 全壊 半壊 

1 
令和2年7月3日からの 
大雨による災害 

令和2年 
7月4日 

山形県、 
熊本県、他 74 2 16 1,603 4,409 

2 
令和2年台風14号に伴う 
災害 

令和2年 
10月10日 東京都、他 0 0 0 0 0 

3 
令和3年7月1日からの 
大雨による災害 

令和3年 
7月3日 

静岡県、 
島根県、他 26 1 1 56 35 

4 
台風第9号から変わった 
温帯低気圧に伴う大雨 

令和3年 
8月10日 青森県、他 0 0 0 8 69 

5 
令和3年8月11日からの 
大雨による災害 

令和3年 
8月12日 

佐賀県、 
広島県、他 8 0 2 23 1,253 

6 
令和3年長野県茅野市に 
おいて発生した土石流 

令和3年 
9月5日 長野県、他 0 0 0 10 0 

7 
令和4年7月14日からの 
大雨による災害 

令和4年 
7月15日 宮城県、他 0 0 1 3 182 

8 
令和4年8月3日からの 
大雨による災害 

令和4年 
8月3日 

青森県、 
山形県、他 0 1 2 30 567 

9 
令和4年台風第14号に 
伴う災害 

令和4年 
9月18日 

高知県、 
九州、他 4 0 8 10 136 

10 
令和４年台風第15号に 
伴う災害 

令和4年 
9月23日 静岡県、他 3 0 16 8 2,238 

出典：内閣府、総務省消防庁、被災自治体等のホームページ上の公開資料 
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 対象災害における被害指標（496 件）の特

徴を把握するため、総務省消防庁の公開資料

から 1999～2018 年の災害における被害指標

（1681 件）を算出し比較した。各指標の累積

度数分布の比較結果をそれぞれ図 1、図 2 に

示す。この結果から、対象災害は過去の災害

に比べて人的被害、物的被害ともに小規模で

あると言える。また、1999～2018 年の災害に

おける人的被害の第三四分位点は 10-6 と 10-5

の間、物的被害では 10-3 と 10-2 の間にあるた

め、グループ化の閾値をそれぞれ 10-6（百万

人あたり１）、10-3（千世帯あたり１）とした。 

 

図 1 人口あたり人的被害の累積度数分布 

 

 

図 2 世帯あたり物的被害の累積度数分布 

 
分析① 被害程度と災害時保健医療福祉活動 

アンケート調査項目「どのような保健医療

福祉活動が必要になりましたか」の回答（図

3）のうち、被害指標の得られる市町村の有効

回答 137 件に対して、人的被害、物的被害と

のクロス集計を行った。結果をそれぞれ表 2、
表 3 に示す。表 2 から、人的被害が百万人あ

たり１以上の市町村では、１未満の市町村に

比べて活動ありの割合がやや高い傾向が見

られるが、検定の結果（p=0.186, Fisher の直接

法による）統計的な有意差はなかった。一方

で表 3 から、物的被害が千世帯あたり１以上

の市町村では活動ありの割合が非常に高く、

検定の結果（p=0.000, カイ二乗検定による）

からも統計的に有意に高いことが分かった。

このことから、保健医療福祉活動を行うきっ

かけになるのは、人的被害の程度よりも、家

屋等の建物の被害が原因となると考えられ

る。つまり、家屋等の被害を受けた被災者が

避難した避難所等を対象に保健医療福祉活

動が行われたことが窺える。 
 

表 2 人的被害と保健医療福祉活動の有無 
 保健医療福祉活動 あり なし 

百万人あたり 
1 未満 

度数 55 (43.0%) 73 (57.0%) 

期待度数 57.0 71.0 

百万人あたり 
1 以上  

度数 6 (66.7%) 3 (33.3%) 

期待度数 4.0 5.0 

p=0.186, Fisher の直接法による 
 

表 3 物的被害と保健医療福祉活動の有無 
保健医療福祉活動 あり なし 

千世帯あたり

1 未満 
度数 48 (39.0%) 75 (61.0%) 

期待度数 54.8 68.2 

千世帯あたり

1 以上 
度数 13 (92.9%) 1 (7.1%) 

期待度数 6.2 7.8 

p=0.000, カイ二乗検定による 
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分析② 被害程度と災害時保健医療福祉活

動の拠点設置場所 
災害時における保健医療福祉活動の拠点

の設置場所について、都道府県、県型保健所、

市型保健所、市町村のそれぞれの回答結果

（図 4）から、いずれの組織種別においても、

保健所に活動拠点を設置しているケースが

多くみられる。令和４年７月 22 日厚生労働

省関係課局長通知（科発 0722 第２号、他）で

は、「大規模災害が発生した場合には、速や

かに、各都道府県災害対策本部の下に、その

災害対策に係る保健医療福祉活動の総合調

整を行うための本部（保健医療福祉調整本部）

を設置すること」と示されているが、本調査

の対象災害は、図 1 および図 2 に示したよう

に過去の災害と比較して小規模であったた

め、保健所や市町村の拠点において中心的に

保健医療福祉活動の調整が行われていた可

能性がある。 
また、市町村の「その他」回答においては、

自由記述から、災害対策本部内に班として設

置したケース、平時の担当部局内において対

応したケース、被災現場に近い施設（福祉避

難所等）に設置したケースの 3 つに分類され

ることが分かった。 
市町村の保健医療福祉活動拠点の設置と

被害程度との関係について、クロス集計結果

を表 4 と表 5 に示す。表 4 から市町村の拠点

設置は、人的被害が百万人あたり１以上の市

町村においてやや高いが、検定の結果

（p=0.417, Fisher の直接法）から統計的な有

意差は見られなかった。一方で表 5 より、物

的被害が千世帯あたり１以上の市町村では

拠点設置の割合が非常に高く、検定の結果

（p=0.008, カイ二乗検定）からも有意に高い

ことが分かった。 
次に、都道府県拠点での調整・対応と被害

程度との関係について、クロス集計結果を表

6 と表 7 に示す。表 6 および表 7 より、人的

被害と物的被害のいずれにおいても、都道府

県拠点での調整・対応の有無には統計的に有

意な差はみられなかった。 
 

 

 
図 4 災害時における活動拠点の設置場所 

 
表 4 人的被害と市町村活動拠点の設置 

市町村に拠点設置 あり なし 

百万人あたり

1 未満  

度数 25 (46.3%) 29 (53.7%) 
期待度数 26.1 27.9 

百万人あたり

1 以上  

度数 4 (66.7%) 2 (33.3%) 
期待度数 2.9 3.1 

p=0.417, Fisher の直接法による 
 

表 5 物的被害と市町村活動拠点の設置 
市町村に拠点設置 あり なし 

千世帯あたり

1 未満 
度数 18 (38.3%) 29 (61.7%) 

期待度数 22.7 24.3 

千世帯あたり

1 以上 
度数 11 (84.6%) 2 (15.4%) 

期待度数 6.3 6.7 

p=0.008, カイ二乗検定による 
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表 6 人的被害と都道府県拠点での調整・対応 
都道府県での調整対応 あり なし 

百万人あたり

1 未満  

度数 3 (5.6%) 51 (94.4%) 
期待度数 4.5 49.5 

百万人あたり

1 以上  

度数 2 (33.3%) 4 (66.7%) 
期待度数 0.5 5.5 

p=0.074, Fisher の直接法による 
 

表 7 物的被害と都道府県拠点での調整・対応 
都道府県での調整対応 あり なし 

千世帯あたり

1 未満 
度数 2 (4.3%) 45 (95.7%) 

期待度数 3.9 43.1 

千世帯あたり

1 以上 
度数 3 (23.1%) 10 (76.9%) 

期待度数 1.1 11.9 

p=0.063, カイ二乗検定による 
 
分析③ 対象災害とコロナ禍による活動制

限の関係について 
表 8 に、調査の対象としている計 10 件の

災害と、新型コロナウイルス感染症による医

療保険福祉活動の制限の有無の関係を示す。

深刻なコロナ禍であった令和 2 年から、一定

程度落ち着いてきた令和 4 年までのそれぞれ

の災害対応において、いずれの災害時におい

ても、コロナ禍による活動制限の有無に有意

な差はみられなかった。 
 
表 8 災害別のコロナ禍による活動の制限 

 
p=0.487, Fisher の直接法による 

 
 
分析④ 事前の対策と災害対応の自己評価

の関係について 

調査では、災害時の保健医療福祉活動に対

する全体の達成度（図 4）と、事前の計画や

訓練が発揮した効果（図 5）について、達成

度 0％の１から達成度 100％の 5 まで、5 段階

での主観的な自己評価をしてもらった。 
 

 

図 4 活動の程度達成 
 

 

図 5 事前の計画や訓練の効果 
 

これらの評価結果に対し、図 6 に示す事前

計画の作成状況との関係について分析を試

みる。分析では、事前計画の作成やその理解、

あるいは、関係機関との計画を共有するなど

（赤枠）、いずれかに該当する場合は「計画

作成あり」とみなし、いずれも該当しない場

合は「計画作成なし」とみなして、これらの

計画作成状況と、災害対応の達成度の評価、

および、事前計画が発揮した効果に対する評

価のそれぞれとの関係を分析した。なお、「対

応不要」といった回答は分析外とする。 
分析結果を表 9 と表 10 に示す。分析の結

果より、いずれの平均値において統計的な有

意な差はみられなかったが、「計画作成あり」

の方が「計画作成なし」に比べて平均値がや

や高いことが確認できる。すなわち、事前の

対策として計画を作成・共有しておくことに

より、災害対応の達成度が高く評価され、か

つ、高い効果が発揮できている傾向があると

考えられる。 
次に、図 7 に研修・訓練の実施状況に関す

る集計結果を示す。平時から関係機関が参加
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なし 20(90.9%) 0 3(75.0%) 4(100.0%) 5(83.3%) 0 0 7(70.0%) 25(89.3%) 6(100.0%)

あり 2(9.1%) 0 1(25.0%) 0(0.0%) 1(16.7%) 0 0 3(30.0%) 3(10.7%) 0(0.0%)

対象とする災害

コロナによる
活動制限

全体
（ｎ＝ 86） 

1.2 
2.3 

32.6 38.4 9.3 9.3 7.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１ ２ ３ ４

５ 対応不要 無回答 A

全体
（ｎ＝ 86） 

5.8 12.8 30.2 25.6 7.0 9.3 9.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１ ２ ３ ４

５ 対応不要 無回答 A

- 27 -



 

した研修や訓練を行っているなど（赤枠）、

いずれかに該当する場合は「研修・訓練あり」

とみなし、いずれも該当しない場合は「研修・

訓練なし」とみなして、これらの研修・訓練

の実施状況と、災害対応の達成度の評価、お

よび、事前計画が発揮した効果に対する評価

のそれぞれとの関係を分析した。なお、「対

応不要」といった回答は分析外とする。 
分析結果を表 11 と表 12 に示す。結果より、

事前計画の作成状況と同様に、いずれの平均

値において統計的な有意な差はみられなか

ったが、「研修・訓練あり」の方が「研修・

訓練なし」に比べて平均値がやや高いことが

確認できる。すなわち、事前の対策として研

修・訓練を実施しておくことにより、災害対

応の達成度が高く評価され、かつ、高い効果

が発揮できている傾向があると考えられる。 

 
図 6 事前計画の作成状況 

 
表 9 達成度（1 点～5 点）の平均値 

計画作成 あり なし 
サンプル数 52 20 

平均 3.63 3.60 
分散 0.55 0.78 

標準偏差 0.74 0.88 
t(29.90)=0.16, p=0.877 
 
表 10 事前対策の効果（1 点～5 点）の平均値 

計画作成 あり なし 
サンプル数 54 16 

平均 3.30 2.81 
分散 0.89 1.63 

標準偏差 0.94 1.28 
t(20.11)=1.41,  p=0.175 

 

 
図 7 研修・訓練の実施状況 

 
表 11 達成度（1 点～5 点）の平均値 
研修・訓練 あり なし 
サンプル数 41 31 

平均 3.76 3.45 
分散 0.59 0.59 

標準偏差 0.77 0.77 
t(64.75)=1.67,  p=0.100 
 
表 12 事前対策の効果（1 点～5 点）の平均値 

研修・訓練 あり なし 
サンプル数 41 29 

平均 3.44 2.83 
分散 1.00 1.00 

標準偏差 1.00 1.00 
t(60.40)=2.52, p=0.015 

 
 
分析⑤ 情報共有と災害対応の自己評価の

関係について 

調査では、図 4 に示した災害時の保健医療

福祉活動に対する全体の達成度と、意思決定

のための情報取得（図 8）に対して、達成度

0％の１から達成度 100％の 5 まで、5 段階で

の主観的な自己評価をしてもらった。 
これらの評価結果に対し、図 9 に示す災害

対応のために関係機関と共有した情報のそ

れぞれの項目の関係を分析した。なお、「対

応不要」といった回答は分析外とする。 
分析結果を表 13 から表 24 に示す。分析の

結果より、いずれの情報項目の平均値におい

て統計的な有意な差はみられず、各種情報の
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取得状況が災害対応の達成度と意思決定の

ための取得情報の評価への関係性があると

は言い難い。これは、保健医療福祉活動の行

うための参考情報程度としては取得し活用・

共有するが、被災者を対象として活動そのも

のへの評価に直接的な影響は少ないと考え

られる。 
 

 

図 8 意思決定のための情報取得 

 

 
図 9 災害対応のための関係機関との情報共有 

 
表 13 達成度（1 点～5 点）の平均値 

人的被害の程度 あり なし 
サンプル数 56 14 

平均 3.59 3.71 
分散 0.54 0.99 

標準偏差 0.73 0.99 
t(16.70)=-0.44, p=0.665 
 

表 14 情報取得（1 点～5 点）の平均値 
人的被害の程度 あり なし 

サンプル数 55 14 
平均 3.35 3.29 
分散 0.90 1.45 

標準偏差 0.95 1.20 
t(17.31)=0.17,  p=0.865 
 

表 15 達成度（1 点～5 点）の平均値 
ライフライン状況 あり なし 

サンプル数 52 18 
平均 3.60 3.67 
分散 0.52 0.94 

標準偏差 0.72 0.97 
t(23.83)=-0.28, p=0.780 
 

表 16 情報取得（1 点～5 点）の平均値 
ライフライン状況 あり なし 

サンプル数 51 18 
平均 3.35 3.28 
分散 0.91 1.27 

標準偏差 0.96 1.13 
t(26.14)=0.25, p=0.803 
 

表 17 達成度（1 点～5 点）の平均値 
医療機関の被害状況 あり なし 

サンプル数 36 34 
平均 3.61 3.62 
分散 0.53 0.73 

標準偏差 0.73 0.85 
t(65.01)=-0.03, p=0.973 
 

表 18 情報取得（1 点～5 点）の平均値 
医療機関の被害状況 あり なし 

サンプル数 35 34 
平均 3.34 3.32 
分散 1.17 0.83 

標準偏差 1.08 0.91 
t(65.69)=0.08, p=0.936 
 

表 19 達成度（1 点～5 点）の平均値 
介護施設の被害状況 あり なし 

サンプル数 31 39 
平均 3.61 3.62 
分散 0.65 0.61 

標準偏差 0.80 0.78 
t(63.69)=-0.01, p=0.990 
 
 
 
 
 

全体
（ｎ＝ 86） 

3.5 
11.6 

27.9 30.2 9.3 10.5 7.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１ ２ ３ ４

５ 対応不要 無回答 A

人的被害の程度

ライフライン状況

医療機関の被災状況

介護施設の被災状況

支援物資の要請

支援チームの要請

その他

無回答 全体（ｎ＝ 86） 

69.8 

65.1 

46.5 

39.5 

38.4 

22.1 

16.3 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80%
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表 20 情報取得（1 点～5 点）の平均値 
介護施設の被害状況 あり なし 

サンプル数 30 39 
平均 3.23 3.41 
分散 1.15 0.88 

標準偏差 1.07 0.94 
t(57.87)=-0.72, p=0.476 
 

表 21 達成度（1 点～5 点）の平均値 
支援物資の要請 あり なし 

サンプル数 30 40 
平均 3.47 3.73 
分散 0.60 0.61 

標準偏差 0.78 0.78 
t(62.96)=-1.37, p=0.175 
 

表 22 情報取得（1 点～5 点）の平均値 
支援チームの要請 あり なし 

サンプル数 19 51 
平均 3.47 3.67 
分散 0.71 0.59 

標準偏差 0.84 0.77 
t(29.81)=-0.87, p=0.389 
 

表 23 達成度（1 点～5 点）の平均値 
支援チームの要請 あり なし 

サンプル数 19 50 
平均 3.11 3.42 
分散 1.43 0.82 

標準偏差 1.20 0.91 
t(26.23)=-1.04, p=0.308 
 

表 24 情報取得（1 点～5 点）の平均値 
支援物資の要請 あり なし 

サンプル数 30 39 
平均 3.20 3.44 
分散 1.13 0.88 

標準偏差 1.06 0.94 
t(58.28)=-0.96, p=0.341 

 
 
 
 
 

Ｄ．結論 
 本稿では、風水害対応における「保健医療

福祉調整本部」の設置・運営及び、活動の実

態を明らかにするために、令和 4 年度に実施

した「風水害時における保健医療福祉活動の

実態に関する調査」の結果と、内閣府や被災

した基礎自治体が公開している被害報より

集約した被害程度を用いた分析より、被害程

度と保健医療福祉活動や拠点設置の有無の

関係をはじめ、事前の対策と災害対応の自己

評価の関係、情報共有と災害対応の自己評価

の関係などについて明らかにした。 
今後は、これまでに行った分析結果に加え、

特に被害の大きかった自治体の災害対応や

調整の状況をはじめ、保健医療福祉調整本部

の設置傾向や活動実態の仮説（例えば、保健

所のみに設置、保健所に加えて都道府県庁に

も設置、市町村の災対本部内に設置、避難所

等の現場に設置など）を立て、その検証に必

要なインタビュー調査を企画・実施したい。 
 

Ｆ．研究発表  
１．論文発表 
 特になし 
 
２．学会発表 
李泰榮・池田真幸・尾島俊之・服部希世子・

池田和功・冨尾淳・原岡智子、風水害時にお

ける保健医療福祉活動の実態に関する調査

研究、第 29 回日本災害医学会総会・学術集

会、2024.2.  
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 

特になし 
２．実用新案登録 

特になし 
３．その他 

特になし 
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第 29 回日本災害医学会総会・学術集会（2024.2.22-2.24、京都）  

 

演題（和/英）  

風水害時における保健医療福祉活動の実態に関する調査研究  

Research on actual state of health, medical and welfare activities in response to storm and flood disaster 

 
 

本文（500 字以内） 

①目的：厚生労働省の通知（令和 4 年 7 月）により、大規模災害時における「保健医療福祉調整

本部」の設置と活動に関する留意事項が示された。本研究では、風水害対応における「保健医療

福祉調整本部」の設置・運営及び、活動の実態を明らかにする。  

②方法：令和 2～4 年に災害救助法が適用された計 10 件の風水害のうち、同法が適用された基

礎自治体の保健医療福祉担当部局（管轄の保健所等を含む）計 565 か所を対象に質問紙調査（令

和 3 年 12 月～4 年 1 月）を行った。  

③結果：計 244 か所から回答（回収率 43.2％）が得られた。調査結果より、活動ニーズの把握に

必要な被害情報等を関係機関が共有しつつ、自ら保健医療福祉調整本部を立ち上げていたこと、

また、計画等にあらかじめ指定されていた庁内の担当が、主に避難所での健康被害の予防や災害

時要配慮者等を対象にした活動を行っていたことなどが確認できた。 
④結論：保健医療福祉活動に関する計画作成や訓練実施等をはじめ、災害時の本部等の拠点や体

制、組織間の情報の共有と活用に関する実態が明らかになった。今後は、詳細な分析と担当者の

インタビュー調査を通じて、保健医療福祉活動の実態をより具体的に把握していく。497 字  

 

筆頭著者（演者）/共著者  
 筆頭  共著 1 共著 2 共著 3 共著 4  共著 5 共著 6 

会員番号  12897 11591 2906 6558 8667  1759 11723 

氏名（漢字） 李  泰榮  池田  真幸  尾島  俊之  服部  希世子  池田  和功  藤内  修二  冨尾  淳  原岡  智子  

氏名（フリ） イ テヨン イケダ マサキ  オジマ トシユキ ハットリ キヨコ イケダ カズノリ トウナイ シュウジ トミオ ジュン ハラオカ トモコ 

氏名（英語） taiyoung YI Masaki IKEDA 
Toshiyuki 

OJIMA 

Kiyoko 

HATTORI 

Kazunori 

IKEDA 
 Jun TOMIO 

Tomoko 

HARAOKA 

所属（機関） 

防災科学技

術研究所  

防災科学技術

研究所  
浜松医科大学  熊本県  和歌山県  大分県  

国立保健医

療科学院  
松本看護大学  

所属（部署） 

災害過程研

究部門  

災害過程研究

部門  

健康社会医学

講座  
人吉保健所  岩出保健所  福祉保健部  

健康危機管

理研究部  
看護学部  

 

演題区分 

・一般講演（口頭）  

第 1 希望カテゴリー：［総論］１ 指揮・調整・連携  
第 2 希望カテゴリー：［事例報告・対策］2 風水害・土砂災害  
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⾵⽔害時における
保健医療福祉活動の実態に関する調査研究

災害時の保健・医療・福祉及び防災分野の情報集約
及び対応体制における連携推進のための研究

研究分担者
●李 泰榮 防災科学技術研究所 研究員

池⽥ 和功 和歌⼭岩出保健所 所⻑
冨尾 淳 国⽴保健医療科学院健康危機管理研究部 部⻑
原岡 智⼦ 松本看護⼤学看護学部 教授

研究協⼒者
●池⽥ 真幸 防災科学技術研究所 研究員

藤内 修⼆ ⼤分県福祉保健部 理事兼審議監
服部 希世⼦ 熊本県⼈吉保健所球磨福祉事務所 医師 1

調査概要
 ⽬的

⾵⽔害等の実災害対応において設置・運営された「保健医療福祉調整本部」及び、これに関わ
る「保健医療福祉活動」に関する実態を明らかにするとともに、活動実態の評価を通じて課題を
抽出。
 対象

R2〜R4に発⽣した⾵⽔害によって災害救助法が発令された災害10件を抽出し、同法が適⽤さ
れた基礎⾃治体と管轄保健所の計565か所（都道府県22、県型保健所110、保健所設置市区24、
⼀般市町村409）を対象。
 内容

「保健医療福祉調整本部」及びこれに関わる「保健医療福祉活動」に対し、その調整・対応に
関する平時の計画や訓練等をはじめ、災害時に⾏った調整・対応の体制や情報共有・活⽤、対応
活動の評価（主観的⾃⼰評価）に関する実態調査（質問紙調査）を実施（R4.12〜R5.2、有効回
収率43.2％）。

※質問項⽬（計49項） 表 調査対象
問1.災害時の保健医療福祉活動について（計7項）
問2. 調整・対応に関する計画や訓練等について（計3項）
問3.災害時に⾏った調整・対応の体制について（計20項）
問4.災害時の活動における情報共有と活⽤について（計6項）
問5.災害時の活動に対する評価（主観的⾃⼰評価）について（計11項）
問6.⾃由意⾒（計1項）

分類 配布数 有効回収数 有効回収率
都道府県 22 17 77.3％

県型保健所 110 71 64.5％
保健所設置市区 24 17 70.8％

⼀般市町村 409 139 34.0％
合計 565 244 43.2％ 2
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調査結果（R4、単純集計） ※R5.2 災害医学会にて発表予定

保健医療福祉活動に関する計画作成や訓練実施等をはじめ、災害時の本部等の拠点や体制、組織間の情
報の共有と活⽤に関する実態把握。

 活動内容、拠点、⼈員体制について
主に避難所での健康被害の予防や災害時要配慮者等を対象にした活動
⾃ら拠点を⽴ち上げ、外部に派遣を要請することなく、事前計画等にあらかじめ指定していた庁内の担当が対応

 事前の計画の作成や訓練等の実施について
約半数が事前計画を作成し、災害医療や災害福祉などの外部の専⾨家の協⼒の上、計画等に指定している庁内の専⾨
職や事務職が参加した研修や訓練などを実施

 保健医療福祉活動の体制について
事前計画に沿った本部等の拠点を設置し、全体の指揮担当をはじめ、計画情報、後⽅⽀援、財務総務、広報、安全、
渉外など、担当の名称にやや違いのあるものの、ICSに準拠した⼈員体制を確⽴し、部⻑や課⻑などの⾏政の役職、所
⻑や局⻑などの医師、保健師がそれぞれの担当を担って応援や受援の調整と対応
活動の拠点や場所の物理的な対応に⽐べ、⼈員や対応⼿順等に対しては、事前計画にかかわらずやや柔軟な対応

 組織間の情報の共有と活⽤について
ニーズを把握するための地域の被害程度に関する情報が優先して共有
医療機関や福祉施設の被災状況や⽀援要請などの⽀援に必要な情報の共有
固定電話が最も多く活⽤。データや資料などはインターネットメール。SNSがやや活⽤される傾向。

保健医療福祉活動ニーズの把握に必要な被害情報等を関係機関が共有しつつ、⾃ら保健医療福祉調整本
部を⽴ち上げていたこと、また、計画等にあらかじめ指定されていた庁内の担当が、主に避難所での健康
被害の予防や災害時要配慮者等を対象にした活動を⾏っていたことなどが確認。
➡今後、詳細な分析と担当者のインタビュー調査を通じて、保健医療福祉活動の実態をより具体把握 3

対象災害における救助法適⽤市町村の被害程度
・⼈的被害＝死者数＋⾏⽅不明者数
・物的被害＝全壊棟数＋半壊棟数×0.5

4
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災害救助法が適⽤された市町村の⼈的被害（死者数＋⾏⽅不明者数）の累積度数分布

5

災害救助法が適⽤された市町村の物的被害（全壊棟数＋半壊棟数×0.5）の累積度数分布

6
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分析① 被害程度と災害時保健医療福祉活動
（⼀般市町村のみ）⼈的被害＝死者数＋⾏⽅不明者数、物的被害＝全壊棟数＋半壊棟数×0.5

物的被害が⼀定数発⽣している⼀般市町村では、保健医療福祉活動の必要が⽣じている割合が有意に⾼い。
➡物的被害が⼀定数発⽣している⾃治体への聞き取りを⾏ってはどうか。

⼈的被害 物的被害

0⼈ 1-10⼈ 11-20⼈ 21-30⼈
あり 55(43.0%) 3(50.0%) 1(100.0%) 2(100.0%)
なし 73(57.0%) 3(50.0%) 0(0.0%) 0(0.0%)

⼈的被害（割合）

活動の
有無

0 0-10 10-50 100- 50-100
あり 33(33.3%) 14(60.9%) 10(100.0%) 3(100.0%) 1(50.0%)
なし 66(66.7%) 9(39.1%) 0(0.0%) 0(0.0%) 1(50.0%)

物的被害（割合）

活動の
有無

独⽴性の検定（フィッシャーの正確検定）p=.267 [p>.05] 独⽴性の検定（フィッシャーの正確検定）p=0.000 [p<.05]

7

活動の必要

あり なし

⼈⼝⼗万⼈あたり1未満 55 (0.430) 73 (0.570)

⼈⼝⼗万⼈あたり1以上 6 (0.667) 3 (0.333)

活動の必要
あり なし

⼈⼝⼗万⼈あたり1未満 57.0 71.0

⼈⼝⼗万⼈あたり1以上 4.0 5.0

p=0.186 (Fisher正確検定による)

➡ ⼈的被害の程度と活動の有無には、
統計的に有意な差は⾒られなかった。

活動の必要

あり なし

千世帯あたり1未満 48 (0.390) 75 (0.610)

千世帯あたり1以上 13 (0.929) 1 (0.071)

活動の必要
あり なし

千世帯あたり1未満 54.8 68.2

千世帯あたり1以上 6.2 7.8

p=0.000 (カイ⼆乗検定による)

➡ 物的被害が千世帯あたり１以上の⾃治体では、
活動の有無に統計的に有意な差があった。

⼈的被害（死者数＋⾏⽅不明者数） 物的被害（全壊棟数＋半壊棟数×0.5）

（期待度数） （期待度数）

被害程度と災害時保健医療福祉活動

8
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分析② 被害程度と災害時保健医療福祉活動の拠点設置場所
 災害時の保健医療福祉活動拠点の設置場所について（アンケート結果の読み取り）

全体的に保健所に保健医療福祉調整本部を設置しているケースが多い
➡災害が中⼩規模であれば、保健所に拠点を設置するケースが多いのではないか。
聞き取り調査によって拠点設置の判断要素を調べてはどうか。

⼀般市町村の「その他」回答については、⾃由記述から以下の３パターンに分類できる。
・災害対策本部内に班として設置
・平時の担当部局内において対応
・被災現場に近い施設（福祉避難所等）に設置

9

⼈的被害
市町村拠点設置

あり なし
⼈⼝⼗万⼈あたり1未満 25 (0.463) 29 (0.537)
⼈⼝⼗万⼈あたり1以上 4 (0.667) 2 (0.333)

（期待度数）
市町村拠点設置

あり なし
⼈⼝⼗万⼈あたり1未満 26.1 27.9
⼈⼝⼗万⼈あたり1以上 2.9 3.1

p=0.417, Fisher正確検定による

➡有意な差は⾒られなかった。 ➡有意な差が⾒られた。

物的被害
市町村拠点設置

あり なし
千世帯あたり1未満 18 (0.383) 29 (0.617)
千世帯あたり1以上 11 (0.846) 2 (0.154)

（期待度数）
市町村拠点設置

あり なし
千世帯あたり1未満 22.7 24.3
千世帯あたり1以上 6.3 6.7

p=0.008, カイ⼆乗検定による

クロス分析１︓被害 x市町村庁内に調整・対応拠点設置（⼀般市町村）

10
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⼈的被害
都道府県拠点LO

あり なし
⼈⼝⼗万⼈あたり1未満 51 (0.944) 3 (0.056)
⼈⼝⼗万⼈あたり1以上 4 (0.667) 2 (0.333)

（期待度数）
都道府県拠点LO

あり なし
⼈⼝⼗万⼈あたり1未満 49.5 4.5
⼈⼝⼗万⼈あたり1以上 5.5 0.5

p=0.074, Fisher正確検定による

➡有意な差はみられなかった。 ➡有意な差はみられなかった。

物的被害
都道府県拠点LO
あり なし

千世帯あたり1未満 45 (0.957) 2 (0.043)
千世帯あたり1以上 10 (0.769) 3 (0.231)

（期待度数）
都道府県拠点LO
あり なし

千世帯あたり1未満 43.1 3.9
千世帯あたり1以上 11.9 1.1

p=0.063, Fisher正確検定による

クロス分析２︓被害 x都道府県拠点LO（⼀般市町村）

11

独⽴性の検定（フィッシャーの正確検定）p=.487 [p>.05]

コロナによる活動制限の有無には、対象とする災害による有意な差はなかった。

（⼀般市町村のみ）⼈的被害＝死者数＋⾏⽅不明者数、物的被害＝全壊棟数＋半壊棟数×0.5

令
和
２
年
７
月
３
日
か
ら
の

大
雨
に
よ
る
災
害

令
和
２
年
台
風
第
1
4
号
に

伴
う
災
害

令
和
３
年
７
月
１
日
か
ら
の

大
雨
に
よ
る
災
害

台
風
第
９
号
か
ら
変
わ

っ
た

温
帯
低
気
圧
に
伴
う
大
雨
に

よ
る
災
害

令
和
３
年
８
月
1
1
日
か
ら

の
大
雨
に
よ
る
災
害

令
和
３
年
長
野
県
茅
野
市
に

お
い
て
発
生
し
た
土
石
流

令
和
４
年
７
月
1
4
日
か
ら

の
大
雨
に
よ
る
災
害

令
和
４
年
８
月
３
日
か
ら
の

大
雨
に
よ
る
災
害

令
和
４
年
台
風
第
1
4
号
に

伴
う
災
害

令
和
４
年
台
風
第
1
5
号
に

伴
う
災
害
に
か
か
る
災
害

なし 20(90.9%) 0 3(75.0%) 4(100.0%) 5(83.3%) 0 0 7(70.0%) 25(89.3%) 6(100.0%)

あり 2(9.1%) 0 1(25.0%) 0(0.0%) 1(16.7%) 0 0 3(30.0%) 3(10.7%) 0(0.0%)

対象とする災害

コロナによる
活動制限

分析③ 対象災害とコロナ禍による活動制限の関係について

12
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全体
（ｎ＝ 86） 

1.2 
2.3 

32.6 38.4 9.3 9.3 7.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１ ２ ３ ４

５ 対応不要 無回答 A

■活動はどの程度達成されましたか。 ■事前の計画や訓練は、⼗分に効果を発揮しましたか。

全体
（ｎ＝ 86） 

5.8 12.8 30.2 25.6 7.0 9.3 9.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１ ２ ３ ４

５ 対応不要 無回答 A

※「対応不要」は分析の対象外とした。

分析④ 事前の対策と災害対応の⾃⼰評価の関係について

13

事前に計画を作成していた

事前に研修や訓練を行っていた

担当者が計画を理解していた

研修や訓練に関係機関が参加していた

計画に被災状況に応じた対応レベルを
決めていた

関係機関と計画を共有していた

特に行っていた対策はない

無回答 全体（ｎ＝244） 

52.0 

45.1 

26.2 

25.0 

19.7 

18.4 

20.9 

1.2 

0% 20% 40% 60%

➡いずれかに該当する場合は「計画作成あり」
いずれも該当しない場合は「計画作成なし」

達成度（1~5点）の平均値

計画作成 あり なし
サンプル数 52 20
平均 3.63 3.60
分散 0.55 0.78
標準偏差 0.74 0.88

t(29.90)=0.16, p=0.877 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

事前対策の効果（1~5点）の平均値

計画作成 あり なし
サンプル数 54 16
平均 3.30 2.81
分散 0.89 1.63
標準偏差 0.94 1.28

t(20.11)=1.41, p=0.175 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

災害の発⽣前から、⾏っていた対策はありますか。（複数回答可）

14
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達成度（1~5点）の平均値

研修訓練 あり なし
サンプル数 41 31
平均 3.76 3.45
分散 0.59 0.59
標準偏差 0.77 0.77

t(64.75)=1.67, p=0.100 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

事前対策の効果（1~5点）の平均値

研修訓練 あり なし
サンプル数 41 29
平均 3.44 2.83
分散 1.00 1.00
標準偏差 1.00 1.00

t(60.40)=2.52, p=0.015 であり、
平均値には有意な差が⾒られた。

事前に計画を作成していた

事前に研修や訓練を行っていた

担当者が計画を理解していた

研修や訓練に関係機関が参加していた

計画に被災状況に応じた対応レベルを
決めていた

関係機関と計画を共有していた

特に行っていた対策はない

無回答 全体（ｎ＝244） 

52.0 

45.1 

26.2 

25.0 

19.7 

18.4 

20.9 

1.2 

0% 20% 40% 60%

➡いずれかに該当する場合は「研修訓練あり」
いずれも該当しない場合は「研修訓練なし」

災害の発⽣前から、⾏っていた対策はありますか。（複数回答可）

15

達成度（1~5点）の平均値

専⾨職の訓練参加 あり なし
サンプル数 47 23
平均 3.64 3.61
分散 0.54 0.79
標準偏差 0.74 0.89

t(37.11)=0.14, p=0.891 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

事前対策の効果（1~5点）の平均値

専⾨職の訓練参加 あり なし
サンプル数 48 20
平均 3.25 3.10
分散 1.04 1.04
標準偏差 1.02 1.02

t(35.64)=0.55, p=0.584 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

計画等に指定された庁内の専門職

計画等に指定された庁内の事務職

災害医療コーディネーター

保健医療福祉活動チーム

ＤＨＥＡＴとして派遣される予定の職員

計画等の対象外の職員（増員）

他県から派遣されるＤＨＥＡＴ役を
想定した仮の役目

その他

事前の研修や訓練を行っていない

無回答

全体（ｎ＝244） 

47.5 

43.0 

12.3 

9.0 

6.6 

4.9 

1.2 

12.3 

25.0 

13.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

事前の研修や訓練には、どのような⽅が参加していましたか。（複数回答可）

16
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達成度（1~5点）の平均値

事務職の訓練参加 あり なし
サンプル数 41 29
平均 3.68 3.55
分散 0.62 0.61
標準偏差 0.79 0.78

t(60.71)=0.69, p=0.494 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

事前対策の効果（1~5点）の平均値

事務職の訓練参加 あり なし
サンプル数 41 27
平均 3.37 2.96
分散 0.99 1.04
標準偏差 0.99 1.02

t(54.83)=1.61, p=0.113 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

計画等に指定された庁内の専門職

計画等に指定された庁内の事務職

災害医療コーディネーター

保健医療福祉活動チーム

ＤＨＥＡＴとして派遣される予定の職員

計画等の対象外の職員（増員）

他県から派遣されるＤＨＥＡＴ役を
想定した仮の役目

その他

事前の研修や訓練を行っていない

無回答

全体（ｎ＝244） 

47.5 

43.0 

12.3 

9.0 

6.6 

4.9 

1.2 

12.3 

25.0 

13.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

事前の研修や訓練には、どのような⽅が参加していましたか。（複数回答可）

17

達成度（1~5点）の平均値

計画外職員の訓練参加 あり なし
サンプル数 3 67
平均 3.67 3.63
分散 0.33 0.63
標準偏差 0.58 0.79

t(2.35)=0.11, p=0.918 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

事前対策の効果（1~5点）の平均値

計画外職員の訓練参加 あり なし
サンプル数 3 65
平均 4.00 3.17
分散 1.00 1.02
標準偏差 1.00 1.01

t(2.19)=1.41, p=0.285 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

計画等に指定された庁内の専門職

計画等に指定された庁内の事務職

災害医療コーディネーター

保健医療福祉活動チーム

ＤＨＥＡＴとして派遣される予定の職員

計画等の対象外の職員（増員）

他県から派遣されるＤＨＥＡＴ役を
想定した仮の役目

その他

事前の研修や訓練を行っていない

無回答

全体（ｎ＝244） 

47.5 

43.0 

12.3 

9.0 

6.6 

4.9 

1.2 

12.3 

25.0 

13.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

事前の研修や訓練には、どのような⽅が参加していましたか。（複数回答可）

18
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達成度（1~5点）の平均値

⽀援チームの訓練参加 あり なし
サンプル数 9 61
平均 3.89 3.59
分散 0.61 0.61
標準偏差 0.78 0.78

t(10.51)=1.07, p=0.309 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

事前対策の効果（1~5点）の平均値

⽀援チームの訓練参加 あり なし
サンプル数 9 59
平均 3.78 3.12
分散 1.44 0.93
標準偏差 1.20 0.97

t(9.64)=1.57, p=0.149 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

計画等に指定された庁内の専門職

計画等に指定された庁内の事務職

災害医療コーディネーター

保健医療福祉活動チーム

ＤＨＥＡＴとして派遣される予定の職員

計画等の対象外の職員（増員）

他県から派遣されるＤＨＥＡＴ役を
想定した仮の役目

その他

事前の研修や訓練を行っていない

無回答

全体（ｎ＝244） 

47.5 

43.0 

12.3 

9.0 

6.6 

4.9 

1.2 

12.3 

25.0 

13.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

事前の研修や訓練には、どのような⽅が参加していましたか。（複数回答可）

19

全体
（ｎ＝ 86） 

1.2 
2.3 

32.6 38.4 9.3 9.3 7.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１ ２ ３ ４

５ 対応不要 無回答 A

■活動はどの程度達成されましたか。 ■意思決定を⾏うための情報は、⼗分に得られましたか。

※「対応不要」は分析の対象外とした。

全体
（ｎ＝ 86） 

3.5 
11.6 

27.9 30.2 9.3 10.5 7.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１ ２ ３ ４

５ 対応不要 無回答 A

分析⑤ 情報共有と災害対応の⾃⼰評価の関係について

20
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達成度（1~5点）の平均値

⼈的被害の程度 あり なし
サンプル数 56 14
平均 3.59 3.71
分散 0.54 0.99
標準偏差 0.73 0.99

t(16.70)=-0.44, p=0.665 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

情報取得（1~5点）の平均値

⼈的被害の程度 あり なし
サンプル数 55 14
平均 3.35 3.29
分散 0.90 1.45
標準偏差 0.95 1.20

t(17.31)=0.17, p=0.865 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

人的被害の程度

ライフライン状況

医療機関の被災状況

介護施設の被災状況

支援物資の要請

支援チームの要請

その他

無回答 全体（ｎ＝ 86） 

69.8 

65.1 

46.5 

39.5 

38.4 

22.1 

16.3 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80%

初動から亜急性期において、関係機関とどのような情報を共有しましたか。（複数回答可）

21

達成度（1~5点）の平均値

ライフライン状況 あり なし
サンプル数 52 18
平均 3.60 3.67
分散 0.52 0.94
標準偏差 0.72 0.97

t(23.83)=-0.28, p=0.780 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

情報取得（1~5点）の平均値

ライフライン状況 あり なし
サンプル数 51 18
平均 3.35 3.28
分散 0.91 1.27
標準偏差 0.96 1.13

t(26.14)=0.25, p=0.803 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

人的被害の程度

ライフライン状況

医療機関の被災状況

介護施設の被災状況

支援物資の要請

支援チームの要請

その他

無回答 全体（ｎ＝ 86） 

69.8 

65.1 

46.5 

39.5 

38.4 

22.1 

16.3 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80%

初動から亜急性期において、関係機関とどのような情報を共有しましたか。（複数回答可）

22
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達成度（1~5点）の平均値

医療機関の被災状況 あり なし
サンプル数 36 34
平均 3.61 3.62
分散 0.53 0.73
標準偏差 0.73 0.85

t(65.01)=-0.03, p=0.973 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

情報取得（1~5点）の平均値

医療機関の被災状況 あり なし
サンプル数 35 34
平均 3.34 3.32
分散 1.17 0.83
標準偏差 1.08 0.91

t(65.69)=0.08, p=0.936 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

人的被害の程度

ライフライン状況

医療機関の被災状況

介護施設の被災状況

支援物資の要請

支援チームの要請

その他

無回答 全体（ｎ＝ 86） 

69.8 

65.1 

46.5 

39.5 

38.4 

22.1 

16.3 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80%

初動から亜急性期において、関係機関とどのような情報を共有しましたか。（複数回答可）

23

達成度（1~5点）の平均値

介護施設の被災状況 あり なし
サンプル数 31 39
平均 3.61 3.62
分散 0.65 0.61
標準偏差 0.80 0.78

t(63.69)=-0.01, p=0.990 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

情報取得（1~5点）の平均値

介護施設の被災状況 あり なし
サンプル数 30 39
平均 3.23 3.41
分散 1.15 0.88
標準偏差 1.07 0.94

t(57.87)=-0.72, p=0.476 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

人的被害の程度

ライフライン状況

医療機関の被災状況

介護施設の被災状況

支援物資の要請

支援チームの要請

その他

無回答 全体（ｎ＝ 86） 

69.8 

65.1 

46.5 

39.5 

38.4 

22.1 

16.3 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80%

初動から亜急性期において、関係機関とどのような情報を共有しましたか。（複数回答可）

24
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達成度（1~5点）の平均値

⽀援物資の要請 あり なし
サンプル数 30 40
平均 3.47 3.73
分散 0.60 0.61
標準偏差 0.78 0.78

t(62.96)=-1.37, p=0.175 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

情報取得（1~5点）の平均値

⽀援物資の要請 あり なし
サンプル数 30 39
平均 3.20 3.44
分散 1.13 0.88
標準偏差 1.06 0.94

t(58.28)=-0.96, p=0.341 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

人的被害の程度

ライフライン状況

医療機関の被災状況

介護施設の被災状況

支援物資の要請

支援チームの要請

その他

無回答 全体（ｎ＝ 86） 

69.8 

65.1 

46.5 

39.5 

38.4 

22.1 

16.3 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80%

初動から亜急性期において、関係機関とどのような情報を共有しましたか。（複数回答可）

25

達成度（1~5点）の平均値

⽀援チームの要請 あり なし
サンプル数 19 51
平均 3.47 3.67
分散 0.71 0.59
標準偏差 0.84 0.77

t(29.81)=-0.87, p=0.389 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

情報取得（1~5点）の平均値

⽀援チームの要請 あり なし
サンプル数 19 50
平均 3.11 3.42
分散 1.43 0.82
標準偏差 1.20 0.91

t(26.23)=-1.04, p=0.308 であり、
平均値には有意な差が⾒られなかった。

人的被害の程度

ライフライン状況

医療機関の被災状況

介護施設の被災状況

支援物資の要請

支援チームの要請

その他

無回答 全体（ｎ＝ 86） 

69.8 

65.1 

46.5 

39.5 

38.4 

22.1 

16.3 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80%

初動から亜急性期において、関係機関とどのような情報を共有しましたか。（複数回答可）

26
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

分担研究報告書

保健医療福祉調整本部における派遣調整の情報マネジメントに関する調査 

研究分担者    宮川 祥子（慶應義塾大学看護医療学部） 

研究協力者  濱舘 陽子（東京医科歯科大学 大学院保健衛生学研究科 

  プロジェクト助教） 

研究要旨： 

 本研究では、災害時の保健・医療・福祉及び防災分野の情報集約及び対応体制構築に資

する情報流通機構を検討するに当たり、保健医療福祉調整本部における派遣調整の情報マ

ネジメントにおいて、各アクションを実施するために必要となる意思決定とその意思決定

を支援するために必要となる情報について調査した。調査によって得られたデータから、

保健医療福祉調整本部を支援する情報流通機構が持つべき機能を抽出した。 

Ａ．研究目的 

災害発生時に、行政・個人ボランティ

ア・民間支援組織などの多様な主体が支援

活動を行う中で、保健・医療・福祉に関連

する情報をタイムリーに収集・共有し、必

要な対応に繋げていくための体制構築は喫

緊の課題であると言える。本研究では、災

害時の保健・医療・福祉及び防災分野の情

報集約及び対応体制構築に資する情報流通

機構を検討するに当たり、保健医療福祉調

整本部における派遣調整の情報マネジメン

トにおいて、各アクションを実施するため

に必要となる意思決定とその意思決定を支

援するために必要となる情報について、エ

キスパートインタビュー手法を用いて明ら

かにする。 

Ｂ．研究方法 

 各エキスパートに対して個別に Web 会議

でのインタビューを実施し、聞き取った内

容を整理した。インタビューに際しては、

昨年度の成果を元に、取るべきアクション

項目の原案を下記の通り作成した。 

• 被災状況の把握

• ニーズの収集

• 業務量の推定

• チームの配分

• 指揮・連絡、活動結果の集約と共有

• 派遣調整以外に保健医療福祉調整本部が

行うべき支援業務 

それぞれの項目に対して、1) 必要となる情

報およびその情報源、2) その情報を用いて

行うべき作業と意思決定、の 2 つの視点か

ら原案のレビューを受けた。この際、情報

の種類、また作業と意思決定は派遣調整マ

ネジメントとして「そこそこ良い」状態に

なることを目指していること、多すぎても

少なすぎてもマネジメントに支障を来すこ

とを念頭に置いた上でのレビューを依頼し

た。これは、これまでの情報マネジメント

の取り組みにおいて、多くのステークホル

ダーからの意見聴取を行った結果、収集す

べき情報の項目が肥大化して現場での運用

が困難になるという経験を踏まえた方針で

ある。 

インタビュー対象者は、災害時の情報マ

ネジメントおよび災害医療マネジメントに

関して実践的知識を持つ下記の 4 名の研究

者・コンサルタントである。 
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A 氏：大学の災害・救急医学分野の研究者、

DMAT 隊員、災害情報支援 NPO 代表理事 

B 氏：大学の防災分野の研究者、災害情報支

援 NPO 理事 

C 氏：研究機関の防災情報研究部門のセンタ

ー長 

D 氏：防災コンサルタント、全国社会福祉協

議会で災害ボランティア活動のマネジメン

トと情報発信に関する業務の担当経験を有

している。 

 

Ｃ．研究結果 

4 名のエキスパートへのインタビューから

派遣調整に必要となる下記の項目につい

て、具体的に必要となる情報および情報

限、また情報を活用した作業と意思決定に

ついて聞き取りを行った。 

・被災状況の把握 

・ニーズの収集 

・業務量の推定 

・チームの配分 

・指揮・連絡、活動結果の集約と共有 

・派遣調整以外に保健医療福祉調整本部が

行うべき支援業務 

 

1. 被災状況の把握 

1.1 集めるべき情報・情報源 

- 災害の全般的状況、家屋・インフラ・交

通の被災状況、避難者の数、避難所の数

（情報源は災害対策本部等） 

- 医療機関の被災状況（情報源は DMAT・

EMIS システム等） 

- 被災状況・民間支援活動状況（情報源は

社会福祉協議会・JVOAD 等の中間支援団体

等） 

- 介護・障害・児童福祉施設の状況（情報

源としては社会福祉協議会が考えられるが

要検討） 

- 医療機関・介護福祉施設・指定避難所リ

スト（平時に収集しておく） 

-D24H（厚労省保健医療福祉システム）によ

る被害推定 

 

1.2 行うべき作業と意思決定 

- 情報の整理統合（GIS の活用） 

- 情報の空白部分（隠れたニーズ）の調査 

- 孤立地域・施設の発見 

- 福祉避難所のキャパシティ、稼働可能性

の確認 

- 不足している情報の明確化 

- 不足している情報の獲得のための調整 

 

2. ニーズの収集 

2.1 集めるべき情報・情報源 

- DMAT、自衛隊、消防等から医療機関（病

院・診療所）等のニーズ 

- 保健所・地域包括支援センター・社会福

祉協議会等からの支援ニーズ 

- 避難所・福祉避難所の保健医療福祉活動

ニーズ 

- 介護保険事業者・福祉事業者からの支援

ニーズ 

- 民間支援者(JVOAD 等)から、ニーズと必要

な支援の見立てに関する情報 

- D24H による被害推定情報 

 

2.2 行うべき作業と意思決定 

- 情報の整理統合（GIS の活用） 

- 対象別のニーズ件数の集計 

- 情報の空白部分（隠れたニーズ）の調査 

- 孤立地域・施設の発見 

- 各ニーズを直接死・関連死の防止を主眼

として緊急度と重要度で評価しニーズの優

先順位をつける 

- 三者連携情報共有会議（自治体・社会福

祉協議会・民間支援）への出席 

- 不足している情報の明確化 

- 不足している情報の獲得のための調整 

 

3. 業務量の推定 

3.1 集めるべき情報・情報源 

- 46 -



 

- 各避難所の規模（昼間人口・夜間人口・

配食数） 

- 在宅避難者の数の推計 

- 被災の状況（生活再建にかかる期間・避

難所開設期間の推定） 

- 地域ごと・避難所ごとの災害時要援護者

の数（推計） 

- 環境からくる被災者の健康リスク（低体

温・熱中症・呼吸器障害等） 

- 傷病者の数 

- 感染症発生状況 

- 衛生環境 

- 交通状況 

 

3.2 行うべき作業と意思決定 

- 災害対策本部の他の部局・事業者（民間

企業・専門職職能団体等）・民間支援者と

連携できる業務の切り出しと調整 

- 必要なリソース（人員・物資・車輌・時

間）の推計 

- 必要な輸送・交通の推計 

- 必要な本部機能（活動チームの後方支

援）の推計（人員・時間） 

- 派遣調整における問題を発見した場合の

リソースの変更・調整 

- 不足しているリソースの明確化と基礎自

治体から都道府県への情報集約、都道府県

レベルでの支援調整 

- 不足している情報の明確化 

- 不足している情報の獲得のための調整 

 

4. チームの配分 

4.1 集めるべき情報・情報源 

- メンバー表 

- 各メンバーの職能・専門性（小児、障

害、高齢者等） 

- アセット状況（資機材・情報通信機器・

車輌・支援物資等） 

- 支援先の状況（ニーズ・通信状況・交通

など・他の支援者の活動状況） 

 

4.2 行うべき作業と意思決定 

- 支援先の状況（ニーズや各種制約条件）

にマッチするチームを編成する 

- 記録をとれる体制の構築（記録係・シス

テムによるサポート・活動報告に含むべき

項目の検討等） 

- チームの指揮系統の決定 

- 活動計画の策定と共有 

- アセットの準備とチームの送り出し 

- 不足するリソースの明確化 

- 不足する輸送手段の明確化 

- 不足する人員の明確化 

 

5. 指揮・連絡、活動結果の集約と共有 

5.1 集めるべき情報・情報源 

- 各チームのクロノロジー 

- 各チームの活動報告 

- 情報システム(EMIS, JSPEED+, RASECC-GM

等)に登録されたデータの集計等 

- 解決した課題、解決しなかった課題、新

たに発見した課題の報告 

- 連携業務を行ったチームからの活動報告 

- 解決すべき課題とその優先順位 

- 調整相手のコンタクトリスト（支援者、

地元の関係者：医師会、種別協議会） 

 

5.2 行うべき作業と意思決定 

- 活動中のチームの状況モニタリング＋情

報提供等の活動サポート 

- 連携業務を行ったチームからの活動報告

の吸い上げ 

- 活動サマリーの作成 

- 活動後の結果と課題の共有 

- 課題解決のための調整（リソース確保・

広報・連携） 

- 災害対策本部・専門職の職能団体（医師

会・看護協会・薬剤師会等）・民間支援者

との活動サマリーの共有 （情報共有会議） 

- 活動計画の見直し 
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6．派遣調整以外に保健医療福祉調整本部が

行うべき支援業務 

- 本部チームの編成（災害医療コーディネ

ータ＋DMAT ロジチーム等） 

- 物資・人員・輸送手段等の確保 

- 関連する部隊（消防・自衛隊）との調整 

- 患者搬送調整 

- 薬剤師会と薬剤提供体制の調整 

- 対応組織体制の調整（支部の設置等） 

- 関係者との調整 

- 保健医療福祉調整本部でカバーできない

専門性を持つ支援者との連携 

- 時間の経過と共に明らかになる・大きく

なる福祉ニーズの対応のための連携 

- 県や市区町村の担当課との連携（特に福

祉ニーズに関して） 

 

Ｄ．考察 

エキスパートインタビューによって得られ

た、集めるべき情報・情報限と、行うべき

作業と意思決定から、保健医療福祉調整本

部を支援する情報流通機構が持つべき機能

を下記の通り抽出した。 

・各種防災システムと連携した被災者情報

収集機能 

・支援ニーズ収集機能、支援ニーズの緊急

度・重要度評価支援機能 

・各派遣チームの業務量推計支援機能 

・チーム派遣のためのアセット管理・メン

バー管理・マッチング支援・スケジュール

管理機能 

・避難所・福祉避難所・介護保険施設・障

害者施設等の対象と災害ステージに応じた

MDS(Minimum Data Set)の定義 

・クロノロジーの記録・共有機能、派遣チ

ームの報告作成機能、報告からの活動サマ

リー作成支援・共有機能 

 

特記すべき事柄として、保健医療福祉調整

本部の活動内容を記録し分析するための機

能の整備の重要性を挙げる。災害発生時に

は、DMAT,JMAT,DHEAT, DWAT, 災害支援ナー

スなどの多種のチームが保健医療福祉活動

を実施するが、全てのチームが活動の経時

的記録であるクロノロジーの記載を実施し

ているわけではない。クロノロジーの欠損

は、災害時の OODA サイクルを回すために必

要な情報の不足をもたらすだけでなく、長

期的視点で次の災害に備えるためのチーム

作りをするための基礎的情報の不足ももた

らす。大規模な災害が繰り返し起こる我が

国において、支援を行うチームのミクロな

情報を蓄積し分析することは、次に起きる

災害での迅速な初動につながる重要な課題

であると言える。 

今後の課題として、D24H 等の保健医療福祉

情報システムがこれらの機能をどの程度実

装しているかのレビューを行い、今後実装

すべき機能についての検討を行う。 

 

 

Ｅ．結論 

 本研究では、災害時の保健・医療・福祉

及び防災分野の情報集約及び対応体制構築

に資する情報流通機構を構築するに当た

り、保健医療福祉調整本部における派遣調

整の情報マネジメントにおいて、各アクシ

ョンを実施するために必要となる意思決定

とその意思決定を支援するために必要とな

る情報について、調査した。調査によって

得られたデータから、保健医療福祉調整本

部を支援する情報流通機構が持つべき機能

を抽出した。今後は現在開発を進めている

保健医療福祉調整本部支援システムの機能

との比較を行い、クロノロジー支援を含め

た今後開発すべき機能を明らかにする。ま

た、2024 年 1 月に発生した能登半島地震に

おける保健医療福祉調整本部の運営実態と

の比較を行う。 

 

Ｅ．研究発表  

１．論文発表 
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 特になし 
 
２．学会発表 
宮川祥子. (2023)「災害時の保健・医療・福

祉支援の情報課題の整理」, 総合危機管理学

会講演 
 
３．雑誌寄稿 
宮川 祥子. (2023). 情報活用. 公衆衛生, 
87(10), 1042–1048. 
https://doi.org/10.11477/mf.140121015 

 
 
Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）  
分担研究報告書  

 
情報集約及び対応体制等に関する海外の情報収集  

研究分担者    冨尾 淳（国立保健医療科学院健康危機管理研究部 部長 

 

 

研究要旨： 

 災害時の保健医療対応の情報集約に関連した体制・技術について、わが国の体制構築に

資する事項・課題を整理することを目的として、英国の多機関連携の危機管理枠組である

Joint Emergency Service Interoperability Programme (JESIP)の情報マネジメント機能

を担う Multi-Agency Information Cell (MAIC)の機能を調査し、情報集約・意思決定に

必要な体制整備のあり方について検討した。MAIC は地域の危機管理組織（Local 

Resilience Forum）の情報マネジメントを担う部門として、緊急時にアクティベートされ

る。危機対応に関わる多機関からの情報を特定、入手、分析し、共通状況図（Common 

Operating Picture（COP））を作成し、COP を関係者に周知する役割を担う。これによ

り、関係機関が合同で意思決定を行うことが可能になる。MAIC の構築・運用にあたって

は、危機対応計画に MAIC を位置づけるとともに、関係機関で情報マネジメントの方針を

共有し、相互に利用可能な共通の情報プラットフォームを用いることが重要となる。ま

た、分析や COP の作成等を担う専門的人員の確保・養成も求められる。MAIC の機能は、

わが国の保健医療福祉調整本部等の危機対応組織における情報マネジメントと意思決定の

強化に資するものと考えられる。 

 

 

Ａ．研究目的 

 災害時に関係機関が連携し全体として調整

のとれた対応を行う上で、情報収集・分析は

不可欠な要素である。わが国は、これまでの

経験を通じて災害時の保健医療体制を構築し

ており、災害派遣医療チーム（DMAT）をはじ

めとする保健医療活動チームの取り組みは国

際的にも評価が高い。一方で、災害時の保健

医療活動の総合調整を担う本部組織（いわゆ

る Emergency Operations Center（EOC））

や、緊急事態下でマネジマネジメントを行う

ための標準化されたシステム（Incident 

Management System （IMS）など）について

は未だ確立しておらず、体系的な情報集約に

は課題もある。本分担研究では、災害時の保

健医療対応の情報集約に関連した体制・技術

等について、海外の知見を収集し、わが国の

体制構築に資する事項・課題を整理すること

を目的としている。令和 4 年度に英国の

Joint Emergency Service Interoperability 

Programme (JESIP)について調査し、合同意

思決定モデル（Joint Decision 

Model(JDM)）の重要性を指摘したが、令和 5

年度は、JESIP の枠組の中で情報マネジメン

トを担う組織である Multi-Agency 

Information Cell (MAIC)の機能を調査し、

情報マネジメントの実務に必要な体制整備の

あり方について検討した。 

 

Ｂ．研究方法 

 下記の方法により、保健医療福祉調整本

部における情報集約・マネジメントに関する

情報を収集・整理した。 

1. 英国 JESIP 関連文書（Joint Doctrine, 

Multi-Agency Information Cell (MAIC) 
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Guidance, Joint Organisational 

Learning Guidance など）。 

2. 国際標準化機構（International 

Organization for Standardization

（ISO））の規格のうち security and 

resilience に関するもの。 

 

Ｃ．研究結果 

1. 英国 JESIP における Multi-Agency 

Information Cell (MAIC) の概要 

 JESIP が提示する JDM は、以下の一般的な

パターンに沿った継続的なプロセスである。 

• 何が起きているのか（状況

(situation)）を把握 

• 目的および達成すべきことを確定（方向

性（direction）） 

• その上で、何をすべきかを決定（行動

(action)） 

 MAIC は、JESIP に基づいた危機対応におい

て、関係する多機関の情報を特定し、入手

し、分析し、表示し、周知する部門として、

Local Resilience Forum (地域レベルの対策

組織)等の中に設置される。あえて日本語に

した場合「多機関連携情報室」などと表現さ

れると考えらえる。 

１）MAIC の目的 

 MAIC の目的は、多機関が有する情報をマ

ネジメントし、共通状況図（Common 

Operating Picture (COP)）を作成すること

にある。これにより、危機対応において情報

に基づく合同意思決定が可能になる。COP

は、対応を担う担当部門や機関が作成する状

況報告書（SitReps）及び複数のソースから

の情報を評価・融合することによって作成さ

れるインシデントの共通の概要であり、指

揮・統制・調整を担うグループ間で共有さ

れ、合同意思決定を支援する。COP のメリッ

トは、単一組織の見解ではなく、組織横断的

な全体像を構築できることである。 

２）MAIC の情報マネジメント 

 MAIC の情報マネジメントにあたっては、

対応時に複数機関の情報を特定・入手・分

析・表示・周知する機能が必要となる。下記

にプロセスの詳細を示す。 

① 情報の特定（Identify） 

 MAIC では、情報収集等に関する必要事項

に基づいて、COP を作成するために必要な情

報を特定し、下記の項目を含む「情報収集計

画（collection plan）」を策定する。 

• 対応情報の要件 

• 各要件を満たすために、どの組織が情報

を入力(インプット)するか 

• 情報がどのように使用されるかの予測 

• その情報を共有するためのアウトプット

の流れ 

 管轄地域においてリスクが高いハザード等

については、初期収集計画を事前に作成して

おき、有効活用することもある。 

② 情報の入手（Obtain） 

 MAIC は、機密性分類上「Official 

Sensitive」に分類される情報（取扱注意情

報であり、クリアランスまでは必要ないも

の）であっても、情報を入手する手段を有し

ておくこと他求められる。関係者間の情報共

有にあたっては、デフォルトで情報を「共

有」することを原則とするべきであり、デフ

ォルトを「制限」にしないことが重要であ

る。必要に応じて、気象庁、環境庁、警察、

道路、ボランティア、などからの専門的な情

報も収集する。 

③ 情報の分析（Analysis） 

 MAIC には、さまざまなソースから得た情

報を継続的に登録・照合するしくみが求めら

れる。情報の性質や形式によっては、ログの

更新、文書のファイリング、地図へのマーキ

ングなども行われる。単に情報を照合しそれ

を提示することが MAIC の目的ではない。情

報は、共有された状況認識（shared 

situational awareness）を提示するため

に、とりまとめて分析する必要がある。 
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 なお、情報（インフォメーション）は、多

数の情報ソースから集約されたもので、検

証・評価が行われる前の生データのことであ

り、インテリジェンスは、信頼できる情報ソ

ースから集約され、一定の処理と評価が行わ

れた大局的な観点に基づいたデータを指す。

分析を通じて情報はインテリジェンスとな

る。 

 MAIC では、情報を照合した後、以下の条

件を考慮して判断が行われる。 

• 関連性 Relevance：その情報がエンドユ

ーザーのニーズにどれだけ合致している

か？ 

• 正確性 Accuracy：その情報がどれだけ

現実を反映しているか 

• 情報源の信頼性 Source reliability：

その情報源はこれまで良質な情報を提供

してきたか？ 

• 信頼性（信憑性）Credibility：その情

報は他の情報によって裏付けられている

か、矛盾していないか? 

• 適時性 Timeliness： 情報は最新のもの

か？ 

＊情報源の信頼性と信憑性は、情報の提

供者を戦略的／戦術的調整グループに招

き、口頭で確認することでも高めること

ができる。 

 COP には最低限、以下の内容が含まれる 

• 今何が起きていて、それに対して何が行

われているのか？ 

• それは何を意味し、どのような影響をも

たらすのか？ 

• 次に、あるいは将来、何が起こる可能性

があるのか？(可能であれば、これらの

判断には期間を設ける） 

 MAIC では、さまざまな情報源から情報を

集め、それを検討し、上記の箇条書きにまと

めて回答することができるスタッフを配置す

ることが求められる。 

④ 情報の表示（Display） 

 多機関の対応に関連する情報を特定、入

手、分析した後は、その情報を対応組織に周

知する必要がある。情報をどのように表示す

るかは重要な検討事項であり、明確かつ迅速

な情報共有が可能になるよう、COP の分量と

内容に留意する必要がある。情報の表示のさ

れ方によって理解や意思決定が変わることも

あるため、MAIC の担当者は、データの表示

方法とそれに付随する解説について検討する

必要がある。確率の評価を行う必要がある場

合、情報の発信者と受信者が、使用される用

語について共通の理解を得られるようにする

ことが重要であり、Professional Head of 

Intelligence Analysis（PHIA）の

Probability Yardstick（標準的な確率の表

現を示したもの）などを参照することが望ま

しい。 

 情報とインテリジェンスは、地図、写真、

図、グラフなどの図で補足すべきであり、

MAIC の活動は、COP にこれらを掲載するため

のリソースとスキルを検討する必要がある

（グラフや図は誤解されることもあるため説

明をつけることが望ましい）。 

⑤ 情報の周知（Disseminate） 

 意思決定を行う上で、すべての関係者と

COP を共有する必要がある。共通の情報共有

プラットフォームは、共同意思決定を支援す

るために、情報を共同で共有・管理するため

の手段であり、電子システムの活用が有用で

ある。また、データの収集、結合、分析、表

示などを自動化することで、収集したデータ

を利用する人々にとって、より便利で効率的

なものとなる。 

 共通の情報共有プラットフォームの具体的

な形態は、地域の要件や既存の能力を反映す

ることになるが、英国においては、共同作業

を支援するさまざまな機能を備え、広く利用

されている安全なプラットフォームである

ResilienceDirect（下記）の使用が推奨され

ている。ResilienceDirect は、政府からす

べての対応組織に提供されているシステムで
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あり、カテゴリー1 または 2 の対応機関（危

機管理対応が求められる指定された機関であ

り、わが国の指定行政機関や指定公共機関に

類似したもの）のすべてのスタッフはアクセ

ス権を有している。 

 ResilienceDirect は、機密性分類上

「Official Sensitive」に分類されるレベル

の情報を保存・発信する機能を備えているた

め、MAIC の業務では、情報発信や COP の一

環として ResilienceDirect の利用を検討す

るべきである（多くの対応組織が利用可能な

共通の情報共有プラットフォームが別途稼働

している場合はこの限りではない）。特注で

の共通情報共有プラットフォームも有用な場

合があり、COVID-19 対応では多くが開発・

利用された。ただし、開発には時間を要する

ため緊急対応への有用性は限定的と考えられ

る。 

３）MAIC による情報プロダクト 

 MAIC では、情報プロダクトとして COP が

作成される。インシデントの初期段階では、

緊急時の情報提供の共有手法である

M/ETHANE（対応者と対策本部の間でインシデ

ント情報を共有するための共通の報告フレー

ムワーク）や機関レベル、対策室レベルの状

況報告書（SitReps）が COP として代用され

ることもあるが、さらなる情報が利用可能に

なると、様々なグラフィック、地図、文脈情

報などを含んだ共通図が作成可能になる。

COP について決まったフォーマットはなく、

地域の状況等をふまえたものが用いられる

が、操作・ナビゲーションが容易で、プレッ

シャーの中での意思決定に支障のないものと

すること、アクセシビリティの確保などが重

要とされる。MAIC のプロトコルにおいて、

COP のテンプレート/フォーマットが関係機

関にも理解されやすいような形で用意され、

インシデント全体について共通の見通しが立

てられるようにできることが推奨されてい

る。 

４）状況報告書（SitReps） 

SitReps は機関レベルの報告書として作成さ

れるが、一般にインシデントの現状

(Situation)と実施されている対応

(Response)、今後の見通し(Forward Look)に

ついて説明される。簡易的な SitReps のあり

方として、段階ごとに赤（Red）、アンバー

（Amber）、緑（Green）で色分けされた RAG

ステータスが用いられることもあり、下記に

例を示す。 

 ＜赤（Red）＞ 

• 状況：インシデントは戦略的に重要な影

響を及ぼしており、通常の地域経済活動

等にも大きな影響が出ている。 

• 対応：キャパシティや能力の限界に達し

ている、または限界を超えており、さら

にリソースが必要である。 

• 今後の見通し：短中期的には状況は悪化

するか、この水準で推移すると予想され

る。 

 ＜アンバー（Amber）＞ 

• 状況：インシデントは戦略上の懸念事項

に中程度の影響を与えており、通常の地

域経済活動にも影響が出ているが、状況

は効率的にマネジメントされている。 

• 対応：現時点では現状のリソースの範囲

内で、地域の危機管理計画または調整さ

れた是正措置によりマネジメントされて

いる。短中期的には、相互援助が必要に

なるかもしれない。 

• 今後の見通し：多少の混乱は続くもの

の、短中期的にはこれ以上悪化すること

はないと予想される。 

 ＜緑（Green）＞ 

• 状況：インシデントによる戦略的影響は

限定的であるか、全くなく、通常の地域

経済活動はほぼ回復しているか、継続し

ている。 

• 対応：地域内で事前に計画されたリソー

スの範囲内でマネジメントされている。 
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• 今後の見通し：混乱はややあるものの収

束に向かっており、状況は改善されると

予想される。 

 なお、MAIC では、機器対応に関わる様々

な部門・対策室の対応や意思決定の概要につ

いて取りまとめ、把握した上で COP に反映さ

せることが求められる。 

５）MAIC の構築 

 LRF において MAIC を構築する際には、LRF

を構成する機関や、実際に MAIC に人員等の

リソースを提供する関係機関とともに、MAIC

の運用上のプロトコルを検討・策定すること

が推奨される。プロトコルには一般に以下の

ような項目で構成される。 

① 目的（purpose）と範囲(scope） 

 MAIC プロトコルが必要とされる理由や、

LRF の管轄を超えて計画に含まれるもの、含

まれないもの、想定される対象者の概要等を

示す。 

② 目的(aim)と目標(objectives) 

 計画によって何を達成するのか、例えば 

COP の作成や状況認識の共有などについて、

記載する。 

例：本プロトコルの目的（aim）は、MAIC が

複数機関の対応における COP の作成を通し

て、共有される状況認識をどのように作成す

るかを定めることである。 

目標： 

• MAIC がいつ設置され、誰がアクティ

ベートするのかを定める。 

• MAIC のリソースを誰が確保するのか

を定める。 

• COP のテンプレートを提供する。 

③ 関連する計画 

 関連する計画とそれらとの関係性を示す簡

単な図やリストを示す。 

④ トリガーとアクティベーション 

 どのような場合に MAIC が必要となり、ど

のように MAIC がアクティベートされるの

か、そのトリガーとなる条件について記載す

る。 

⑤ 人員確保とオペレーション 

 MAIC では、その業務を担う専従のスタッ

フが配置されることが望ましい（表１）。ま

た、インシデントの規模や期間に応じて配置

されるスタッフの人数やシフトを調整する必

要がある。また、COP の作成・更新の頻度や

内容についての判断が求められるため、関係

機関との交渉が可能な上級の職位にある者が

含まれることが求められる。複数の機関のス

タッフが MAIC に集結する形式、特定の機関

の管轄下で MAIC が設置される形式など、

様々な形式を取りうるが、それぞれにメリッ

ト・デメリットがある。 

表１ MAIC における主な役割とその任務 

MAIC における 

役割 

任務 

MAIC ﾘｰﾄﾞｵﾌｨｻｰ • 多機関対応本部の長と連

携し、MAIC のリソースを

確保する。 

• 多機関対応本部長と連携

し、COP の周知について判

断する。 

• 必要とされる専門家や追

加のリソースを特定する 

• COP の周知前に署名・承認

する。 

• 必要な情報について政府

機関と連携する。 

• 対応に必要な情報につい

て多機関対応本部の責任

者と連携し、COP を周知す

る。 

MAIC COP ｺﾝﾊﾟｲﾗｰ/ 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

• MAIC に提供された情報を

分析する。 

• COP を作成する。 

• COPに提供するための追加

情報を探索する。 

• 対応について、必要に応じ

て政府機関に報告する。 

• 対応に関連する情報収集

計画を策定する。 

MAIC 

ResilienceDirect 

(RD)ｵﾌｨｻｰ  

(あるいは、その他の

• RD 対応ページを設置し管

理する。 

• 関連情報を照合し通知す

る。 
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共通情報共有ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫ

ｰﾑの担当者) 

• イベントのﾀｲﾑﾗｲﾝを管理

し、報告会や照会に向けて

RD の情報を監督する。 

MAIC 

情報ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｵﾌｨｻｰ  

• 対応機関や対策室からの

情報を取得・照合し、COP ｺ

ﾝﾊﾟｲﾗ/ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰに提供す

る。 

• 政府報告書を作成する。 

• 情報収集計画から追加情

報を取得する。 

MAIC ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｵﾌｨｻｰ • 対応に関連する地図を編

集し周知する。 

MAIC ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽｵﾌｨｻｰ • 対応に必要な専門情報を

編集し周知する。 

 

⑥ 訓練・演習・継続的改善 

 MAIC オフィサーに必要なスキルは、MAIC

プロトコルによって決定される。ほとんどの

MAIC の役割には、情報マネジメント・分

析・インテリジェンスのスキルが必要とされ

るため、これらのスキルを持つ担当者を配置

するか、対応スタッフを訓練してスキルの習

得させることが求められる。平時からこれら

のスキルを維持することは困難であるため、

緊急時計画に沿って、MAIC オフィサー等を

訓練し計画を実施することが期待される。訓

練には、e ラーニングや座学研修などがある

が、その上で、MAIC に関する演習を実施す

ることが望ましい。JESIP の原則に影響しう

る教訓や MAIC の実践の改善につながるよう

な教訓は、合同組織学習 (Joint 

Organisational Learning)の題材として活用

できる。 

６）MAIC の運用事例 

 JESIP の関連文書の１つである Multi-

Agency Information Cell(Guidance):Case 

Studies（2022）の中では、Kent and 

Medway、Avon and Somerset、および

Hampshire and Isle of Wight の各地域の

LRF の取り組みが紹介されている。COVID-19

対応と欧州連合（EU）離脱に伴う問題という

２つのミッションについて対処した事例につ

いて、対応組織の概要とともに示されている

が、MAIC の担当者が関係機関や対応部門か

らの情報を収集・照合し COP を作成・更新し

JDM に基づいた意思決定に活用されていた。

LRF ごとに MAIC のアクティベーションの手

順と各任務について計画やハンドブックが作

成されており、急に発生する（rapid 

onset）インシデントや徐々に拡大する

（rising tide）インシデントといったイン

シデントの種類や規模に応じて組織が展開さ

れる構造となっている。MAIC を実施する専

門チームを有する LRF もあり、平時からの訓

練と演習を通じて継続的な専門的能力の養成

が行われている。 

 

２. ISO 国際規格における意思決定の考え方 

 ISO の専門委員会（ISO/TC 292）は、2015

年に設置された委員会であり、社会における

セキュリティとレジリエンスを強化するため

の標準化に取り組んでおり、日本を含む 60

か国以上がメンバーとなっている。20 以上

の国際規格を発行している。そのうち、ISO 

22361：Security and resilience―Crisis 

Management―Guidelines は、組織の危機管

理能力の構築と持続的開発の支援、あらゆる

組織に求められる危機管理の原則と実践につ

いて記載されている。この中で、Strategic 

crisis decision making（危機における戦略

的意思決定）についても触れられている。 

 意思決定は、「複数の選択肢から行動方針

を選択するプロセス」であり、ここでの選択

は、意思決定者の価値観、重み付けに関わる

要因（法的、技術的、オペレーションに関わ

るものなどを含む）、優先順位、個人や集団

の選好などに基づいて行われる。意思決定に

は様々なモデルが提唱されているが、主要な

考慮事項は以下の３つとされる。 

• 状況把握（Situation）：何が起きてい

るのか？何が起きているのか？問題は何

か？リスクは何か？何が起こりうるか？

それに対して何が行われているのか？ 
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• 方向性の検討（Direction）：どのよう

な最終状態が望ましいのか？危機対応の

目的・目標は？どのような包括的な価値

観と優先事項によって対応するのか？ 

• 行動（Action）：何を決定する必要があ

るのか？何をすべきか？いつまでに状況

を解決し、望ましい最終状態を達成する

のか？ 

 その上で、一般的な危機における戦略的意

思決定のプロセスとして、状況把握

(situation)→方向性の検討(direction)→選

択(options)→決定(decision)→行動

(action)→評価・見直し(review)→（次のス

テップの）状況把握・・・と続く循環型のプ

ロセスが示されている。ただし、このプロセ

スは論理的で分かりやすいが、意思決定者が

完全な情報を持っており、選択の結果を完全

に正確に判断でき、完全に合理的に考えてい

ることを前提としているため、危機の現場で

は必ずしも効果的に機能しない可能性がある

ことに留意が必要であるとされている。 

 

Ｄ．考察 

 英国の JESIP が提案する JDM の情報集約の

基盤となる MAIC について概観し、情報集約

に必要とされる体制・機能について整理し

た。MAIC は、多機関が有する情報をマネジ

メントし COP を作成することを目的とする組

織体であり、危機に際して事前に定められた

計画と手順のもとでアクティベートされる。

JDM の基本的な流れである situation-

direction- action のプロセスは、ISO 

22361 の危機における戦略的意思決定のプロ

セスともほぼ同じであり、危機管理領域の標

準的な考え方であるとみなすことができる。

この一連の意思決定のプロセスを実務レベル

で可能にする MAIC の役割は極めて重要であ

り、わが国の危機管理体制を考える上でも大

いに参考になる。なお、JESIP は、警察、消

防、救急医療サービスなど、平時から緊急対

応を担う組織が中心となる多機関連携の枠組

みであり、本研究が対象とする保健医療福祉

の領域とは、各機関の体制や規模などが異な

るが、緊急時の情報マネジメントや意思決定

の考え方は共通しているため、MAIC の機能

は保健医療福祉の領域においても有用である

と考えられる。 

 MAIC における情報マネジメントの基本的

な機能は、情報の特定・入手・分析・表示・

周知とされている。理解しやすくシンプルな

概念だが、危機対応の現場で実際に機能させ

るためには、事前の計画策定や準備、関係機

関全体での情報の取り扱いに関する取り決め

などが必要となる。災害時にわが国の都道府

県に設置される保健医療福祉調整本部におい

ても、広域災害救急医療情報システム

（EMIS）、J-SPEED、D24H などの情報システ

ムが広く導入されるようになり、多様な情報

が活用されつつあるが、本部で活用される情

報一式の整理や共有の範囲などは明確にされ

ていない。意思決定に必要な情報の範囲や入

手・分析の手順、機密性のレベルに応じた情

報の取り扱いのルールの検討など、事前の体

制整備が求められる。 

 情報のマネジメントの各機能に応じた担当

者の確保・育成を行っている点も参考にする

べきだろう。MAIC での役割として、関係機

関からの SitReps などから情報を取得・照合

する情報マネジメントオフィサー、分析と

COP の作成を担うインテリジェンスオフィサ

ーや COP コンパイラーやコーディネーター、

地図による視覚的な情報の表示を担うマッピ

ングオフィサーなど、専門性を有するスタッ

フと求められる任務が整理されている。危機

において、特に混乱する初動期から組織的に

情報マネジメントを行うためには、平時から

担当者を指定し育成しておく必要がある。こ

れらの担当者は必ずしも自治体職員のみで構

成される必要はないが、他の組織や団体から

動員する場合は、緊急時に情報やシステムへ

のアクセス権限を付与する枠組みを事前に決
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めておくなど、迅速な対応が可能になる体制

整備も重要になる。 

 英国では MAIC で活用可能な多機関で共有

可能なプラットフォームとして

ResilienceDirect が開発・運用されている

が、わが国でも SIP4D や D24H などのプラッ

トフォームの整備が進められている。保健医

療福祉調整本部等での危機発生直後からの活

用を見据えて、訓練等を実施し、多くのスタ

ッフが情報システムの操作に慣れておくよ

う、準備しておくことも重要である。 

 

Ｅ．結論 

 災害時等の緊急時の保健医療対応に関する

情報マネジメントと対応体制について、英国

の JESIP の枠組に基づいた MAIC について概

観し、効果的な情報マネジメントと意思決定

を可能にする組織の要素について検討した。

わが国の保健医療福祉調整本部などにおいて

も、関係機関からの情報を集約し COP を取り

まとめ効果的な意思決定に繋げられるよう、

システムの構築と手順書の整備、専門性を有

する人員の確保・養成等が求められる。 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 なし 
２．学会発表  
 なし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）  
分担研究報告書  

 
避難所・在宅者等の情報把握・支援の検討 

 

【研究分担者】 相馬 幸恵（新潟県新発田地域振興局健康福祉環境部） 

奥田 博子（国立保健医療科学院 健康危機管理研究部） 

【研究協力者】  川田 敦子（静岡県健康福祉部感染症対策局新型コロナ対策企画課） 

      草野富美子（広島市東区厚生部長（事）地域支えあい課長） 

佐々木亮平（岩手医科大学教養教育センター人間科学科体育学分野） 

山﨑 初美（神戸市健康局 保健企画担当局長） 

 
研究要旨： 

 本研究の目的は、在宅等避難者の健康課題などの早期把握・支援のための効果的な調査

の実施に向け、在宅被災者支援のための連携支援体制及び、健康に関連するアセスメント

項目の検討を図ることである。研究方法は、過去の文献や、災害支援活動従事経験者の意

見聴取により検討を図った。結果、在宅被災者支援のための連携支援体制では、支援対象

者を優先度により 3 つのカテゴリーに分類し、カテゴリーの対象者毎の支援の開始時期、

必要となる初期情報、情報共有が想定される支援関係者などを整理した。健康に関連する

アセスメント項目の検討では、調査の時期を 3 区分し、世帯及び世帯員の情報項目を整理

した。今後は、本研究で整理した結果の妥当性について、関係者等の意見を聴取し、精錬

させる必要がある。 

 

 

Ａ．研究目的 

災害時、被災地域では多くの住民が避難

所へ避難する。一方で、在宅等に留まる住

民も一定数存在し、その住民の中には、避

難そのものが困難な在宅療養者など、早期

に支援を必要とする災害時要配慮者も多く

含まれている。在宅者等については、先行

研究１）においても、地域関係者や福祉や

NPO 団体など多岐にわたる支援従事者が関わ

り、調査や支援が実施されている現状があ

ったが、効果的な情報収集の方法や、得ら

れた情報の共有について課題があることが

明らかになった。また、その課題を受け、

災害支援経験の豊富な NPO 法人や、DWAT な

ど災害支援団体の調査実態を把握し、協働

に向けた調査方法（時期、項目、情報共有

等）の検討が課題となったところである
２）。 

今年度は、災害時、早期かつ迅速に必要

な情報を把握しアセスメントを行い、在宅

者等に必要な支援が提供されるよう、在宅

被災者の健康支援としての効果的な在宅被

災者調査の実施に向けて、在宅被災者支援

に関わる支援関係者の連携支援体制の検討

と行うとともに、在宅被災者の健康支援の

ための必要なアセスメント項目の検討を行

った。  

 

Ｂ．研究方法 

１．在宅被災者支援のための連携支援体制

の検討 

在宅等避難者となりうる対象者を３つの

カテゴリーに整理し、カテゴリーに分類し

た対象者ごとに情報収集及びアセスメント

を行う体制やその支援について整理した。 
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２．在宅被災者の健康支援のための必要な

アセスメント項目の検討 

今まで保健師が行った調査項目と、福祉

や NPO 団体が行った調査項目を比較し整理

した。また調査時期と優先する項目につい

ても検討した。 

 

Ｃ．研究結果 

１．在宅被災者支援のための連携支援体制

の検討 

1-1)在宅被災者のカテゴリー分類 

支援対象者について、優先順位の高い順

に三つのカテゴリーに区別した。①平時か

ら保健福祉医療サービスを受けている者、

②支援対象者として把握しており、被災に

より保健福祉サービスが必要となる可能性

がある者、③それ以外で被災により心身の

状態が悪化するなどにより新たに支援が必

要になる者とした。それぞれの支援対象者

について「支援者側のリストの保有の有

無」「平時の支援者」「災害時に支援に関

与する者」「支援の開始時期」「最初に必

要となる支援内容」「発災時の関係機関と

の連携による情報収集」及び「行政（自治

体）の対応」について整理した。（表１） 

 以下、支援対象者のカテゴリーごとに説

明する。 

（１）カテゴリー１：平時から保健福祉医

療サービスを受けている者 

ア．このカテゴリーは、具体的には在宅及

び通所介護サービス利用者、在宅医療（訪

問医療・訪問看護・在宅医療機器使用）を

受けている者、サービス利用には至らずと

も利用調整や在宅療養に関する相談を常に

利用している者が該当する。 

イ．日常的に支援に携わる者としては、ケ

アマネ―ジャー、地域包括支援センター、

訪問看護ステーション、介護サービス事業

所等であり、支援者リストを保有してい

る。 

ウ．発災時には、日常的に支援に携わる者

が害発生直後から概ね３日以内には安否確

認や体調及び在宅医療機器等状況の確認、

必要な支援の有無等を行うことが想定され

るが、一方で、自身も被災状況によって

は、安否確認等の活動ができないことも想

定され、自治会長、民生委員や近隣住民等

による対応も必要である。 

エ．自治体としては、情報が不明な者の実

態把握を優先するとともに、支援関係者を

通じて把握した情報を基に、優先的に介入

する必要がある被災者を整理し対応する。 

（２）カテゴリー２：支援対象者として把

握されており、被災により保健福祉サービ

スが必要となる可能性がある者 

ア．このカテゴリーは、介護認定を受けて

いるがサービス利用していない者、市町村

要援護者台帳等に掲載されている者、障害

者手帳保持者のうち被災時に支援が必要と

平時にアセスメントされている者が該当す

る。また独居等の高齢者や妊婦や乳幼児も

含まれる。 

イ．これらの者は、日常的かつ定期的に支

援に携わる者はいないが、台帳等で対象者

を把握・管理しているリストを保有してい

る。 

ウ．発災時には、日常的に支援に携わる者

がいないがリストを保有している行政（保

健福祉担当者、保健師等）、ケアマネージ

ャー、地域包括支援センター等が、安否確

認や支援の必要性等の確認を行うこととな

ると想定される。この他、自治会長や民生

委員などの地区関係者や近隣住民、外部か

らの支援者（DMAT、DWAT、NPO 団体など） 

からの情報も活用することとなる。 

エ．情報把握の時期としては、カテゴリー

２の内、平時に「被災時に支援が必要」と

アセスメントされている者に対しては、カ

テゴリー１と同様に災害発生直後から遅く

とも１週間以内には状況の把握が望ましい

と思われる。 
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オ．自治体としては、カテゴリー１と同

様、台帳等に基づき支援関係者と連携し情

報不明者の実態把握を優先するとともに、

継続支援が必要である被災者を整理し対応

する。また、在宅被災者の状況把握のため

に従来行われていた保健師等による全戸訪

問は、リスト掲載者の未把握者の状況確認

のために行われると想定される。 

（３）カテゴリー３：カテゴリー１及び２

以外で被災により心身の状態が悪化するな

どにより新たな支援が必要となる者 

ア．このカテゴリーは、平時には支援対象

となっていない全ての住民のうち、被災に

よる受傷や生活環境悪化、また医療中断等

により疾病を発症若しくは悪化の恐れがあ

る者が該当する。具体的には、ASD や PTSD

等の精神症状を有する者、生活習慣病等の

慢性疾患を有する者などである。 

イ．基本的にはリストはなく、日常的に支

援に携わる者もいない者である。 

ウ．発災時には、行政や地域住民、外部支

援者等が被災者向けの健康相談窓口及び福

祉や生活の相談の機会、その他の被災者支

援サービスの機会に支援が必要となってい

る者として把握する。例えば DWAT の巡回相

談や NPO 団体や民間ボランティアの介入な

ど様々な 

支援者を通じて把握した情報が活用でき

る。 

エ．そのため、情報把握の時期としては、

基本的には支援の必要性があると把握した

時となる。 

オ．自治体としては、被災者が自ら訴える

ことが基本となるため、できるだけ様々な

相談窓口や相談会等の機会を設け周知し、

庁内部署と連携しながら把握に務める。 

  

1－2）災害発生時から時系列にみた連携

支援体制の検討 

 在宅被災者支援については、発災直後か

らできるだけ迅速に①安否確認を行うとと

もに、②新たな支援の必要性の把握と調整

を行い、その後③生活の困り事の把握やメ

ンタルヘルスケアを行っていくこととなる

が、順番に行うのではなく、時期によりほ

ぼ平行しながら支援を行う必要がある。ま

た、発災時は災害規模や被災状況により限

られた人員での支援体制になるため、カテ

ゴリー毎には支援の開始時期に違いがある

ものの、迅速に進めていく必要がある。カ

テゴリー１については安否確認と同時に新

たな支援の必要性の確認を行うことが望ま

しい。特に継続的に医療や介護サービスを

利用している者や在宅医療機器を利用して

いる者など、ライフラインの断絶により在

宅生活に大きく影響されることが予測され

る場合は、特に発災直後から速やかに３日

以内には安否確認し必要な介入をしていく

必要である。  

 また、発災後 1 週間程度経過すると行政

保健師をはじめ外部支援者の協力が得られ

るようになることも想定し、全てのカテゴ

リーを対象として支援の必要性の把握、メ

ンタルヘルスケアや生活上の困り事の把握

なども行う。 

1－3）在宅被災者支援のための支援者間

の連携上の課題 

（１）発災前（平時）の準備 

 ア．サービス支援者の発災時の具体的な

活動の明確化と共有、及び連携 

平時に在宅医療や介護の支援を行う者と

発災時に関与する者は多く、その内被災後

に可能な者が安否確認を行うことになるた

め、誰がどんな情報を把握したのかを明確

にして共有しておく必要がある。 

イ．支援者間の連携による情報把握 

支援者自身が被災して安否確認が遅れ、

情報把握及び共有ができない可能性もあ

り、支援が継続できるよう別の支援者に引

き継ぐ体制を確立しておく必要がある。 

ウ．自治体における災害時の連携に向けた

関係者間の連絡会議等により、発災時の 
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情報集約担当、情報集約手段（メール、電

話、ＳＮＳ等）、把握する情報項目（共通 

様式等）等の有事の対応について検討を行

う。 

（２）発災後の対応 

 ア．保健医療福祉調整本部における情報

の一元化 

発災後の早急な支援（安否確認）を誰が

対応しているのか、未把握だった場合に次

点で誰が支援に入るのかを関係者が共有し

なくてはならない。そのため、多くの支援

者（保健医療福祉サービス提供者）の調整

窓口を速やかに設置し、支援者各々が把握

した情報を集約、共有する方法を確立し関

係者に周知する。 

イ．保健医療福祉等の活動チームの活動内

容の共有と役割分担  

行政の他、ボランティア団体など福祉系

支援者を含む可能な支援活動内容について

情報共有し、効果的な活用のための役割分

担や周知に務める必要がある。 

 

２．在宅被災者の健康支援のための必要な

アセスメント項目 

 先行研究２）では、保健師が従来実施して

きた調査と支援団体による調査を比較する

と、支援団体による調査の特徴は、住家屋

の情報、経済状況、現状の困り事、避難所

の退所見通しの把握等の生活再掲再建に関

する顕在化するニーズにフォーカスがあて

られており、一方、保健師の調査は、二次

的健康被害の予防のため健康に関する項目

が多くかつ具体化しており、また避難所退

所後の生活のコミュニティ支援にも着目し

ていることが特徴であった。また、調査は

その目的や時期も様々であるため、今回は

その特徴をふまえながら大項目と中項目に

まとめ、また時期により優先する項目も想

定されるためその整理を実施した。（表

２） 

（１）時期と目的の整理 

 調査を実施する時期及び目的を３つに整

理した。①災害直後から３日程度：目的

「被災しによる安否確認、医療・健康支援

のニーズ把握と必要な支援の提供」②災害

発生後４日から２週間程度：目的「被災経

過しての健康支援と生活支援のニーズ把握

と必要な支援の提供」③災害発生後１か月

程度：目的「住まいの変化、時間経過に伴

う健康支援と生活支援ニーズ把握と必要な

支援の提供」 

（２）アセスメント項目の整理 

「調査実施概要」の他、「世帯用」と「世

帯員用」毎にアセスメント項目を整理し

た。 

ア．世帯用 

 世帯用については、その家族（同居人含

む）や家屋状況など全体を把握するものと

する。 

【基本情報】世帯主、世帯人数、対象者世

帯区分【住宅状況】被災状況、家屋の種

類、浸水被害、罹災証明、家屋の被害箇

所、建て替え・補修等、現在の居所【ライ

フライン】電気、ガス、水道、下水道、飲

料水、固定電話、携帯電話【経済状況】生

活費、義援金、その他支援金等【今後の見

通し】当面の居所、今後の居住地希望【困

りごと・不安なこと】自由記載【調査者所

感】自由記載【支援方針】支援要否、支援

項目、内容、連携先 

イ．個別用 

「世帯用」で調査を実施し、支援が必要と

思われる者の使用するものとする。 

【本人情報】基本情報、配慮を要する者の

種別 【健康状況等】現病歴、通院・治療状

況、医療的ケアの有無、服薬状況、自覚症

状（身体面）（精神面）、福祉・介護ニー

ズ、飲酒頻度・量、食事制限【生活状況】

買い物、教育・保育、通勤・通学【社会等

との交流】近所交流、相談相手、自治会な

その役割、サークル等活動【支援状況】情

報入手とその経路、物資（食事等）入手と
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その経路、受援の種類【困りごと・不安な

こと】自由記載【調査者所感】自由記載

【支援方針】支援要否、支援項目、内容、

連携先 

（３）時期による優先項目 

 ①災害直後から３日程度の時期について

は、ライフラインの状況を中心とした被災

状況やその家庭に災害時要配慮者、特に医

療ケアや通院（服薬）が必要な者の有無、

困りごとなど、それに伴い支援の必要の有

無については特に重要である。②災害発生

後４日から２週間程度については、①で優

先する項目に加え、生活状況や相談相手の

有無、情報や物資の支援状況の確認が必要

を思われる。③災害発生後１か月程度につ

いては、①②に加え、精神面の自覚症状や

社会等との交流に関する項目が追加され

る。 

 

Ｄ．考察 

１．在宅被災者支援のための連携支援体制

について 

 在宅被災者の増加、また属性の多様化に

伴い、災害規模や被災状況にはよるもの

の、限られた人員体制による支援が想定さ

れる。在宅被災者は、避難行動要支援者を

はじめとする主に災害時要配慮者が想定さ

れ、迅速に安否確認をはじめ、必要な支援

提供のための情報把握・収集が必要になる

ため、行政だけでは限界があり、地域の支

援者などによる連携支援体制の構築が望ま

れる。本研究では、３つのカテゴリーに整

理したが、カテゴリー１及び２について

は、支援者となりうる者がそれぞれ支援対

象者として把握されている者であり、支援

者間で災害直後からの安否確認や情報収集

及び必要な支援について、平時から連携し

た支援体制を検討していくことが期待でき

るものである。 

特にカテゴリー１については、平時から支

援者から保健福祉医療サービスを受けてい

る者であり、支援者は最もその本人の状況

を理解している。そのため、平時から自 

助・共助による実効性のある個別避難計画

の作成・更新をはじめ、災害時における具

体的な対応についても支援者間で検討して

いくことが望まれる。  

２．在宅被災者の健康支援のための必要な

アセスメント項目 

災害時には様々な活動支援チームが入

り、それぞれの立場の視点で情報把握・支

援を行う傾向がある。住民の負担軽減や効

果的な情報把握を行うためには、支援者間

での調査の実施時期と目的、共通した項目

が必要であると考え、本研究で共通項目を

整理した。このたびの能登半島地震対応を

振り返ると、医療・保健・福祉・生活に係

る必要なニーズを把握する時期は、被災状

況や災害規模等により避難生活にも大きく

影響したため、災害直後からフェーズ毎の

流れが長期化し異なっていた。そのため、

一概に災害後の日数の想定は難しく、どの

ようなニーズが必要とされる時期なのか検

討する必要がある。そのため、調査を実施

していく上では、時期と目的及び項目につ

いては、支援者間で検討・共有した上で、

実施していく必要がある。 

また、災害時は限られた人員による情報

収集であること、また健康レベルを低下さ

せない避難生活のために必要な支援は、災

害直後からできるだけ迅速に求められるた

め、項目の優先順位の考慮も必要と思われ

る。一方で、災害時ニーズは直後から医

療、保健、福祉、生活に係るニーズがだん

だん大きくなってくると言われているが、

表出されるニーズは順序よく表出されない

現状もある。本研究では、一般的なフェー

ズに基づく必要と思われる情報項目として

優先順位をつけたところであるが、今後引

き続き整理が必要である。 

 

Ｅ．結論 
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在宅被災者に対して迅速に支援を行って

いくためには、対象者を整理し、対象者ご

とに情報収集及びアセスメント、その支援

について整理したことは、平時及び災害時

における連携支援体制を検討していく上で

は有効であったと考える。今後はさらに実

効性のある連携支援体制構築に向け、課題

の整理と検討を行っていく必要がある。 

また、アセスメント項目については、ひ

とつの例示とし、災害時には支援者間で、

時期や目的に応じた必要な項目を検討しな

がら使用していくイメージで示した。今後

は、様々な支援関係者からの意見をいただ

き、調査票の使い方なども含め更なる検討

が必要である。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 
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概要版 

在宅被災者支援のための連携支援体制について（0305現在） 

 

在宅等避難者は、避難行動要支援者をはじめとする主に災害時要配慮者が想定され

る。そのため、在宅等避難者に対しては、日頃から行政（保健師）だけでなく、障害

者福祉や介護保険等のサービス事業者や地域住民（自治会等）、医療機関や医療機器

業者などの民間事業者など、多くの支援関係者が関わっている。  

在宅等避難者に対して迅速に支援を行っていくためには、在宅等避難者となりうる

対象者を整理し、対象者ごとに情報収集及びアセスメントを行う体制やその支援につ

いて整理することが有効であると考えた。 

そのため、災害フェーズや支援対象者の状況別に支援内容を次のように整理した。 

 

（１）支援対象者については、優先順位の高い順に三つのカテゴリーに区別した。 

①平時から保健福祉医療サービスを受けている者 

②支援対象者として把握しており、被災により保健福祉サービスが必要となる 

可能性がある者 

③それ以外で被災により心身の状態が悪化するなどにより新たに支援が必要に 

なる者 

（２）それぞれの支援対象者について「支援者側のリストの保有の有無」「平時の支援 

者」「災害時に支援に関与する者」「支援の開始時期」「最初に必要となる支援内 

容」についてまとめた。（別表） 

（３）カテゴリー別に行政（自治体）の対応について明確化した。 

（４）支援者間の連携上の課題を整理した。 

 

１ 支援対象者の状況と自治体の対応 

（１）カテゴリー１：平時から保健福祉医療サービスを受けている者 

〇 在宅及び通所介護サービス利用者、在宅医療（訪問医療・訪問看護・在宅医療機 

器使用）を受けている者、サービス利用には至らずとも利用調整や在宅療養に関 

する相談を常に利用している者が該当する。 

〇 これらの者は、サービス提供者が支援者リストを保有し、日常的に支援に携わ 

っており、災害発生直後から概ね３日以内には安否確認や体調及び在宅医療機器 

等状況の確認、必要な支援の有無等を行うことが想定される。 

〇 一方で、サービス提供者自身も被災状況によっては、安否確認等の活動ができ 

ないことも想定され、自治会長、民生委員や近隣住民等による対応も必要である。

〇 自治体としては、情報が不明な者の実態把握を優先するとともに、支援関係者を  
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通じて把握した情報を基に、優先的に介入する必要がある被災者を整理し対応す

る。 

 

（２）カテゴリー２：支援対象者として把握されており、被災により保健福祉サービ

スが必要となる可能性がある者 

 〇 介護認定を受けているがサービス利用していない者、市町村要援護者台帳等に 

  掲載されている者、障害者手帳保持者のうち被災時に支援が必要と平時にアセス 

  メントされている者が該当する。また独居等の高齢者や妊婦や乳幼児も含まれる。 

 〇 これらの者は、日常的かつ定期的に支援が入っていないため、台帳等で対象者 

を把握・管理している支援関係者（行政（保健福祉担当者、保健師等）、地域包括 

支援センター等）が、災害時に安否確認や支援の必要性等の確認を行うこととな 

る。 

〇 このほか、自治会長や民生委員などの地区関係者や近隣住民、外部からの支援 

者（DMAT、DWAT、NPO団体など）からの情報も活用する。 

〇 在宅被災者の状況把握のために従来行われていた保健師等による全戸訪問は、 

リスト掲載者の未把握者の状況確認のために行われると想定される。 

 〇 情報把握の時期としては、カテゴリー２の内、平時に「被災時に支援が必要」と 

アセスメントされている者に対しては、カテゴリー１と同様に災害発生直後から 

遅くとも１週間以内には状況の把握が望ましい。 

 〇 自治体としては、カテゴリー１と同様、台帳等に基づき支援関係者と連携し情 

報不明者の実態把握を優先するとともに、継続支援が必要である被災者を整理し 

対応する。 

 

（３）カテゴリー３：カテゴリー１及び２以外で被災により心身の状態が悪化するな

どにより新たな支援が必要となる者 

〇 平時には支援対象となっていない全ての住民のうち、被災による受傷や生活環 

境悪化（医療中断を含む）により疾病を発症若しくは悪化の恐れがある者が該当 

する。 

 〇 基本的にはリストはなく、被災者向けの健康相談窓口及び福祉や生活の相談の 

機会、そのほかの被災者支援サービスの機会に支援が必要となっている者を把握 

する。例えば DWATの巡回相談や NPO団体や民間ボランティアの介入など様々な 

支援者を通じて把握した情報が活用できる。 

 〇 情報把握の時期としては、基本的には支援の必要性の把握時となる。 

〇 自治体としては、被災者が自ら訴えることが基本となるため、できるだけ相談 

等の機会を設け周知し、把握に務める。 
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２ 災害発生から時系列にみた支援体制 

 支援が必要な者については、発災直後からできるだけ速やかに安否確認を行うとと

もに、支援の必要性の把握と調整を行う。特に継続的に医療や介護サービスを利用し、

在宅医療機器を利用しているなどライフラインの断絶により在宅生活に大きく影響

される場合は、発災害当日から３日以内には安否確認し必要な介入が必要である。  

 また、カテゴリー１については安否確認と同時に新たな支援の必要性の確認を行う

ことが望ましい。 

 発災後 1 週間程度経過すると行政保健師をはじめ外部支援者の協力が得られるよ

うになることも想定し、全てのカテゴリーを対象として支援の必要性の把握、メンタ

ルヘルスケアや生活上の困り事の把握なども行う。 

  

３ 支援者間の連携上の課題 

（１）発災前（平時）の準備 

 ア サービス支援者の発災時の具体的な活動の明確化と共有、及び連携 

平時に在宅医療や介護の支援を行う者と発災時に関与する者は多く、その内被災 

後に可能な者が安否確認を行うことになるため、誰がどんな情報を把握したのかを 

明確にして共有しておく必要がある。 

イ 支援者間の連携による情報把握 

被災して支援者が安否確認が遅れ、情報把握及び共有ができない可能性もあり、 

支援が継続できるよう別の支援者に引き継ぐ体制を確立しておく必要がある。 

ウ 自治体における災害時の連携に向けた関係者間の連絡会議等により、発災時の 

情報集約担当、情報集約手段（メール、電話、ＳＮＳ等）、把握する情報項目（共通 

様式等）等の有事の対応について検討を行う。 

 

（２）発災後の対応 

 ア 保健医療福祉調整本部における情報の一元化 

発災後の早急な支援（安否確認）を誰が対応しているのか、未把握だった場合 

に次点で誰が支援に入るのかを関係者が共有しなくてはならない。そのため、多 

くの支援者（保健医療福祉サービス提供者）の調整窓口を速やかに設置し、支援 

者各々が把握した情報を集約、共有する方法を確立し関係者に周知する。 

 イ 保健医療福祉等の活動チームの活動内容の共有と役割分担  

行政のほかボランティア団体など福祉系支援者を含む可能な支援活動内容につ 

いて情報共有し、効果的な活用のための役割分担や周知に務める必要がある。 
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機

器
等

の
状

況
等

②
新

た
な

支
援

の
必

要
性

の
把

握
と

調
整

①
安
否
確

認
・
健
康
状

態
の
把

握
②
支
援
の

必
要
性

の
把
握

と
調
整

①
必

要
な

支
援

内
容

の
確

認
と

調
整

別
紙
１

発
災

時
の
関

係
機
関

と
の
連

携
に

よ
る

情
報

収
集

①
平

時
か

ら
の

保
健

福
祉

医
療

サ
ー

ビ
ス

提
供

者
・

安
否

確
認

・
避

難
に

あ
た

り
不

足
し

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
の

把
握

②
近

隣
者

ま
た

は
避

難
先

の
周

囲
者

か
ら

の
相

談
③

要
援

護
者

台
帳

を
活

用
し

た
安

否
確

認
及

び
支
援
の

有
無
に

係
る

実
態

把
握

①
本
人
家

族
及
び

近
隣
者

ま
た
は

避
難
先

か
ら
の
相
談

②
要
援
護

者
台
帳

を
活
用

し
た
安

否
確
認

及
び
支
援
の

有
無

に
係
る

実
態
把

握

①
本

人
家

族
、

近
隣

者
、

避
難

先
（

支
援

関
係

者
等

）
か

ら
の

相
談

自
治

体
の
対

応
●

集
約

さ
れ

た
情

報
を

も
と

に
、

優
先

的
に

介
入
す
る

必
要
が

あ
る

被
災

者
を

整
理

し
、

対
応

す
る

。
●

情
報

未
把

握
者

の
実

態
把

握

●
相
談
対

応
●
情
報
未

把
握
者

の
実
態

把
握
（

要
援
護

者
台
帳
の
活

用
）

●
継
続
支

援
が
必

要
な
被

災
者
へ

関
係
者

と
連
携
し
て

対
応

●
相

談
窓

口
の

周
知

●
相

談
対

応

～
関

係
機

関
と

連
携

し
な

が
ら

継
続

支
援

～
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カ
テ
ゴ
リ

ー
１

在
宅

被
災

者
支
援

の
た
め
の

連
携
支

援
体
制
（

時
系

列
）

カ テ ゴ リ ー ２

平
時
に

「
被

災
時

に
支
援

が
必

要
」

と
ア
セ

ス
メ

ン
ト

さ
れ
て

い
る

者

支
援
の

必
要

と
な

る
可
能

性
が

あ
る

者

カ
テ
ゴ
リ

ー
３

発
災

直
後

発
災
後

３
DA
Y

発
災
後

１
We
ek

発
災
後

１
M
o
nt
h

①
安
否
確
認

②
新
た
な
支
援
の
必
要
性
の
把
握
と
調
整

③
生
活
の
困
り
事
の
把
握
・

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア

①
安
否
確
認

②
支
援
の
必
要
性
の
把
握
・調

整

①
支
援
の
必
要
性
の
把
握
・調

整

③
生
活
の
困
り
事
の
把
握
・

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア

②
生
活
の
困
り
事
の
把
握
・

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア

①
必
要
な
支
援
の
確
認
・調

整

別
紙
２
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【
平
時
】

発
災
前

の
準
備

●
【
カ
テ
ゴ
リ
ー
１
・
２
】
発
災
時
の
情
報
の
集
約
窓
口
の
事
前
周
知
、
情
報
集
約
手
段
（
メ
ー
ル
、

fa
x、

電
話
等
）
、
集
約
内
容
項
目
の
基
準
作
成

（
様
式
作
成
）
及
び
発
災
前
の
支
援
者
間
情
報
共
有
、
発
災
後
の
支
援
者
と
の
情
報
共
有
手
段
及
び
情
報
共
有
内
容
（
情
報
の
流
れ
含
む
）
の
決
定

⇒
災
害
時
す
ぐ
に
情
報
が
入
手
で
き
な
い
際
の
情
報
収
集
手
段
の
検
討
（
自
治
体
職
員
か
医
療
職
又
は
生
活
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
よ
い
の
か
ど
う

か
）

●
受
援
計
画
の
策
定
の
た
め
、
災
害
発
生
時
に
想
定
さ
れ
る
保
健
福
祉
医
療
ニ
ー
ズ
と
受
援
計
画
を
検
討
し
て
お
く
必
要
性
が
あ
る

●
【
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
】
災
害
時
の
連
携
に
向
け
た
関
係
者
間
の
連
絡
会
議
等
を
開
催
し
、
有
事
の
対
応
に
つ
い
て
具
体
的
な
方
法
等
に
つ
い
て
の
検

討
及
び
情
報
共
有
を
行
っ
て
お
く

発
災
以
降

の
対
応

●
保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
支
援
者
の
調
整
窓
口
の
設
置
・
周
知

●
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
福
祉
系
支
援
者
を
含
む
支
援
可
能
な
活
動
内
容
及
び
や
知
り
え
た
情
報
の
共
有
方
法
の
周
知
（
情
報
の
一
元
化
）

●
被
災
地
の
保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
被
災
状
況
＋
活
動
可
能
事
業
（
内
容
）
の
情
報
収
集
、
ま
と
め
、
役
割
分
担

●
残
存
す
る
地
域
の
共
助
可
能
な
内
容
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
・
活
用
お
よ
び
提
案

●
支
援
者
の
役
割
分
担
及
び
見
え
る
化
し
周
知
（
支
援
者
間
・
被
災
者
連
携
に
よ
る
支
援
を
要
す
る
住
民
）

●
【
カ
テ
ゴ
リ
ー
１
・
２
】
未
把
握
者
の
実
態
把
握
・
緊
急
対
応

⇒
誰
が
対
応
す
る
か
（
被
災
地
職
員
、
応
援
職
員
、
生
活
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
）

対
応
後
の
情
報
共
有
方
法
に
つ
い
て
の
周
知

●
新
た
に
必
要
と
す
る
支
援
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
検
討
及
び
提
供

在
宅
被

災
者

支
援
の
た

め
の

支
援

者
の
連
携

上
の

課
題

別
紙
３
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災
害

直
後

～
３

日
程

度
災

害
発

生
後

４
日

～
２

週
間

程
度

災
害

発
生

後
１

か
月

程
度

・
被

災
に

よ
る
安
否
確
認
、

医
療
・
健
康
支
援
の
ニ
ー
ズ

把
握

と
必

要
な

支
援

の
提

供

・
被

災
経

過
し

て
の
健
康
支

援
と
生
活
支
援
の
ニ
ー
ズ

把
握

と
必

要
な

支
援

の
提

供

・
住
ま
い
の
変
化
、
時
間
経

過
に
伴
う
健
康
支
援
と
生
活

支
援
ニ
ー
ズ

把
握

と
必

要
な

支
援

の
提

供

大
項

目
中

項
目

選
択

肢
記

入
者

名
氏

名
・

所
属

◎
◎

◎
被

調
査

者
氏

名
・

続
柄

（
世

帯
主

を
本

人
と

す
る

）
◎

◎
◎

記
入

日
時

日
時

◎
◎

◎
調

査
場

所
自

宅
・

避
難

所
・

仮
設

住
宅

・
公

営
住

宅
・

そ
の

他
（

）
◎

◎
◎

連
絡

先
電

話
家

電
・

携
帯

（
誰

の
）

◎
◎

◎

【
世
帯
用
】

世
帯

主
氏

名
・

生
年

月
日

・
職

業
◎

◎
◎

基
本

情
報

世
帯

人
数

　
　

　
人

対
象

者
  世

帯
区

分
乳

幼
児

・
児

童
/妊

産
婦

/成
人

/高
齢

者
/寝

た
き

り
/難

病
/そ

の
他

/
◎

◎
◎

被
災

状
況

全
壊

/大
規

模
半

壊
/半

壊
/一

部
損

壊
/全

焼
/半

焼
/ほ

ぼ
被

害
な

し
◎

◎
◎

家
屋

の
種

類
持

ち
家

/賃
貸

（
住

宅
ロ

ー
ン

有
無

）
〇

浸
水

被
害

な
し

/床
上

浸
水

/床
下

浸
水

〇
罹

災
証

明
取

得
済

/申
請

中
/申

請
予

定
/し

な
い

〇
家

屋
の

被
害

箇
所

土
台

/基
礎

/梁
/柱

/屋
根

/外
壁

/内
装

/設
備

　
等

〇
建

て
替

え
・

補
修

等
着

手
/希

望
あ

る
が

課
題

あ
り

/し
な

い
〇

現
在

の
居

所
自

宅
/避

難
所

/車
中

泊
/親

せ
き

宅
/そ

の
他

（
）

◎
◎

◎
電

気
開

通
/不

通
/開

通
予

定
（

　
　

）
◎

ガ
ス

開
通

/不
通

/開
通

予
定

（
　

　
）

◎
水

道
開

通
/不

通
/開

通
予

定
（

　
　

）
◎

下
水

道
開

通
/不

通
/開

通
予

定
（

　
　

）
飲

料
水

充
足

/不
足

/充
足

予
定

（
　

　
）

固
定

電
話

開
通

/不
通

/開
通

予
定

（
　

　
）

携
帯

電
話

開
通

/不
通

/開
通

予
定

（
　

　
）

◎
生

活
費

就
労

/年
金

/生
活

保
護

/仕
送

り
等

/預
貯

金
/そ

の
他

（
休

職
中

な
ど

）
〇

〇
義

援
金

申
請

済
/未

申
請

/理
由

〇
そ

の
他

支
援

金
等

申
請

済
/未

申
請

/理
由

〇
当

面
の

居
所

自
宅

/自
宅

以
外

（
居

所
先

）
〇

今
後

の
居

住
地

希
望

災
害

前
と

同
地

区
/同

じ
町

内
で

別
地

区
/町

外
出

た
い

・
予

定
〇

困
り

事
・

不
安

（
医

療
介

護
・

健
康

・
生

活
・

経
済

面
等

）
◎

◎
◎

調
査

者
所

感
所

感
◎

◎
◎

支
援

要
否

情
報

提
供

/要
支

援
（

　
　

　
　

 
 ）

/支
援

否
◎

◎
◎

支
援

項
目

医
療

支
援

/介
護

/こ
こ

ろ
/育

児
/栄

養
/口

腔
ケ

ア
/そ

の
他

◎
◎

◎
内

容
自

由
記

載
◎

◎
◎

連
携

先
◎

◎
◎

支
援

方
針

経
済

状
況

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

在
宅

等
避

難
者

に
対

す
る

健
康

調
査

の
概

要
・

項
目

案

実
施

時
期

目
的

調
査

実
施

概
要

住
宅

状
況

今
後

の
見

通
し
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基
本

情
報

氏
名

・
生

年
月

日
・

続
柄

（
世

帯
主

が
本

人
）

職
業

：
有

（
）

・
無

◎
◎

◎

配
慮

を
要

す
る

者
高

齢
者

（
う

ち
75

歳
以

上
）

/要
介

護
認

定
者

/妊
産

/じ
ょ

く
婦

/乳
児

/幼
児

・
児

童
（

う
ち

障
害

児
・

医
療

的
ケ

ア
児

）
/障

害
者

（
身

体
・

知
的

・
精

神
）

/
難

病
患

者
/在

宅
酸

素
療

法
・

呼
吸

器
療

法
/透

析
/ア

レ
ル

ギ
ー

疾
患

/そ
の

他
/

◎
◎

◎

（
再

掲
）

手
帳

情
報

等
介

護
保

険
（

介
護

度
）

/身
体

障
害

者
手

帳
（

級
）

/障
害

者
手

帳
（

級
）

/精
神

保
健

福
祉

手
帳

/療
育

手
帳

（
級

）
/独

居
/高

齢
者

世
帯

/
◎

◎
◎

健
康

状
況

等
現

病
歴

な
し

有
：

高
血

圧
/高

脂
血

症
/糖

尿
病

/心
疾

患
/腎

疾
患

/肝
疾

患
/精

神
疾

患
/難

病
/

ア
レ

ル
ギ

ー
/そ

の
他

◎
◎

◎

通
院

・
治

療
状

況
な

し
/通

院
困

難
/通

院
中

/治
療

中
断

/主
治

医
◎

◎
◎

医
療

的
ケ

ア
人

工
呼

吸
器

/在
宅

酸
素

療
法

/人
工

透
析

/そ
の

他
（

）
◎

服
薬

状
況

な
し

/服
薬

中
/服

薬
中

断
/内

服
薬

名
◎

◎
◎

自
覚

症
状

（
身

体
面

）
発

熱
/咳

/下
痢

/頭
痛

/倦
怠

感
/不

眠
/食

欲
不

振
/便

秘
/ 吐

き
気

/め
ま

い
/動

悸
息

切
れ

/下
痢

/体
重

低
下

/外
傷

/そ
の

他
◎

◎
◎

自
覚

症
状

（
精

神
面

）
不

安
/イ

ラ
イ

ラ
/ 不

眠
/食

欲
不

振
/神

経
過

敏
/無

為
/虚

脱
感

/落
ち

着
か

な
い

/絶
望

的
〇

福
祉

ニ
ー

ズ
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
/障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
/そ

の
他

飲
酒

頻
度

・
量

飲
ま

な
い

/時
々

/毎
日

（
朝

・
昼

・
夜

）
/量

◎
◎

食
事

制
限

な
し

/あ
り

（
具

体
的

内
容

）
◎

◎
◎

買
い

物
困

難
な

し
/あ

り
/移

動
手

段
/理

由
〇

〇
教

育
・

保
育

困
難

な
し

（
手

段
）

/あ
り

/理
由

〇
〇

通
勤

・
通

学
困

難
な

し
（

手
段

）
/あ

り
/理

由
〇

〇
近

所
交

流
あ

り
（

挨
拶

程
度

・
会

話
・

用
事

頼
む

）
/な

し
/（

誰
か

）
〇

相
談

相
手

あ
り

（
誰

か
）

/な
し

〇
〇

自
治

会
等

の
役

割
あ

り
/な

し
/（

具
体

的
内

容
）

〇
サ

ー
ク

ル
等

活
動

参
加

/参
加

希
望

な
し

〇
情

報
入

手
十

分
/不

十
分

/な
し

〇
〇

・
入

手
経

路
行

政
・

HP
/そ

の
他

サ
イ

ト
/避

難
所

掲
示

板
/電

話
/テ

レ
ビ

/行
政

配
布

物
/

な
ど

〇
〇

物
資

(食
事

等
）

入
手

十
分

/不
十

分
/な

し
〇

〇
・

入
手

経
路

避
難

所
/そ

の
他

/
〇

〇

受
援

の
種

類
片

付
け

（
泥

か
き

/荷
物

運
び

/そ
の

他
）

生
活

支
援

/各
種

相
談

/マ
ッ

サ
ー

ジ
/

そ
の

他
〇

〇

困
り

ご
と

・
不

安
（

医
療

介
護

・
健

康
・

生
活

・
経

済
面

等
）

◎
◎

◎
調

査
者

所
感

所
感

◎
◎

◎
支

援
要

否
情

報
提

供
/要

支
援

（
　

　
　

　
 

 ）
/支

援
否

◎
◎

◎
支

援
項

目
医

療
支

援
/介

護
/こ

こ
ろ

/育
児

/栄
養

/口
腔

ケ
ア

/そ
の

他
◎

◎
◎

内
容

自
由

記
載

◎
◎

◎
連

携
先

◎
◎

◎

社
会

等
と

の
交

流

支
援

状
況

支
援

方
針

【
世
帯
員
用
】

本
人

情
報

生
活

状
況

- 71 -



   

厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

災害ケースマネジメント等の検討 
 

研究分担者  菅 磨志保 （関西大学 社会安全学部 准教授） 

研究協力者  田村 太郎 （(一財)ダイバーシティ研究所 代表理事） 

研究協力者  中村 満寿央（(一財)ダイバーシティ研究所 理事） 

研究協力者  坪井 塑太郎（帝京大学 経済学部 教授） 

研究協力者  山本 千恵 （兵庫県行政書士会 行政書士） 

研究協力者  静間 健人 （東日本大震災・原子力災害伝承館 研究員） 

 

研究要旨  

「災害ケースマネジメント(DCM)」を実施するためには､①全ての被災者の情報を把握し､

②その支援需要を適切に評価(アセスメント)し､③必要な人を具体的な支援につなぐ体制

を作る必要がある。本研究班ではこれらの課題に対応した 3 つの調査を行った｡地震被災

自治体の調査では､被災者情報の収集･活用､支援体制を明らかにし､支援施策の展開を可

視化､地震災害への対応の特徴と課題を整理した[1]。アセスメント調査手法の検討では､

生活再建を阻害･促進する要因を抽出すると共にその発現率を分析し､重視すべき調査項

目を検討した[2]。官民･多職種の連携による DCM 事例調査では､重複被災自治体を対象

に､質問紙調査と聴取調査を実施､復興過程で発現する心身の健康､防災･減災リスクを地

理空間分析も導入して可視化し､地域支援拠点を核とする支援体制の有効性を示した[3]。  
 

Ａ．研究目的 

2023 年 5 月の防災基本計画修正では、

「保健医療調整本部」の名称に「福祉」が加

えられ、さらに地方公共団体に対して、平常

時から「災害ケースマネジメント（以下、

DCM）」などの被災者支援の仕組みを、地

域の実情に応じて整備するよう努めることが

記された。 
DCM は、現行の被災者支援制度の限界(罹

災証明主義、申請主義など)を乗り越える方

策として、近年、被災自治体に採用されてき

た。その特徴は、①被災世帯の多様な支援需

要を、被災者からの申請だけでなくアウトリ

ーチで把握し、②災害法制だけでなく社会保

障制度なども利用しながら、③行政だけなく

民間の多様な主体も参加して、継続的に支援

を届ける点にあるとされている（津久井

2020、内閣府 2022）。 

しかし、被災自治体が、DCM を行うため

には、支援対象となる被災者が「どこに」

「どんな状態で」いるのかが把握されている

必要がある。これらの被災者情報が無ければ、

被災者支援に必要な資源の種類と総量を見積

ることができず、適切な支援計画が立てられ

ないからである。また、官民･多職種が連携

した支援活動を行うためには、関係組織間で

支援対象者の情報を共有しておく必要もある。 
2022 年度以降、内閣府は DCM の取組み事

例や手引書を公開し、その実施を推進してき

た。しかし、実施に係る予算は講じられてお

らず（注 1）、被災者を把握し支援需要を適

切に評価する調査（以下、アセスメント調査）

の手法も確立していない。従って、被災自治

                             
1令和 6 年度内閣府（防災担当）予算案に記載され

ている DCM に関する事業内容は、官民連携に関す

る研修、プラットフォーム構築の促進など事前準備

となっている。 
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体は、被災者の支援需要の把握に必要な調査

の予算・人材・ノウハウを確保し難い状況に

置かれている［課題①］。 
また、被災自治体において、発災からの時

間的経過の中で、支援が必要な被災者の情報

を、どの部署がどのように把握し、それらを

どう活用しているのか、その実務体制も定ま

っていない［課題②］。 
さらに、被災者の情報（支援需要）が把握

できたとしても、支援者間で被災者情報を共

有して活動するためには、個人情報保護など

様々な制約が存在している［課題③］。 
こうした課題状況を踏まえ、2022 年度の

調査では、災害を経験した自治体が、被災者

支援に必要な情報を、どのような体制で収

集・活用し、それらの情報を、生活再建期の

支援体制にどう接続して来たのか、一連の実

態を把握し、現行体制の課題を明らかにする

ための調査を、近年水害を経験した被災自治

体を対象に実施した［調査 1：課題②への対

応］。併せて、効果的な DCM を可能にする

アセスメント調査の手法を検討し、簡易に支

援需要を判定できるアセスメント･システム

（DCM 支援システム）を試作し、その妥当

性の検証を試みた［調査 2：課題①への対

応］。さらに、DCM の実施を可能にする多

職種連携・官民連携に基づく支援体制を構築

する際の課題を検討するために、専門士業及

び士業連絡会の災害対応事例の調査を実施し

た［調査 3：課題③への対応］。 
2023 年度調査では、これら 2022 年度調査

で得られた知見を踏まえて、引続き上述の 3
つの課題を検討する調査を実施する。 
まず、2022 年度に水害被災自治体を対象

に行った調査１を、地震災害の被災自治体を

対象に実施する。水害との違いにも注目しな

がら、被災者支援に必要な情報の把握体制と

活用実態、現行体制の課題を明らかにする

［調査 1：課題②への対応］。 
次に、調査２として、支援需要評価（アセ

スメント）の精度を向上させるために、

2022 年度の調査２で作成したデータセット

に基づく分析を進める。具体的には、アセス

メント調査の妥当性の検証（Ｅ.研究発表を

参照）、生活再建を阻害･促進する要因を抽

出･検討し､生活再建移行期に行うアセスメ

ント調査において重視すべき調査項目と配点

の重み付けを検討する［調査 2：課題①への

対応］。 
最後に、調査３として、多職種連携・官民

連携により DCM を実施した事例を取り上げ、

地理空間分析（GIS）を導入し、支援対象世

帯の被災から復旧に至る経緯・実態を明らか

にすると共に、聴取調査を通じて支援体制の

構築過程を把握、官民・多職種の役割分担・

連携の実態を明らかにする［調査 3：課題③

への対応］。また、多職種連携・官民連携を

促進するために、アウトリーチ活動や相談支

援業務の情報資源となる被災者支援関係法令

について、支援主体別・フェーズ別に活用場

面を想定した整理を行う（別添資料を参照）。 
 

Ｂ．研究方法 
上述の３つの課題を検討するために行った

３つの調査について、以下に、それぞれの対

象（地域・事例の選定）と方法を記す。 
 
１．被災自治体調査――2016・2018年地震

災害における被災者情報の収集･分析･

活用および対応体制の把握 ［調査１］ 
調査１では、2022 年度の水害被災自治体

と同じ方法で、近年の地震災害（2016 年熊

本地震､2018 年大阪府北部地震､北海道胆振

東部地震）を経験した３つの広域自治体（熊

本県､北海道､大阪府）と３つの基礎自治体

（益城町､厚真町､茨木市）を対象地域に選

定し、当該自治体の防災担当部局・保健福祉

部局・社会福祉協議会など、被災者支援に関

わった組織・部署に対して､どの部署がどん

な体制で、被災者支援に必要な情報を収集・

活用していたのか、文献調査と聴取調査を行

い、調査項目の自治体間比較一覧表、被災者
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支援情報の把握・活用体制の展開を可視化し

た図等を作成した。調査１の概要は表 1.1 の

通り。 

表 1.1調査の概要 
災害名 自治体名 調査日 調査方法 

2016 年 

熊本地震 

熊本県 
2023 年 2 月 6 日 

(2022 年度調査) 

文献、聴取 

（Online） 

益城町 2023 年 9 月 12 日 文献、聴取 

2028 年 

北海道胆振
東部地震 

北海道 2024 年 2 月 文献 

厚真町 2023 年 12月 21 日 
文献、聴取 

2018 年 

大阪府北部 

地震 

大阪府 2024 年 2 月 文献 

茨木市 2024 年 3 月 
文献､質問紙
送付･回答 

（作成）中村 
［調査内容］ 

2022 年度と同様に、発災直後から生活再

建期に移行するまでの 1～2 ヵ月（生活再建

への移行期）と、生活再建支援の体制に移行

した後の時期に分けた上で、①自治体におけ

る災害他時の対応状況、②生活再建支援移行

期における保健や福祉機関などでの被災者調

査の方法や実績について把握し、③現行体制

で得られている被災者の調査情報内容を明ら

かにした。主な調査内容を表 1.2 に記す。 

表 1.2 調査内容 
時期 質問紙の主な項目 

 
(1) 発災 

～1-2 ヵ月 
(生活再建 

開始期) 
 

被災者情報の収集を行った部局､機関･組織
と把握した主な情報内容 

被災者実態把握調査実施自治体の調査概要
(経緯･体制･期間･地域)と内容(安否､家屋､医
療保健､避難所､介護など要支援者と実績)。 

住民基礎情報の参照状況 

防災部局と保健福祉部局、社協など民間組
織との情報共有･連携など 

(2)生活再 

建支援期 
 

活動体制（地域支え合センター等）づくり
の経緯 

使用された被災者情報（（1）の調査結果、
他機関・他部局からの提供情報）。 

支援活動内容･実績（アセスメント含む）。 

運営体制（連携機関･部局,支援計画作成な
ど活動のマネジメント） 

（作成）中村） 

［調査方法］ 
まず、文献調査として、対象自治体の公式

サイトなどから大規模災害における被災者支

援活動の記録を抽出、調査シートに判明した

事項を記入し、質問内容を明確化した。 
その後、対象とした自治体の防災や福祉な

どの関係部署に対し、文献調査に基づいて作

成した質問紙を予め送付し、対面やオンライ

ンなどの方式により、質問順に、1〜2 時間

程度の半構造化インタビューを実施した（聴

取調査）。広域自治体に対しては)文献調査

で抽出した内容の確認を依頼した。 
これらの方法により、アセスメント調査を

実施した自治体・しなかった自治体、それぞ

れにおいて、どのように被災者支援に必要な

情報を収集・活用していたのか、できるだけ

詳細に把握し、得られた結果を広域自治体と

基礎自治体に分けて比較検討を行い、課題を

抽出した。 
 

２．効果的な DCM を可能にするアセスメン

ト調査手法［調査 2］ 

――精度向上に向けた検討 

2022 年度調査では、平成 30 年 7 月豪雨災

害で被災した広島県坂町における生活再建期

手前の「被災者生活実態調査」（ダイバーシ

ティ研究所による被災者アセスメント調査）

の結果と、その後の生活再建期（約 4 年間）

に実施された坂町地域支え合いセンター（以

下、支え合いセンター）による訪問支援活動

記録を突合できた 688 世帯のデータセットを

作成し、生活再建に到達するまでに生ずる阻

害要因の発生･解消のプロセスをより詳細に

把握するために、見守りが長期化した世帯

（見守り終了＝D 判定に未到達＋D 判定到達

後再度見守り必要のち D 判定＋D 判定まで

24 ヶ月以上かかった）が含まれる 153 世帯

を抽出し、それらのデータの分析を通じて、

生活再建の長期化に影響を与えている主要な

項目とそれらが発生した時期を、それぞれ
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「生活再建阻害要因」（15 項目）、阻害要

因「発生時期」（6 項目）として抽出した

（表 2.1）。 
そして、これらの項目の有無･分類を、分

析対象 153 世帯のデータに追加し、阻害要因

や発生時期別にケースを抽出できるようにし、

支援方針を検討する際の指針となりうるデー

タベース「被災者スクリプト」を試作した。 

 
表 2.1生活再建阻害要因と発生時期分類 

No 項目名 内容 

1 自宅修繕遅れ 自宅の修繕が遅れたことにより居住問題
が継続した世帯 

2 自宅周囲の工
事遅れ 

自宅周囲の防災や環境整備工事により騒
音等の居住問題や自宅移転時期が遅れ
た世帯 

3 自宅再建目途
立たず・計画中 

再建資金等の理由で自宅再建の目途が
立たず居住問題が継続した世帯 

4 高齢者独居 高齢者（65 歳以上）が独りで暮らす世帯 

5 障害者あり 心身の障害者がいる世帯 

6 介護者あり 介護者がいる世帯 

7 在宅医療機器
使用者あり 在宅医療機器使用者がいる世帯 

8 怪我・疾病あり 怪我や疾病を患った家族がいる世帯 

9 通院が必要 傷病の治療や服薬のため通院が必要な
家族がいる世帯 

10 メンタル不調 精神的に不調・不安定な家族がいる世帯 

11 家族と死別離別 家族と死別または離別があった世帯 

12 介護疲れ 介護が必要な家族の世話で心身の疲れ
が生じた家族のいる世帯 

13 引きこもり者あり 引きこもり者がいる世帯 

14 転居後交流なし 公営住宅等に転居後、近所との交流がな
く孤立した世帯 

15 生活資金難 生活資金や住居の再建資金が不足する
世帯 

 
阻害要因

発生時期 

①災害前､②災害時､③災害後､④家族離別後

⑤転居後、⑥災害後の傷病後 

（作成）中村 
2023 年度は、見守りが長期化した世帯だ

けでなく、全ての世帯に分析の範囲を広げ、

世帯ごとに生活再建阻害要因の有無を検討し

た。具体的には、上述の調査結果と支援記録

が突合できた 688 世帯の中で、支援記録の評

点や所見欄の記入抜けがなく、阻害要因の判

定が可能な世帯 666 世帯を分析の対象として

抽出し、被災者本人またはその世帯を含む周

囲の環境が「生活再建達成を阻害している」

と生活再建支援機関（支え合いセンター等）

が判断した要素を「生活再建阻害要因」と定

義して分析を行った（注 2）。 
 
３．DCM の支援体制構築過程と支援対象世

帯の実態把握［調査３］ 
――重複被災地･佐賀県大町町における

DCM 実践事例の地理空間分析 
近年、災害の多発に伴い、復旧半ばで同じ

地域が再び被災する重複被災（Duplicated 
damage）の事例が増えている。重複して被

災しても、制度上は災害ごとに対応が行われ

るため、被災社会全体の実情を包括的に把握

し難い。加えてコロナ禍以降は、被災外から

の支援を期待し難い状況が生まれており、被

災者の支援需要把握と支援体制構築の双方に

課題が生じている。 
調査３では、2019年（令和元年8月）と

2021年（令和3 年8月）に豪雨による河川氾

濫で「重複被災」した佐賀県杵島郡大町町

（注 3）を調査対象地域に選定した。大町町

は、県中央部に位置し、町南部には「緩流蛇

行」を特徴とする六角川が東流し、やや高齢

化した市街地が形成されている（図3.1）。 

 

図3.1大町町の地勢、250mMESH･高齢化率 
（作成）坪井 

                             
2 ただし、災害前から高齢者独居や障害者がいる世

帯は、見守り期間にかかわらず「要支援者あり」と

して生活再建阻害要因が存在すると認定している。

そのため、見守り期間が 24 ヶ月以下においても

「生活再建阻害要因あり」とした世帯もある。 
3 2022 年に公開された内閣府の DCM 取組み

南北断面標高図 
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本調査では、災害記録と被災経験の継承の

観点から、地理空間分析（GIS）の手法を導

入し、①「被災者」の視点から、被害と避難

の実態を跡付け、生活復興感を把握するため

の質問紙調査と、②「支援者」の立場から、

生活復興に向けた支援体制の構築過程とその

構造を把握するための聴取調査・資料分析を

行った。 
（1）被災世帯への質問紙調査 

質問紙調査は訪問支援活動の一環とし

て行った。調査の概要は以下の通り。 
・調査方法：質問紙を用いた半構造化面接法

（聴取調査併用、調査員記入補助‣自記式

併用） 
・調査時期：2022 年5 月～12 月 
・調査対象：令和元年と令和 3 年の水害によ

る被災世帯（350 世帯） 
・回収件数：225 世帯（回収率 64.3％）、 

個人単位＝242 人 
詳細は後述するが、調査は、大町町地域お

こし協力隊員と同隊員が主宰する「被災者支

援チーム」が、大町町（被災自治体）と民間

支援団体が協定に基づいて共同所有･管理す

る被災者台帳（支援台帳）に記載された350 
世帯を対象に、支援活動で全戸訪問した際、

質問紙に基づく半構造化面接法で実施した。 
質問紙の設計は、「被災者支援チーム」に

関わる団体・個人（研究協力者・坪井を含む）

らが、10 回の全体会議を開催し、調査内容

の検討、実施方法、データ管理の方法等につ

いて検討を行うと共に、クラウド型チャット

ツール「LINE WORKS」を導入し、適宜、

報告・連絡・相談等を行った。調査の実施に

際しては、大町町の協力のもと、庁内･庁外

の関係部署･団体等への説明を経たうえで実

施した。 
質問紙調査は世帯単位で行ったが、個人の

意識・行動等を取得する調査の手法上、1 世
帯から複数人に調査を依頼したため、242 人

                                          
事例集にも大町町の事例が掲載されている。 

の回答を得た。作成した調査記録のうち、家

屋被災、避難行動等の世帯に係る内容につい

ては、同一世帯の複数の回答者のうち 1 名を

世帯代表としてランダムに選定し、「世帯単

位」での解析を実施した。また、復興感等の個

人に係る内容については「個人単位」での解

析を実施した。 
分析に際しては、本調査で得られた回答デ

ータを使用するため、被害状況等については

公式統計の数値と異なることになるが、個人

や世帯の行動・認知・意識等との関連を検討

する観点から、属性間の回答者数等を考慮し、

考察にあたっては適宜、統計学的検定を実施

した。 
（2）支援組織への聴取調査 
被災者への質問紙調査と並行して、DCM

に基づく支援体制の構築過程や支援主体間の

役割分担・連携の実態を明らかにするために、

支援団体への聴取調査を行った。聴取調査は、

被災者への訪問調査に係る会議の前後および

オンライン会議システム（Zoom）を利用し

て実施し、事象の整理を行った。 
 

Ｃ．研究結果 
１．地震被災自治体調査 [調査１] 

――2016・2018年地震災害における 

被災者情報の収集･分析･活用および

対応体制の把握 
2023 年度の調査では、上述した 2016 年、

2018 年の地震災害で被災した３つの広域自

治体（熊本県､大阪府､北海道）と 3 つの基礎

自治体（益城町､茨木市､厚真町）を対象に、

避難から生活再建に至る被災者支援に必要な

情報の把握体制や支援の取組みについて調査

し、自治体間の対応を比較する一覧表を作成

し、DCM の実現に向けた課題を検討した。 
広域自治体の調査結果は、①過去の災害対

応経験の有無、②県庁内の体制や支援活動の

実態、③被災自治体や外部団体などとの関係、

④被災者アセスメントの考え方、⑤県域の地

域支え合いセンターなどの内容（設置されな
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かった北海道・大阪府除く）について、比較

一覧表を作成し、被災自治体の対応を比較し

た（別添資料：表 1.3参照）。 
基礎自治体の調査結果は、「災害直後の対

応」「生活再建支援」「連携」に分けた上で、

①地震災害対応の経験、②医療福祉支援活動、

③巡回調査の調査様式・用紙、④情報の共有

と管理、⑤支援地域の選定と支援世帯数など、

合計 14 の項目を設定して一覧表を作成し、

同様に自治体間の対応を比較した（別添資

料：表 1.4参照）。 
基礎自治体に関しては、さらに被災者支援

活動を時系列に整理した図を作成して支援施

策の実施過程を明らかにした（別添資料：

図表 1.5~1.7 被災者支援活動の時系列一覧）。 
特に今回調査を実施した基礎自治体はいず

れもアセスメント調査を実施しており、その

結果をどう生かしたのかという点に注目して

分析した。 
以上、一連の地震被災自治体調査の結果か

ら、以下の知見が得られた。 
[1] 災害当初の対応体制、支援活動 
①広域自治体 
・保健医療調整本部が設置され機能していた。 
・発災直後から DMAT､保健師等を被災した

基礎自治体に派遣していた。 
②基礎自治体 
・保健所等を中心に広域自治体からの援助を

受けて、避難所等の訪問体制を整え、巡回。 
・多くの自治体で､調査の記入用紙が統一さ

れておらず、各々の業務､チームが独自の

用紙を使用していた。 
・厚真町では全戸訪問で調査を実施した。 
・益城町は罹災証明書取得世帯の全戸訪問を

実施した。 
[2] 生活再建支援（支え合いセンター） 
①広域自治体 
・熊本県では県社会福祉協議会に熊本県地域

支え合いセンター支援事務所を設置し、県

内 15 市町村に設置された地域支え合いセ

ンターの支援を行った。 

②基礎自治体 
・益城町では「益城町地域支え合いセンター」

が設置され､町内全世帯の約半数となる

6,481 戸が支援対象となった。そのうち仮

設住宅 2,869 戸（借上型含）を NPO 等に

委託し､仮設住宅群ごとに担当団体を置い

た。 
・厚真町では地域支え合いセンターの設置が

なく「あつま型」住まい再建プログラムに

基づいた「住まい再建サポートチーム」、

社会福祉協議会（生活相談支援員（LSA）

設置）が支え合いセンターの機能を担った。

一方で保健所が担当していた健康面でのケ

アとの協働が必ずしも緊密ではなかったと

の報告もあった。 
・茨木市では支援対象を市内全域の約 12 万

5 千世帯とし、各種の支援センターを設置

して広報し、相談を受ける方法を中心に被

災者支援を行った。その上で「大阪府北部

地震地域保健福祉センター」を市内 6 か所

に設置し、各圏域の総合的な支援の役割を

担った。 
 

２．効果的な DCM を可能にするアセスメン

ト調査手法 ［調査 2］ 

――精度向上に向けた検討 

（1）調査項目の検討:生活再建を阻害する・

促進する要因の分析 

前述した 2023 年度調査の分析結果に基づ

き、対象 666 世帯の「生活再建阻害要因」

（15 項目）の発生状況と発生時期の分析を

進める中で、比較的短期間に支え合いセンタ

ーの支援が終了した世帯には「家屋の損害が

軽微」「住居の修繕が早期に完了」「近所に

家族が居住」等、共通の生活再建に寄与した

要因があることが判明した。これらを「生活

再建促進要因」と設定し（7 項目）（別添資

料：表 2.2生活再建促進要因一覧）、同様に

666 世帯で該当の有無を検討した。そして、

見守り期間が 24 か月以下の世帯において、
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再建を促進する要因が支え合いセンター支援

記録から明らかに判別できる場合、「生活再

建促進要因あり」と判定した。 
別添資料：図 2.3.1生活再建阻害要因発生

数より、住生活の再建を阻害する要因「自

宅修理遅れ」「自宅周辺の工事遅れ」「自宅

再建目途立たず・計画中」の 3 つを合計する

と 93 件で、住まいの課題が再建を阻害する

大きな要因であることが示唆された。また

「怪我・病気あり」「メンタル不調」も同程

度の件数があり、住まいと心身の健康の状態

が「生活再建阻害要因」として影響が大きい

課題になっていることが推察される。 
次に別添資料：図 2.3.3より、見守り期間

（発災月から支え合いセンター支援終了月ま

での期間＝D 判定までの月数）別の生活再建

阻害要因発生状況を確認すると、見守り期間

が長引くケースでは「怪我・疾病あり」「メ

ンタル不調」の阻害要因ありと判断されたケ

ースが多く、阻害要因が見守り期間の長期化

に影響していることが伺える。また「自宅再

建目途立たず・計画中」が見守り期間 29 ヶ

月以降で増えている。住居の目途が立たず見

守り支援が続き、公営住宅への入居等で見守

りが解消するケースが多く、住居における阻

害要因が見守り期間の長期化に影響している

ことも伺える。 
「生活再建阻害要因」を発生時期別に集計

した結果を別添資料：図 2.3.2に記す。「災

害前」は要支援者、疾病等の課題が災害前か

ら生じていたケースを示す。「災害時」は避

難時のトラウマ等、直接的な災害に起因する

心的苦痛であるケースが多い。「災害後」は

全体の 51.7%を占める。そこでは避難生活に

おける課題、住まいの再建で発生した課題等

のケースが多く、ダイバーシティ研究所アセ

スメント調査のような生活再建期初期の調査

では捕捉できない課題も含まれており、支え

合いセンターのような生活再建支援機関が定

期的な訪問で課題を見つけ出す作業求められ

る根拠となっている。 

見守り期間の短縮に寄与する「生活再建促

進要因」の発生数を別添資料：図 2.4.1に示

す。住居の課題解決に寄与する「建物被害が

軽微」が全数の 10.8%、「早期に家屋修繕完

了」が 32.7%で、合計 43.5%の世帯において

促進要因ありが確認された。支え合いセンタ

ー相談員の巡回訪問時にリフォーム完了を確

認し、生活に課題がなければ見守り終結を出

しているケースが多く見られた。また「近親

者が近くに居住」が全数の 15.6%、「近所の

相互扶助あり」が 11.9%で、合計 27．5％の

世帯で家族・親族、近所の居住者で見守り体

制ができていることが判明した。高齢者独居

世帯においても促進要因が認められることで

早期の見守り終結につながったケースも見ら

れた。 
以上の「生活再建阻害要因」「生活再建促

進要因」の分析から以下の知見が得られた。 
1. 生活再建阻害要因においては住居の課題

が最も大きく発生しており、見守り期間

の長期化につながっている。災害当初の

調査においては自宅再建の目途が立たな

い世帯を抽出する必要がある。 
2. 生活再建期においては自宅修繕の遅れに

加えて、自宅周囲の工事遅れによる生活

環境課題の継続が見守り期間の長期化の

要因となる。生活再建支援員の訪問時に

は自宅のみならず周囲の環境も確認事項

に加える必要がある。 
3. 怪我・持病あり、メンタル不調が当初か

ら確認された世帯においても見守り期間

の長期化が予想される。既往症とその状

況、怪我の有無、心身の健康状態を災害

当初の調査項目に組み込み、重点的な配

点を行うことが求められる。 
4. 生活再建阻害要因の発生時期について災

害後に発生する割合が全体の約半数であ

り、発生時期に拡がりがあるため、当初

調査だけでは捕捉できない可能性が高い。

生活再建支援機関による定期的な訪問が

必要である。 
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5. 見守り期間がおよそ 20 ヶ月以下の世帯に

おいて生活再建促進要因を設定し、訪問

所見欄から該当する世帯を調査した。建

物被害が軽微または早期に家屋修繕完了

の促進要因件数が全促進要因件数の 43．
5％を占め、早期の住宅課題解決が見守り

期間の短縮につながることが明らかにな

った。 
6. 近親者が近くに居住または近所の相互扶

助ありの促進要因件数が全促進要因件数

の 27．5％を占め、見守り期間の短縮に

「共助」が大きな役割を果たすことが明

らかになった。 
7. 高齢者独居等の阻害要因がある場合にお

いて、近親者が近所に在住、近所の相互

扶助ありといった生活再建促進要因があ

れば短い見守り期間で支援終結となるケ

ースが認められた。当初調査で近親者や

近所の状況を聞くことで、生活再建支援

の方針を立てるための情報となりうる。 

（2）調査項目と配点の重みづけの検討 

前項（1）の分析結果を踏まえて、DCM に

よる支援の必要度を「住まい支援必要度」

（以下、住まい軸）と「生活支援必要度」

（以下、生活軸）の 2 軸を用いて４象限で評

価（注 4）する際の判定精度を上げるために、

被災者アセスメント調査の項目および配点重

み付けの検討を行った。 
調査の実施時期として、発災後 1～2 ヶ月

の避難生活から生活再建へ移行する期間を想

定し、調査結果から「住まい軸」と「生活軸」

の配点を行い、各軸に要支援判別の境界線を

引いて調査世帯を４象限に分類し、その後の

生活再建支援における世帯対応の基礎資料の

作成に役立てることを目的として検討を実施

した。 
特に汎用的に（DCM を行うための）調査

結果の判定ができるよう、公開されている災

                             
4 4 象限判定：2022 年度報告書、及びＥ.研究成果の

中村ら（2024）を参照 

害時の被災者調査用紙を用いて、できる限り

精度の高い４象限判定を行うための手順を明

らかにすることを試みた。 
公開資料として広島県が県の Web サイト

に掲載している「広島県災害時公衆衛生活動

マニュアル（注 5）」を用い、各種調査用紙

から抜粋して調査項目の選定と配点を行い、

２軸の評点を設定した。原則として上記調査

用紙から抜粋した調査項目を用い、判定結果

に重み付けした配点を減点方式で加算して各

軸で集計し、各軸の最小合計点（最も課題が

大きい状況）を-100 点、要支援の境界点を-
50 点とした上で、調査項目と配点を当調査

の結果をふまえて設定した。 
これらの結果をふまえて DCM における

「住まい軸」と「生活軸」を用いた判定（支

援需要評価､アセスメント)の精度を上げるた

めの調査項目および配点重み付けの検討を、

先に記した手続きに従って行った。その結果

を別添資料の図表 2.5～2.7に示す（詳細は

別添資料にも記載）。 
以上、「災害時健康調査票」や「仮設住宅

入居時世帯調査票」から要支援世帯を抽出す

るために必要な調査項目、集計方法(重み付

け､DCM4 象限評価方法)を検討し､「広島県

災害時公衆衛生活動マニュアル」記載の調査

票を例として判定方法を示すことを試みた。 

なお、別添した図表の分類と判定例は目安

の具体例を提示したもので、実際には生活再

建支援機関で被災者状況や支援体制を考慮し

て基準を定める必要がある。 

（3）「生活再建阻害要因」「生活再建促進

要因」の発生率の検討 

最後に、2023 年度調査の対象 666 世帯に

おける「生活再建阻害要因」「生活再建促進

要因」の発生率を分析した。 
                             
5 「広島県災害時公衆衛生活動マニュアル（令和 2

年 6 月改訂版）」について | 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/268/saigaiji
kousyuueiseimanyuarui-29kaitei.html 
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別添資料の表 2.8 は「生活再建阻害要因」

について以下をまとめたものである。 
• 見守り期間別の一覧と合計 
• 発生率（調査対象 N=666 に対する割合） 
• 見守り終結率（各要因の総合計数におけ

る見守り期間 42 ヶ月までの合計数（総合

計数から見守り未終結を示す見守り期間

99 の件数を引いた件数）の比） 
• 平均見守り期間（各項目で見守りが終結

した平均の月数） 
「生活再建阻害要因」の発生率等を明らか

にすることで、以下が把握された。 
1. 発生率が 10％を超える項目は「怪我・疾

病あり」13.1%、「メンタル不調」12．
0％であり、こころとからだの健康不調が

最も大きな阻害要因である。 
2. No.1〜3 の「自宅修繕遅れ」3.5%、「自

宅周囲の工事遅れ」4.5%、「自宅再建目

途立たず・計画中」6.0%はいずれも住ま

いの再建課題となる要因であり、3 つを

合計すると 14.0%となり、上記の健康不

調と同程度の発生率がある。 
3. 次いで「高齢者独居」9.9%が発生率の高

い阻害要因となっている。ただし、近親

者や近所の見守り体制ありの生活再建促

進要因を持つ世帯では、早期に見守り終

了となるケースがある。 
4. 見守り終結率では「転居後交流なし」

57.1%が突出して低い。仮設住宅等居住

者で見守り支援が続き、災害公営住宅へ

移転後に周囲となじめず課題として認識

されたケースが該当し、継続した見守り

が続いているため守り終結率が低くなっ

ている。 
5. 生活再建阻害要因がない世帯は 394 件あ

り、平均の見守り期間は 13.6 ヶ月であっ

た。「高齢者独居」20.6%、「障がい者

あり」18.4%以外は全て平均見守り期間

が 25 ヶ月以上であり、見守り期間に対す

る阻害要因の影響が大変大きいことを示

している。「高齢者独居」、「障がい者

あり」については前述の生活再建促進要

因により見守り終結の早期化がなされた

結果であると考える。 
 
別添資料の表 2.9 は「生活再建促進要因」

について以下をまとめたものである。 
• 見守り期間別の一覧と合計 
• 発生率（調査対象 N=666 に対する割合） 
• 平均見守り期間（各項目で見守りが終結

した平均の月数） 
「生活再建促進要因」の発生率等を明らか

にすることで、以下が把握された。 
1. 「早期に家屋修繕完了」32.7%が突出して

発生率が高い。住まいの課題が解決し、

生活の課題がないことを確認して支援終

結するケースが多く、生活再建可能世帯

の典型例となっている。同様の傾向が

「建物被害が軽微」10.8%においても見ら

れた。 
2. 「近親者が近くに居住」15.6%、「近所の

相互扶助あり」11.9%も支援終結に大きく

関与する。「高齢者独居」等の生活再建

阻害要因がある場合でも、近親者や近所

の見守り体制があることで見守り終結を

早期化できることが調査から明らかにな

った。 
3. 生活再建促進要因がない世帯は 251 件あ

り、平均の見守り期間は 24.3 ヶ月であっ

た。生活再建促進要因があることで８〜

12 ヶ月の見守り期間短縮につながること

を示せた。 
さらに、2022 年度調査で作成した「被災

者スクリプト」において主な生活再建阻害要

因を設定し、各項目の発生率を明らかにした。

別添資料の表 2.10 に「被災者スクリプト」

の発生率予測を示す。 
これらの結果から、こころ・からだの健康

が損なわれることで生活課題が生じているケ

ースが多く、その発生率も高いことが予想さ

れる。 
 
 

- 80 -



 

３．DCM の支援体制構築過程と支援対象世

帯の実態把握［調査 3］ 
――重複被災地･佐賀県大町町における

DCM 実践事例の地理空間分析 
（1）被災世帯への質問紙調査の結果 
1）重複被災の被害と避難の状況 
被災者への質問紙調査の回答者属性を表

3.2 に、重複被災の比較を表 3.3 に、両災害

の避難状況の比較を表 3.4、表 3.5 に記す。 
 

 表 3.2 回答者の属性 

  項目 実

数 割合   項目 実

数 割合 

性

別 

男性 96 39.7 

年

齢 

30 代

以下 14 5.8 

女性 146 60.3 40 代 12 5.0 

居

住

歴 

5 年未

満 13 4.6 50 代 27 11.2 

5～10
年未満 16 6.0 60 代 54 22.4 

10～20
年 13 4.6 70 代 85 35.3 

20 年 
以上 198 84.7 80 代

以上 49 20.3 

未回答 2 － 無回答 1 － 

（作成）坪井 

表 3.3 重複被災比較（令和元年と 3 年） 
 令和元年 8 月豪雨 令和 3 年 8 月豪雨 

期間 2019/08/27～28 2021/08/11～18 
期間総雨量 417.5 ㎜（2 日間） 1035 ㎜（8 日間） 

時間最大雨量 93.5 ㎜ 70.0 ㎜ 
床上浸水戸数 171 248 
床下浸水戸数 131 92 
浸水車両数 320 200 

最大避難者数 235 世帯(401 人) 131 世帯(308 人) 
避難所開設 2019/08/28～10/20 2021/08/11～10/15 

避難所開設日 54 日間 66 日間 
避難所設置数 3 5 

（作成）坪井 

表 3.4 避難状況比較（人） 
 令和元年 8 月 令和 3 年 8 月 

人数 割合 人数 割合 
自宅内 63 40.4％ 97 42.4％ 
避難所(自力) 43 27.6％ 55 24.0％ 
避難所(救助) 36 23.1％ 48 21.0％ 
避難所以外 14 9.0％ 29 12.7％ 

総数 156 － 229 － 

（作成）坪井 

表 3.5  令和元年豪雨と令和 3 年豪雨の 
避難状況の交差集計（人） 

（作成）坪井 
令和元年 8 月豪雨、令和 3 年 8 月豪雨の避

難行動と避難先を比較すると、両災害ともに

自宅内避難（在宅避難）の割合が高い傾向が

みられるが、表 3.5 で注目すべき結果は、令

和元年に救助された避難者が再び令和 3 年に

も救助されているケースが多く見られるなど、

避難行動に大きな変化がみられない、つまり、

令和元年の経験が令和 3 年に生かされていな

いことが推察される。その背景として、本調

査と並行して行った避難行動に関する聴取調

査では、同時期の新型コロナウィルス感染症

による影響や、ペットの存在、同居家族の避

難困難者の存在などによる「避難所への避難」

を回避する理由が挙げられていた。 
大町町は、地形的な制約から居住者の多い

地域における避難所の設置数が少なく、JR
線以北では同町の旧炭鉱時の大規模な岩石廃

棄物（ボタ山）や急峻な丘陵地が広がってお

り、その多くは土砂災害警戒区域となってい

る。令和 3 年 8 月豪雨時には，ボタ山の一部

で崩落がみられ、避難指示が発令された。 
今後は、土砂災害の併発による被災も想定

されることから、避難計画の見直しを含めた

検討が求められる。 
2）被災者の生活復興感･主観的健康感 
調査３の質問紙調査では「生活復興」を被

災状況や生活状況が異なる被災者自身がもつ

「主観的評価」を基に計測した。その具体的

な方法は、生活復興感に関する設問の時間・

時期に関する感覚や計測尺度の判読性を考慮

し、「ある程度の立ち直り・今後の見通しを

感じたとき」を時期で回答する手法を用いた。 

 令和 3 年 8 月豪雨 

自宅内 
避難所 
(自力) 

避難所 
(救助) 

避難所
以外 合計 

令
和
元
年
8
月
豪
雨 

自宅内 40 8 10 3 61 
避難所（自力） 5 28 6 3 42 
避難所（救助） 1 6 24 3 34 

避難所以外 3 1 0 10 14 
合計 49 43 40 19 151 
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質問項目に設定した具体的な時期は、令和

3 年 8 月豪雨の発災月を起点とし、2 か月単

位で調査開始時点の 2022 年 5～6 月までの 6
時期とし、同時点でも依然解決していない場

合の回答として「未決」を含む選択肢を設定

した。本調査では「家屋の修繕・自宅再建の

目処が立った時期」と「心の落ち着きを実感

できた時期」の 2 項目において計測を行った。 
このほか、被災後の生活における「主観的

健康感」のほか、家計再建、仕事の再開、借

入金の返済を含む「経済環境」および、被災

後の孤立・孤独発生の観点から「相談環境」

「法律等の専門相談支援の必要状況」につい

て回答を得た上で、「不調」や「必要」と思

う割合を示した。 
図 3.6 に、罹災判定別の家屋の修繕・再建

目処に関する復興感の推移を示す。 

 
図 3.6罹災判定別･自宅再建に係る復興曲線 

（作成）坪井 
図 3.6 より、発災年の年末期（2021 年 11

～12 月期）には、全体では 50％以上の復興

感が達成されているが、「一部損壊」「準半

壊」では早期の復興感が得られている反面、

「中規模半壊」「半壊」がやや遅延している

ことが示された。 
令和元年 8 月豪雨に続き、令和 3 年 8 月で

も多くの世帯が重複被災する中での「心の落

ち着きを実感できた時期（心理的安定）」

（図 3.7）は、年齢別にみると、60 代以上の

高齢者の復興感が早い段階で獲得されている

のに対し、30 代、40 代、50 代では時間を要

しており、その格差が大きいことが明らかに

なった。 

図 3.7年齢別・心の落着に係る復興曲線 
（作成）坪井 

 
図 3.8 に、年齢別の主観的健康感のうち

「不調」「やや不調」の割合を示す。 

図 3.8 年齢別主観的健康観割合 
（作成）坪井 

 
図 3.8 からは、加齢に伴う不調の割合が上

昇する傾向がみられたが、図 3.9 に示すその

他の生活再建に伴う各項目の不調等の状況か

らは、一定割合で存在は見られるものの、突

出項目がなく、また比較的、低い割合に抑制

されていることが明らかになった。 

図 3.9 再建に係る各項目の不調等の状況 
（作成）坪井 

 
この背景には、行政による早期の各種支援

メニューの提示のほか、NPO 等による各種

相談や家屋修繕支援等が実施されたことや、

被災者も、令和元年 8 月の被災経験を踏まえ

て令和 3 年 8 月の重複被災の中でも、一定程
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度、復旧までの道筋を想定したうえで対応で

きたこと等があるものと推察される。 
（2）支援組織への聴取調査の結果 

――DCM に基づく支援体制の構築 
大町町では、令和元年 8 月豪雨の被災後

に、行政（主として保健医療チーム）、社会

福祉協議会（災害ボランティアセンター「災

害 VC」）、NPO 等外部の支援機関・組織の

「三者」により「被災者支援会議」が開催さ

れ、被災者の個別の状況把握に基づく支援体

制が作られていた。その後、会議体の名称は

「CSO（Civil Society Organization）連携会

議」に変更され、月 1 回の定例会議が継続

開催されていた。 
令和 3 年 8 月豪雨でも、発災直後から被災

世帯への訪問調査を開始できた。しかし、当

初は支援組織ごとに異なる質問紙を使用して

いたため、調査項目の整理と課題整理の効率

化が図られ、「共通の質問紙」が作成された。

これにより被災総世帯（350 世帯）の状況が

集約された（別添資料：図 3.10 被災者支援

会議の情報共有体制と 3 つの拠点による被

災者支援体制）。 
同調査で集約された対象 350 世帯のうち、

重点的な要支援対象の「継続訪問支援対象世

帯」は次のような手続きで抽出された。まず、

対象 350 世帯（A）のうち、1）応急修理制

度申請済世帯、2）災害ボランティアセンタ

ー（VC）状況把握済世帯、3）支援拠点物資

等受取世帯の合算値 250 世帯（B）を減じた

支援未達想定世帯総数の 100 世帯（C）が抽

出された。同対象世帯に対しては、約 10 日
間で NPO 等により訪問・確認調査が実施さ

れ、行政、社会福祉協議会を含めた関係者間

の情報共有会議で協議された結果、最終席に

50 世帯（D）の継続訪問支援対象世帯が決

定された（表 3.11）。 
 
 
 
 

表3.11令和3年8月豪雨後の継続訪問支援 
対象世帯の抽出過程と方法 

（作成）坪井 
 
同世帯に対しては、2022 年 1 月より、行

政の福祉部局と NPO 等の支援者との連携に

よる戸別訪問が開始された。 
大町町における被災世帯の困り事・相談に

対する支援の枠組みと方法の概念図を図 3.12
に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 3.12大町町における支援の枠組みと方法 

（作成）坪井 
図 3.12 は「社協（社会福祉協議会・災害 

V C ）」、「保健医療チーム（保健師）」、NPO 等

（専門支援組織）」の 3 者が、訪問等で被災世

帯から寄せられた困り事（例：家財搬出）や，

相談（健康状態等）について、CSO 会議を

通じて情報共有を図る中で、自組織で対応で

きる内容と、そうでない内容に分類の上、後

者については、それぞれ専門技術を有する他

 項目 世帯数 抽出過程・方法 
A 被災世帯総数 350 被災者台帳に基づく対象

総世帯数 
 
B 1） 応急修理制度

申請済世帯 
2） 災害 VC 状況

把握済世帯 
3） 支援拠点物資

等受取世帯 

 
250 

対象総世帯数から，①
での対応により状況把
握ができた世帯数 

C 支援未達想定世帯
総数 

100 A から B を減じた世帯数 
訪問調査を実施（10 日
間） 

D 継続訪問支援対象
世帯数 

50 重点的要支援世帯数 

派遣：ボランティア 
社 

協 

A さ
 

保

健 
 

訪問：健康状態確認 

困り事：家財搬出 

B さ
 N 

P 
O 相談：健康状態等 
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機関・組織へ対応を依頼・委託することで対応

が実施された。これにより、多面的視点でニ

ーズを把握し、多様な支援主体による対応が

可能になっていたものと考えられる。 
大町町における被災者支援体制と支援内容

を DCM に基づく支援内容に対応させて整理

した結果を表 3.13 に記す。 
 
表 3.13 DCM に基づく支援内容から見た

大町町の被災者支援の内容 

（作成）坪井 
 
DCM の典型的なプロセスは、①戸別訪問に

よる被災世帯の状況の把握の実施、②それに

基づくリストの作成、③ケース会議による支援

必要世帯の絞り込みと個別支援計画の作成、④

各支援主体と連携した計画の実施、⑤定期的

な計画の見直しとして分類される。 
大町町における被災者支援の体制は、①は社

会福祉協議会（災害 V C）、保健医療チーム、 
NPO がそれぞれで実施されていたが，共通の

質問紙が作成され，被災者支援会議において

情報を共有したうえで②として，被災者台帳

が作成された。さらに③、④ではケース会議

として CSO 連携会議が実施され、支援が必

要な被災者の情報の共有が行われた。 
大町町では、内閣府の手引書等で想定され

ている「個別支援計画」は作成されておらず、

被災者からのニーズは、随時、NPO 等が運営す

る町内に 3 か所設置された「支援拠点」に届け

られ、それに応じて支援団体が直接課題解決

を行う体制が構築されていた。 
また、具体的な支援活動（家屋修繕等含む）

に必要な資源（資金・人材等）の多くは、

NPO等の民間の支援団体が、調達から手配ま

でを負担していた。⑤に関しては、三者（行

政＝保健医療チーム、社協・NPO 等）が共有

する被災者台帳に基づき、炊き出し等において、

三者の窓口に相談等の声が上がってない被災者

を中心に絞り込みが行われ、継続的な見守りと

訪問支援が実施された。 
 
Ｄ．考察と結論 
１．考察と結論 

調査１（地震被災自治体調査）の結果から、

発災直後の応急対応期では、保健医療調整本

部が設置され機能していた。統一された調査

様式は確認できなかったものの、広域自治体

から基礎自治体に DMAT や保健師等の派遣

が行われていた。 
生活再建支援期では「地域支え合いセンタ

ー」が設置されない場合も、地域包括支援セ

ンターなど従前の地域福祉資源を活用して同

様の機能を確保した体制が構築されていた。 
水害に比べると、地震被害では支援対象地

域が基礎自治体全域に及ぶ傾向があり、災害

対応においては、住宅問題への対応の比重が

高くなる点、支援体制や支援施策の個別性が

高くなる点（従前の地域福祉資源を生かした

体制が構築される）などが指摘できる。 
2024 年度より福祉施設 BCP の策定が自治

体の努力義務化された。被害予測に基づく対

応体制を検討しつつ、平常時の地域福祉・地

域保健の活動体制との連続性を意識した体制

作りが求められる。 
調査２（効果的なアセスメント調査手法の

検討）では、2022 年度調査で作成した水害

被害のデータセットを再分析した結果、「自

宅復旧の遅れ」「からだの不調」「こころの

不調」「高齢独居」「障害あり」などの項目

が、生活再建（支援員の見守り期間）を長期

化させる要因として認められたが、他方「近

親者が近くに居住」「近所の相互扶助あり」

といった「共助」に関わる項目が見守り期間

 DCM 大町町における支援体制 
① 戸別訪問による状況把握

の実施 
共通の質問紙の作成 

② 世帯別リストの作成 被災者台帳の作成 

③ ケース会議･個別支援計
画作成 

A から B を減じた世帯数 
訪問調査を実施（10 日間） 

④ 支援主体間連携による
計画実施 

NPO･社協･行政の連携による
計画実施 

⑤ 定期的な計画見直し 継続支援が必要な対象者の訪
問実施 
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の短縮につながっていること等も明らかにな

った。 
これら一連の分析結果から、生活再建期初

期（発災から 1～2 ヵ月）のアセスメント調

査結果において、支援が必要な世帯を抽出し、

適切な生活再建支援活動につなげるために重

視すべき調査項目を具体的に示すことができ

た。もちろん、今回の分析結果は、水害事例

のデータセットのみに基づいているという限

界はあるが、DCM を実施する際、必要度の

高い世帯から復旧･復興の見通しを立てつつ、

効果的な支援を行うための方策を示すことが

できたと考える。 
調査３（佐賀県大町町の重複被災事例調査）

の質問紙調査およびその地理空間分析の結果

から、避難行動においては 2 回の災害で大き

な変化が見られず、その背景要因の検討から、

避難所の設置場所、土砂災害の併発に対応し

た避難計画見直しなどの検討の必要性が示唆

された。主観的復興感の分析からは、家屋被

害判定が重い群（中規模半壊・半壊）で復興

感の獲得が遅れる傾向や、60 代以上より

30･40･50 代で心理的安定の獲得が遅れかつ

その格差が大きい傾向等が示された。また主

観的健康感「不調｣は加齢により大きく上昇

しているが、生活再建に伴う各課題における

「不調」は比較的低く抑制されていた。 
次に、支援者への聴取調査結果から、大町町

で構築された令和 3年 8月豪雨の被災者支援体

制は、2年前の被災経験と NPO等外部支援者

の関係が生かされ、「支援の漏れを作らない」

という共通の目的の下、NPO等の民間支援団

体が連携し、被災者の困りごとを随時「地域

支援拠点」で受け止め、見守り訪問に止まら

ず、家屋修繕支援等、被災者の生活課題に直接

対応する形で運営されていたことが分かった。 
この大町町における支援体制は、個別支援計

画に基づくケース管理を行っていないことに加

え、家屋修繕など直接支援活動に係る資源は殆

ど NPO等の民間支援団体に依存しており、

DCMとしては特異な事例と言えるかもしれな

いが、被災住民にとって、町内の見える設置さ

れた「地域支援拠点」をベースに、見守り相談

に加え、困り事に直接対応する積極的な支援活

動が展開されたことが、生活再建課題に関する

「不調」の発生割合の抑制につながっていた

とも考えられる。 
本事例の検討から、災害対応において、地理

的空間の制約を考慮した支援体制作りの重要性

が改めて確認されると共に、被災自治体（特に

基礎自治体）が、従前から保有する地域資源を

活用した支援体制の有効性が示された。標準的

な体制・手続きに固執しない多様な DCMの運

営のあり方を検討していくことと併せて、運営

を安定させていくための財源の確保も、今後検

討すべき課題となる。 
 
２．今後の研究課題 

2024 年 1 月 1 日に発生した能登半島地震

は、大きく複雑な地震動により住家及びライ

フラインに壊滅的な打撃を与えた。少子高齢

化・過疎化が進んだ奥能登地区では、被災し

た要援護者への対応が喫緊の課題となり、医

療・保健・福祉的な対応が求められ、実際、

過去の災害対応に比べると多くの専門職が派

遣され、支援活動が行われてきた。 
厚労省は「被災者の生活と生業（なりわい）

支援のためのパッケージ」の中で「切れ目の

ない被災者支援」として、「被災高齢者等把

握事業」「被災者見守り・相談支援等事業」

に予算措置し、石川県はその予算で民間団体

への委託によりアウトリーチの調査・支援体

制を確保した。 
この制度的対応が、今後の災害でも実施さ

れるようになれば、DCM の第 1 の課題「ア

セスメント調査の予算・人材の不足」の回路

が拓かれることになるが、同時に「把握した

情報をいかに整理・分析し、適切な支援需要

評価につなげるか」という第 2 の課題への対

応や、そうした被災者の支援需要評価（アセ

スメント）を活用して、いかに支援体制を構

築し、支援を実施していくか、という第 3 の
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課題への対応など、効果的な DCM の実施に

必要な実務的な知見の整理が急がれる。

能登半島地震の被災地では、現在「被災高

齢者等把握事業」による調査結果から、被災

者の多様な支援需要を適切に評価し、地域支

え合いセンターを中核に展開されるによる支

援体制づくり（「被災者見守り・相談支援等

事業」）につなげていくことが、実務的な課

題となっている。ここに、これまでの研究成

果を提供していくこと、その実施過程を跡付

けていくことが求められている。

また、2023 年度の防災基本計画修正では、

DCM につなぐ支援体制を平常時から準備し、

地域事情を踏まえた体制を構築することが示

された。これを受けて、時間的連続性や地理

的空間の制約を考慮した支援拠点・支援体制

の構築に関する検討や、非常時に必要な支援

と対応した平常時の住民サービスの内容と担

当部署を把握して両者の対応関係を整理する

など、実務的な課題の検討が必要になる。

Ｅ．研究発表 

１．論文発表 

・中村満寿央・田村太郎・菅磨志保・静間健

人（2024）「被災世帯を対象とする支援需

要評価に関する研究―生活再建期移行期に

おける被災者生活実態調査の実践から」日

本災害復興学会論文集,No.23, pp.31-42（査

読有）．

・坪井塑太郎（2023）「洪水災害による重

複被災と生活復興に向けた支援体制に関す

る研究―佐賀県杵島郡大町町を事例として」

環境情報科学学術研究論文集，37，pp.202-
207（査読有）.

・坪井塑太郎・菅磨志保・尾島俊之（2023）
「重複被災による被害と被災者支援・生活

復興に関する研究―佐賀県大町町における

2019 年と 2021 年の豪雨災害を事例として」

地域安全学会梗概集，53 巻,pp.65-68．

２．学会発表

・坪井塑太郎・菅磨志保・狭間勇城「多重被

災の被害構造と被災者の避難行動・生活再

建過程の把握に関する研究―佐賀県杵島郡

大町町の豪雨災害を事例として」第 9 回震

災問題研究交流会（社会学系 4 学会連合）

（於：早稲田大学）2023 年 3 月 18 日．

・坪井塑太郎（2023）「佐賀県杵島郡大町

町における洪水災害による重複被災と被災

者支援に関する研究―令和元年 8 月豪雨と

令和 3 年 8 月豪雨を事例として」日本地理

学会（秋季大会）2023 年 9 月 18 日（於：

関西大学）．

・坪井塑太郎・菅磨志保・尾島俊之（2023）
「重複被災による被害と被災者支援・生活

復興に関する研究―佐賀県大町町における

2019 年と 2021 年の豪雨災害を事例として」

2023 年 11 月 19 日（於：静岡県地震防災セ

ンター）．

・坪井塑太郎（2023）「洪水災害による重

複被災と生活復興に向けた支援体制に関す

る研究―佐賀県杵島郡大町町を事例として」

（於：日本大学会館）2023 年 12 月 18 日．

・坪井塑太郎・菅磨志保・尾島俊之「災害時

における地域自立支援体制の構築と広域行

政による保健医療調整本部の連携に関する

研究―長野県伊那市を事例として」第 10
回震災問題研究交流会（社会学系 4 学会連

合）2024 年 3 月 20 日（於：早稲田大学）．

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

特になし 

２．実用新案登録 

特になし 

３．その他 

特になし
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）  
分担研究報告書  

 
災害時の保健・医療・福祉及び防災分野の情報集約及び対応体制における連携

推進のための研究（情報収集のあり方研究）  
研究分担者    市川 学（芝浦工業大学 教授） 

 
研究要旨： 

 災害時の保健・医療・福祉と防災分野における情報収集と対応体制の連携推進に焦点を

当て、都道府県本庁の保健医療調整本部が必要とする情報をフェーズとその情報のあり方

を意識して収集した。また、令和 6 年能登半島地震において、保健医療福祉調整本部で取

り扱われた情報とシステム（D24H など）を検証することで、被災地の情報がデジタルファ

ーストとなりつつある昨今に生じる課題について言及した。今後、得られた経験・知見を

もとに情報の分析・可視化・転用を体感できる訓練・研修が必要となる。 

 

Ａ．研究目的 

 災害時の保健・医療・福祉及び防災分野の

情報集約及び対応体制における連携推進にお

ける情報集約の役割は、内閣府戦略的イノベ

ーション創造プログラム「国家レジリエンス

(防 災・減災)の強化」(SIP 防災)において、

研究開発が進められている災害時保健医療福

祉活動支援システム(Disaster/Digital 

information system for Health and 

well-being、D24H)の社会実装を見据え、その

利活用法や情報収集のあり方を検討すること

である。本分担研究においては、都道府県本

庁に設置される保健医療調整本部における情

報収集体制及び利活用の体制について言及す

る。 

 

Ｂ．研究方法 

 内閣府戦略的イノベーション創造プログラ

ム「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」

(SIP 防災)において研究開発が進められた災

害時保健医療福祉活動支援システム

(Disaster/Digital information system for 

Health and well-being、D24H)は、令和 6 年

度から社会実装されることが決まり、令和 5

年度においては、研究開発と Society5.0 との

橋渡しプログラム（Bridge）に採択され、社

会実装に向けた取り組みが加速している。 

実災害時には、都道府県本庁に設置される

保健医療福祉調整本部へ保健医療福祉支援活

動に必要となる情報を提供し、必要とされる

情報の収集について本部がどのような体制を

整えるかが重要であり、災害前の訓練や研修

からこれらを意識した内容が期待される。 

 令和 5 年度は、DHEAT 統括研修を通じて、

保健医療福祉調整本部でどのような災害情報

が求められているかの整理を行い、令和 6 年

1 月 1 日に発生した能登半島地震における、

保健医療福祉調整本部での活動に基づき訓練

や研修でどのような内容を盛り込むべきかの

検証へと繋げた。 

 令和 6 年度能登半島地震の発生により、保

健医療福祉調整本部での情報のあり方を検証

する機会を得たことから、当初の研究内容を

一部変更している。 

 

Ｃ．研究結果 

 令和 5年 12月 12日に実施された統括 DHEAT

研修においては、 

 保健所現状報告システムの報告から本

庁の意思決定を行える 
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 時期によって必要な情報項目の詳細と

取得先、活用方法、共有先を考えること

ができる 

 保健医療福祉調整本部におけるタスク

と情報の関係性を考えることができる 

の 3 点を目標として実施された。その中で急

性期・亜急性期・移行期の 3 つのフェーズご

とに、どのような情報を（About）、どこから

（From）、どのような目的で（For）、どこへ

（To）をキーワードとして、保健医療福祉調

整本部で取り扱うべき情報についての発想を

行った。実際に研修で発想された情報を以下

の図に示す。 

 
 

 発想の手助けとして参考的な情報も災害対

応経験のある DHEAT と作成した（下図）。 

 

 保健・医療・福祉の領域についてフェーズ

ごとに求められる情報とその情報の活用先に

ついての収集を行うことができた。 

 統括 DHEAT 研修については、令和 5 年度に

2 回の実施が予定されていたが、能登半島地

震の影響で 2 回目が中止となった。2 回分の

結果を統合して保健医療福祉調整本部で取り

扱うべき情報の整理を行う予定であったが、

石川県保健医療福祉調整本部での実際の情報

のあり方を検証することを優先し、収集した

内容については令和 6 年度の研修結果と合わ

せて分析・整理することとした。 

 令和 6 年 1 月 1 日に発生した能登半島地震

において、主に避難所の情報がデジタルで収

集され、収集された情報を用いて対応策が検

討された。分担者が知る限り、避難所の情報

をはじめ、被災地の情報がデジタルファース

トで収集されたのは初めてだと考える。 

 そのような中、石川県内の避難所の情報（避

難所の状況の調査）については D24H が活用さ

れ、過去の災害と比較しても情報把握の迅速

性は向上したものであった。 

 

 高齢者施設をはじめとする福祉施設や、避

難所の感染症流行状況、食事の提供状況とい

った内容も、保健医療福祉調整本部の中で発

案がなされ、システム側が柔軟に対応して情

報収集が開始されるスキームが発揮されてい

た。 

 一方で、情報収集の際に情報収集のための

ツールが乱立したことも事実であり、本部活

動の従事者の中で、システムや収集ツールに

長けた者が各々の得意なシステムやツールで

情報収集を試みようとしたために、後々にデ

ータの統合に手間がかかるといった問題が発

生したことも事実であった。 
 さらに、初めてデジタルファーストで行わ

れたこともあり、日々、保健医療福祉調整本

部で取り扱わなければならない（分析しなけ
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ればならない）情報が膨大となり、情報の収

集→分析→対応立案のプロセスの中で、「集

められ情報をどう活用したらいいのかわから

ない」といった問題点も発見できるものとな

った。 

 

Ｄ．考察と結論 

 災害時の被災地の情報収集の環境は能登半

島地震の対応において D24H が活用されたこ

ともあり、保健医療福祉本部で情報を取り扱

わないといけない雰囲気が確立された。また、

保健医療福祉調整本部での従事が期待される

DHEAT からもどのような情報をどのような目

的で集め利活用したらいいかの意識は高まっ

ており、システム側への反映が期待される時

期にも差し掛かっている。 

一方で、実災害時に実際の情報と対峙する

と、分析の方法、表現の仕方、政策への転用

など、研修や訓練であまり実施されていない

内容を求められることもあり、それらの内容

を事前に体感しておく必要性が生じている。 

 令和 6 年度の能登半島地震の経験を生かし

て、今後は、集められた情報の分析・可視化・

政策への転用のプロセス標準化を行い、訓

練・研修の中で体感できる仕掛けを構築する

ことが求められる。 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 
 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし
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厚生労働行政推進調査事業費（健康安全・危機管理対策総合研究事業研究事業）

分担研究報告書

災害時の保健・医療・福祉及び防災分野の情報集約及び対応体制における連携推進のための研究  

情報能力向上方策等の検討（令和 5 年度） 

研究分担者 池田 和功（和歌山県岩出保健所）

研究要旨：

本研究の目的は、情報収集システムの活用、情報分析の運用体制、情報能力向上方策

等の災害対応の向上に向けた検討及び試行を行うことである。

被災地の情報については、EMIS、ISUT、D24H（避難所ラピッドアセスメントシー

ト）、保健所現状報告システムがあり、情報へのアクセスがしやすく、情報量も多いため

災害支援には大変有効な手段である。

これら情報収集システムから得られる災害情報に加えて、保健医療チームが避難所訪

問などで収集した情報を合わせて、情報分析や課題抽出が行われる。そのため、地域保健

医療福祉調整本部を設置し、保健医療チームが同じフロアで活動し、ミーティングや個別

相談を重ね連携することで、迅速な課題解決につながる。

情報能力向上のために平時からできることとしては、保健所に加え医療機関や市町村

も EMIS、ISUT、D24H（避難所ラピッドアセスメントシート）、保健所現状報告シス

テムなど必要な情報システム使用訓練をしておくことがある。また、様々な保健医療チー

ムとの連携が重要であることから、通常業務において、保健所職員一人一人が地元関係機

関との調整能力やコミュニケーション力を向上させることが非常に有効である。また、市

町村、医療機関、医師会、薬剤師会、消防など関係機関はもちろんのこと、地元

DMAT、日赤救護班、JRAT、JDA-DAT、DWAT なども参加して、顔の見える関係を構

築するような連携訓練を実施することが望ましい。

Ａ．研究目的

2022 年 7 月 22 日に、厚生労働省 6 課局

部長通知「大規模災害時の保健医療福祉活

動に係る体制の整備について」が発出さ

れ、保健所は、保健医療福祉調整本部を通

じて派遣された保健医療活動チームに対

し、保健医療活動に係る指揮又は連絡を行

うとともに、当該保健医療活動チームの避

難所等への派遣調整を行うこととされた。

これらを実施するために、自治体におけ

る情報収集から意思決定及び災害対応の迅

速化・効率化が必要であり、その結果とし

て被災者の生命・健康の確保への貢献が期

待できる。

本研究の目的は、このような背景がある

中で、情報収集システムの活用、情報分析

の運用体制、情報能力向上方策等の災害対

応の向上に向けた検討及び試行を行うこと

である。そして、災害時の情報システム運

用等の実社会における課題から、システム

の改善につなげる。また、自治体職員の災

害時情報能力向上のための訓練などの方法

を提示する。

Ｂ．研究方法

１．令和５年度災害時健康危機管理支援チ

ーム（DHEAT）養成研修（基礎編）におい

て、1）保健所現状報告システムの使用訓練
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を実施した。２）また、災害医療の要請経

路演習を実施した。 
２、和歌山県において、市町村を対象とし

た災害時初動アクションカードの作成と保

健所との連携訓練を実施し、市町村の情報

通信機能、関係機関との情報共有の方法に

ついて検討した。 
３、能登地震による被災地への DHEAT 支

援をもとに、関係機関の効果的な情報共有

の方法について検討した。 
 
Ｃ．研究結果 
１．令和５年度災害時健康危機管理支援チ

ーム（DHEAT）基礎編研修（保健所災害対

応研修） 
令和 5 年度、一般財団法人 日本公衆衛生

協会の主催で、4 回にわたって研修を実施し

た。対象は、都道府県等の保健所、本庁保

健部局に勤務する、公衆衛生医師（保健所

長等）、保健師、薬剤師等で、47 都道府県

すべてから参加があり、延べ 647 人参加し

た。 
1）保健所現状報告システムの使用 

本研修において、保健所現状報告システ

ムの情報入力、閲覧を習得することを目的

の一つとした。演習では、自分たちが入手

した保健所の情報を、スマートフォンを使

用し保健所現状報告システムに入力した。

研修では、ほとんどの受講者が入力できて

いた。 
 

 ３．保健所現状報告システム入力と閲覧ができる 
受講前 

 
 
 
 
 
 
 
 

受講後 

 
研修の前後で受講者にアンケート調査を

実施した。研修前に比べ研修後で、「保健

所現状報告システム入力と閲覧ができ

る。」という質問について、できないとい

う回答が激減し、十分できる、おおむねで

きるという回答が増加した。 
保健所被災状況の集計結果は、スマート

フォンでは閲覧できず、パソコンでのみ閲

覧できるので、災害時に保健所でパソコン

でインターネット接続ができるようにして

おく必要がある。スマートフォンも含めイ

ンターネット接続ができない場合は入力・

閲覧両方ができないため、本庁で代行入力

するなどの方法も考えておく必要がある。 
また、研修では同一保健所の情報を入力

しているにもかかわらず、集計結果では入

力内容が異なる項目が少なからずあった。

停電しているが、発電機で電源確保してい

る場合などが考えられるが、各項目の入力

基準について検討とマニュアル化が必要で

ある。 
 

２）災害医療の要請経路演習 
 DHEAT 基礎編研修の演習の一つとして、

災害医療の様々なケースに応じて、患者受

け入れ、搬送など医療に関する要請を行う

依頼先、依頼経路について検討した。 
本演習では、災害時に医療機関に対して

要請が必要なケースを複数想定し、保健所

に依頼があった場合、どの機関に要請をす

ればよいか検討した。 
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例えば、上記例のように保健所に人工透

析患者の受け入れ先確保と搬送依頼があっ

た場合について検討した。透析医療につい

て検討する場合、保健所として予備知識と

して知っておくべきことがある。1 点目は、

医療圏内の透析医療機関とその医療機関間

で協定を結ぶなどして災害時の協力体制が

できているか。2 点目は、被災病院、DMAT
活動拠点本部、DMAT 調整本部という

DMAT の医療要請ラインとそれぞれの連絡

方法。3 点目は、透析コーディネーターな

ど、災害時透析医療の調整方法。災害医療

には、このようなルールがあるため情報と

して事前に認識しておく必要がある。基礎

知識として、ルールを知っている参加者

は、所属地域の状況や特徴も踏まえた意見

を積極的に出されていた。大規模災害の場

合は、DMAT ラインで医療調整が行われる

ことが多いが、保健所職員も医療対応のル

ールを一定知っておく必要がある。 
本演習で、保健所設置市のグループを作

って検討したところ、いくつかの特徴があ

った。ほとんどの保健所設置市は、県型保

健所と同じように地域の医療機関からの物

資やスタッフの要請を都道府県の保健医療

福祉調整本部に依頼するようになっていた

が、一部政令指定都市では DMAT 調整本部

を市の保健医療福祉調整本部に設置し完結

する予定というケースもあった。また県庁

に要請する場合、市の保健部局から直接で

はなく、いったん市の災害対策本部を通じ

て都道府県に要請するというケースもあっ

た。 
 保健所設置市の市役所内部組織では、保

健所と本庁保健部局の役割分担は市によっ

てさまざまであった。保健所・本庁保健部

局と区役所保健部局間の役割分担は、県型

保健所と市町村間の役割分担と同様である

ものの、一部異なっている場合もあった。 
 
２、市町村の災害初動アクションカード作

成と保健所との連携 
 大規模災害では、市町村保健福祉部局と

保健所が足並みをそろえて連携体制をいち

早く構築することが重要である。発災直後

に迅速に組織を立ち上げ、災害対応に当た

るために、アクションカードを用いた初動

対応が有効である。和歌山県では、市町村

が災害初動対応できることを目的として、

令和 5 年度県下 19 市町村の保健福祉部局を

対象に初動アクションカードを作成し、保

健所と市町村合同の初動訓練を実施した。 
 アクションカード作成の段階から、市町

村保健福祉部局に加え危機管理部局の職員

にも参加してもらった。災害時初動アクシ

ョンカードは、2 回の打ち合わせ会議を経て

完成した。1 回目の打ち合わせでは、ベース

となるアクションカードをもとに、市町村

の実態に合わせて修正する形で作成を進め

た。2 回目の打ち合わせでは、アクションカ

ードをもとに執務室など現場で通信機器の

使用方法や本部設置方法などを実際に行い

ながら確認しアクションカードを完成させ

た。 
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アクションカードの内容は次の表の項目

で構成されている。休日・夜間に発災があ

った場合、少数の職員で初動対応しなけれ

ばならないことが想定されるため、発災直

後に職場に集合した段階からの活動につい

て作成している。AC1 から AC17 までは発

災初日の活動についての内容で、それ以降

のアクションカードは発災 2 日目以降を想

定した内容になっている。ただし、被災状

況によって柔軟に活用することが原則であ

る。 
 
 
 
 
 

 
アクションカードが完成したら、次は市町

村と保健所の合同訓練を実施した。合同訓

練は、保健所と管内市町村がそれぞれの職

場に集合して、一斉に初動アクションカー

ドを用いて初動対応を行い、通信機器を使

って連絡を取り合うという内容である。 
合同で訓練を実施する目的は、保健所と

市町村がリアルタイムで連絡を取り合うた

めであり、通信手段という技術面と連携す

るという意識づけの意味がある。発災直後

から連絡を取り合うことが極めて重要であ

ることを訓練では強調している。 

 

ベース 

修正版 

現場確認 現場確認 

保健所での初動訓練 

市町村での初動訓練 
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アクションカード作成と訓練の利点は下

記のとおりである。 
・市町村保健部局が災害時に実施すべきこ

とを理解でき、発災直後から混乱するこ

となく対応することが期待できる。 
・危機管理部局と連携できる。 
・危機管理部局が参加することで、衛星電

話や無線の使い方が理解できる。 
・福祉部局の職員も参加する市町村があ

り、福祉部局も災害対応が理解できる。 
・保健所と市町村の連携が深まる。保健所

からリエゾンを市町村に派遣することによ

り、保健所と市町村間で連絡が円滑に行え

るとともに、災害対応を共同で考えること

ができる。 
 
通信に関する課題 

市町村において、独立の保健センターな

ど本庁と別の場所で活動拠点を設置する場

合、通信機器が確保できないことがある。

固定電話、携帯電話が通信不可の場合、保

健所との連絡ができる通信機器としては、

衛星電話、防災電話（LASCOM：自治体衛

星通信）、簡易デジタル無線が考えられ

る。独立庁舎の場合、衛星電話と防災電話

が整備されていない場合が多く通信の確保

に難渋する。そのような場合、比較的安価

な通信機器の選択肢として簡易デジタル無

線がある。和歌山県西牟婁（田辺）医療圏

で 3 か所の市町と保健所間で簡易デジタル

無線による通信を

行ったところ、直

線距離で 7km 程度

離れていても通信

が可能であり、災

害時に有用であることが分かった。 
また、保健福祉部局の職員は普段衛星電

話や防災電話を使用することはないので、

使用方法がわからない職員が多かった。平

時から訓練等で使い慣れておく必要があ

る。 

  
福祉部局の関わりについての課題 

市町村では保健福祉課というように保健

と福祉が一体となった組織になっている場

合が多かった。アクションカード作成にも

福祉の職員が参加した市町村は多かった

が、作成過程で福祉からの課題が出される

ことはほとんどなかった。保健所から介護

施設の被災情報収集や災害時要援護者の対

応について投げかけてみたところ、保健所

も含めて具体的な対応策を提示することが

できずアクションカードに組み込むことは

できなかった。福祉施設の支援について、

都道府県と市町村がどのような役割分担

で、それぞれが具体的にどのような対応を

するのか自治体ごとに話し合いを進める必

要があるのではないか。 
 災害ボランティアに関しては、地元で活

動する組織の情報に乏しく連携が難しいと

思われた。現実には、人口規模の小さい２

次医療圏では、災害ボランティア団体が存

在しない地域も少なからずあるのではない

かと想像する。保健医療チームについて

は、比較的容易に探すことはできるが、災

害ボランティア団体・NPO については発掘

するところから始める必要がある。 
 
３、能登地震支援からの教訓 

令和 6 年 1 月 1 日に能登地方で最大震度 7
の地震が発生した。1 月 8 日から能登中部で

DHEAT として支援した経験から、情報収集

分析、関係機関の連携について報告する。  
支援準備としての情報収集では、被災県

の災害対策本部会議資料、ISUT、EMIS、
D24H を用いた避難所情報が有用であった。

災害対策本部会議資料は毎日ホームページ

に掲載され、震度分布など地震の状況、停

電などライフラインの状況、避難所開設状

況、支援チームの状況などが記載されてお

り、被災地の状況が把握できた。ISUT は、

停電、断水、道路情報、避難所、病院の情

市町での初動訓
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報が地図上に記されており、視覚的に地域

ごとの状況が把握できた。EMIS と D24H
を用いた避難所情報を閲覧することによ

り、被災地の医療機関と避難所の状況が具

体的かつ詳細に把握することができた。保

健所現状報告システムは、被災地の自治体

職員は閲覧可能であるが、DHEAT など被災

地外の自治体は閲覧できない設定になって

いる。そのため、被災地保健所の被災状況

は、支援に行く前に被災地保健所や本庁に

直接電話等で問い合わせる必要がある。 
1 月 8 日から被災地支援を開始したが、そ

の時には既に DMAT、日赤救護班、

JMAT、JRAT、DPAT、保健師チームと多

数の保健医療支援チームが活動していた。

被災地支援では、支援チームが連携するこ

とが極めて重要であり、その事例について

報告する。 
被害の大きい市町には、県外から保健師

チームが支援しており、朝と夕方に全体ミ

ーティングを行い情報共有した。保健所か

らは、保健所保健師と DHEAT 保健師がリ

エゾンとして毎日市町保健部局に出向き、

市町統括保健師等と災害対応について検討

した。発災後しばらくは、市町と災害拠点

病院に設置された DMAT 活動拠点本部と連

携がなかったため、保健師チームと DMAT
や日赤救護班が同じ避難所を訪問するとい

うことがあったが、毎日連絡を取り合い、

訪問先を調整するようになってからは、お

互い役割分担ができた。また、JRAT、日赤

救護班、DWAT が市町の保健師チームミー

ティングに参加するようになり、さらに連

携が進んだ。 

 

さらに避難所支援にかかわる支援チーム

で LINE の OpenChat 機能を使った情報交

換も行った。この機能を使って支援者全員

に情報共有することができた。さらに、リ

アルタイムの情報交換もでき、保健師チー

ムが訪問先で医療チームに診察してほしい

避難者がいると、OpenChat で医療チームの

訪問を依頼し、訪問可能な医療チームから

応答があり、同日中に医療チームの支援が

受けられるなど即効性も加わった。ある市

の避難所支援 OpenChat には 1 月下旬には

数百人が登録しており、多人数でリアルタ

イムの情報交換が可能になっていた。 
保健所では、発災 10 日ころから DMAT

と地域保健医療福祉調整本部の準備を始め

て、発災 2 週目の終わりには保健医療福祉

調整本部会議を開催した。この会議には、

保健所、市町保健福祉部局、地元医師会、

歯科医師会、薬剤師会、DHEAT、DMAT、
日赤救護班、JMAT、JRAT、DPAT が参加

した。後に、消防、警察、DWAT、歯科医

師チームも加わった。 

 
発災 3 週目には、保健所に地域保健医療

福祉調整本部を設置し、保健所を拠点に

DMAT、日赤救護班、JMAT、JRAT、
DPAT、DHEAT が一緒に活動するようにな

った。調整本部では、朝に各チームの代表

者によるリーダーミーティング、全体ミー

ティングを行い、夕方には、リーダーミー

ティング、全体ミーティングおよび保健医

療福祉調整本部会議を土日も含めて毎日行

った。 
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被災地では、様々な課題に迅速に対応し

なければならず、そのためには支援チーム

間の連携が必要であるが、支援チームは被

災地で初めて会うため、1 日複数回のミーテ

ィングは大変有用であった。これだけ多く

のミーティングを実施することは効率的で

ないように思われるかもしれないが、支援

チームの連携が深まるほど災害対応が迅速

かつ効果的に進められることから、自動的

に連携の機会を設けられる複数回ミーティ

ングは必要であると考える。基本的に、支

援チームはチームの方針に従って、他のチ

ームと混ざることなく各チーム単位で活動

するが、困ったことがあると、他のチーム

が同じフロアにいて、会議などで顔見知り

になっているので、気軽に相談しあうとい

うことが頻繁にあった。支援チームはそれ

ぞれ得意分野があるので、相談しあうこと

で迅速な課題解決につながり、役割分担し

ながら災害対応にあたることができた。 
 地元関係機関に目を向けると、市町と医

師会が平時からつながりが強かったので、

発災早期の段階から市町が医師会に避難所

の巡回診療を依頼し実現していた。DMAT
等県外支援チームと平時からつながること

はできないが、地元の DMAT など保健医療

支援チームと平時から顔見知りになって、

お互いの役割などを理解しておくことで、

災害時に外部支援と連携がより円滑に行わ

れるようになるのではないかと考えられ

る。 
 
Ｄ．考察 

被災地の情報収集については、IT 技術が

進歩したんことや EMIS、ISUT、D24H
（避難所情報）などのツールが開発された

ことで、被災地外からも多くの情報を得る

ことができるようになった。被災地での支

援では、個別具体的な事例や課題、各支援

チームの活動状況の共有が LINE アプリの

OpenChat 機能を使ってリアルタイムに共有

できた。また、各支援チームの情報を

GoogleDrive に保存することで共有が可能と

なった。 
平時には、DHEAT 基礎編訓練で保健所現

状報告システムの使用訓練を実施してい

る。また、多くの地域で保健所と市町村、

医療機関と各種通信機器を使用した連絡訓

練が行われている。災害現場では、様々な

情報共有ツールが使用されることから、平

時においてもこれら新たなツールを使いこ

なせるような訓練が必要である。また、行

政組織では、平時には GoogleDrive といっ

た機能が使用できない設定になっているこ

とが多く、災害時に対応できるようにする

必要がある。 
 災害対応では、関係機関、支援チームと

の連携が最も大切だといっても過言ではな

い。関係機関との連携は、災害対応に限ら

ず、災害以外の通常業務においても重要で

あり、平時から多くの関係機関とつながり

を持っておくことは、災害対応にとても役

立つといえる。和歌山県の市町村を対象と

した初動訓練を事例として挙げたが、本訓

練では、保健所と市町村の保健・福祉部局

および防災部局と連携している。加えて、

病院や医師会等との連携訓練も行ってお

り、このような訓練を通じて連携すること

も効果的である。DMAT ブロック訓練で

は、DMAT、日赤、DPAT など医療チーム

の連携が訓練で実施されている。DMAT ブ

ロック訓練に保健所や DHEAT が加わって

連携を広げることや、2 次医療圏単位で保健

所、市町村と地元 DMAT、JRAT、JDA-
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DAT など保健医療チームが一堂に会して実

施する連携訓練が今後必要であると考え

る。このような新たな訓練については、訓

練事例や訓練のシナリオなどを保健所等に

提供して、訓練を実施しやすくして、促す

ようにできればいいのではないかと考え

る。 
 
Ｅ．結論 

情報収集システムの活用、情報分析の運

用体制、情報能力向上方策等の災害対応の

向上に向けた検討及び試行的に訓練を行っ

た。 
Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 
 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 

特になし 
２．実用新案登録 

特になし 
３．その他 

特になし 
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1 

保健医療福祉分野の災害対応調整に関する調査 サマリー 

調査期間：令和５年 10月 20 日～令和６年１月 15 日 

回収状況： 

調査の種類 対象数 回収数 回収率 

都道府県 47 46 97.9％ 

指定都市 20 19 95.0％ 

政令市 67 64 95.5％ 

特別区 23 20 87.0％ 

サマリーを読む際の注意点： 

 回答は、各質問の回答者数（ｎ）を基数とした百分率（％）で示しています。 

 百分率は小数点以下第２位を四捨五入して算出しました。このため、百分率の合計が 100％

にならないことがあります。 

 １つの質問に２つ以上答えられる“複数回答可”の場合は、回答比率の合計が 100％を超え

る場合があります。 

 スペースの関係上、問や選択肢を省略して表記していることがあります。 

 サンプル数が少なくてもコメントしています。 

 類似の問は１つのグラフに表示しています。調査の種類によって問や選択肢が異なること

もありますので、問や注釈をご確認ください。 

Ａ．保健医療福祉調整本部に相当する組織ついて 

「保健医療福祉調整本部」又は、相当する既存の組織を大
規模災害発生時に設置することになっているか 

【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ１ - - - 

「保健医療福祉調整本部」に相当する組織を大規模災害
発生時に設置することになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ａ１ Ａ１ Ａ１ 

【都道府県】「はい（計画書等に明記されている）」が 95.7％と最も多くなっています。 

【指定都市】「はい（計画書等に明記されている）」が 84.2％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「はい（計画書等に明記されている）」が 71.9％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「はい（計画書等に明記されている）」が 80.0％と最も多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

95.7 

84.2 

71.9 

80.0 

4.3 

0.0 

0.0 

5.0 

0.0 

0.0 

18.8 

0.0 

0.0 

15.8 

9.4 

15.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A
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2 

 
Ａ１で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

その組織【単数回答】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ１－１ Ａ１－１ Ａ１－１ Ａ１－１ 

【都道府県】「保健医療福祉に関する本部」が 71.7％と最も多くなっています。 

【指定都市】「保健医療に関する本部」が 62.5％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「保健医療に関する本部」が 78.3％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「保健医療に関する本部」が 82.4％と最も多くなっています。 

 

 

Ａ１で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

その組織の名称【自由記述】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ１－２ Ａ１－２ Ａ１－２ Ａ１－２ 

 

都道府県  指定都市 

 保健医療福祉調整本部 

 保健医療調整本部 

 保健医療福祉調整班 

 災害医療本部 

 災害対策本部健康福祉部 

 保健医療福祉対策本部 

  医療対策本部 

 災害時医療連絡調整本部 

 災害時保健医療調整本部 

 保健医療救護本部 

 保健医療調整本部 

 健康福祉対策部 

   

政令市  特別区 

 保健医療調整本部 

 医療救護本部 

 保健所対策本部 

 災害対策本部健康福祉部 

 保健医療調整チーム 

 保健医療部指揮本部 

  医療救護活動拠点 

 医療救護本部 

 医療対策本部 

 災対健康部 

 災対保健所部 

 保健医療調整本部（医療救護活動拠点） 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝16）

政令市 （ｎ＝46）

特別区 （ｎ＝17）

71.7 

31.3 

10.9 

0.0 

21.7 

62.5 

78.3 

82.4 

6.5 

0.0 

2.2 

11.8 

0.0 

6.3 

8.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保健医療福祉に関する本部 保健医療に関する本部

医療に関する本部 その他

無回答 A
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3 

 
Ａ１で「はい（計画等に明記されている）」の方のみ 

本部の設置について記載されている計画等【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ１－３ Ａ１－３ Ａ１－３ Ａ１－３ 

【都道府県】「都道府県の地域防災計画」が 84.1％と最も多くなっています。 

【指定都市】「指定都市の地域防災計画」が 87.5％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「市の地域防災計画」が 82.6％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「区の地域防災計画」が 100.0％と最も多くなっています。 

 

※「地域防災計画」は、都道府県で「都道府県の地域防災計画」、指定都市で「指定都市の地域防災計画」、政令市

で「市の地域防災計画」、特別区で「区の地域防災計画」という選択肢です。 

地域防災計画

要綱

マニュアル

医療救護計画

その他

無回答

84.1 

54.5 

47.7 

31.8 

20.5 

0.0 

87.5 

0.0 

56.3 

37.5 

6.3 

0.0 

82.6 

6.5 

67.4 

17.4 

10.9 

0.0 

100.0 

0.0 

62.5 

12.5 

12.5 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

都道府県（ｎ＝44） 指定都市（ｎ＝16）

政令市 （ｎ＝46） 特別区 （ｎ＝16）
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4 

 
Ａ１で「はい（計画等に明記されている）」の方のみ 

計画やその他の文書に記載されている内容【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ１－４ Ａ１－４ Ａ１－４ Ａ１－４ 

【都道府県】「本部の役割」が 97.7％と最も多くなっています。 

【指定都市】「構成メンバー」が 100.0％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「本部の役割」が 95.7％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「本部の役割」が 100.0％と最も多くなっています。 

 

※「災害対策本部との権限の分掌」は、都道府県で「都道府県全体の災害対策本部との権限の分掌」、指定都市で

「指定都市全体の災害対策本部との権限の分掌」、政令市で「市全体の災害対策本部との権限の分掌」、特別区で

「区全体の災害対策本部との権限の分掌」という選択肢です。 

※「災害対策本部との情報共有方法」は、都道府県で「都道府県全体の災害対策本部との情報共有方法」、指定都

市で「指定都市全体の災害対策本部との情報共有方法」、政令市で「市全体の災害対策本部との情報共有方法」、

特別区で「区全体の災害対策本部との情報共有方法」という選択肢です。 

 

本部の役割

構成メンバー

設置にむけた手順

メンバーの役割

災害対策本部との権限の分掌

他組織や他機関との情報共有方法

災害対策本部との情報共有方法

研修や訓練

他機関の保健医療福祉調整本部との
情報共有方法

その他

無回答

97.7 

84.1 

72.7 

68.2 

54.5 

47.7 

43.2 

27.3 

18.2 

2.3 

0.0 

93.8 

100.0 

87.5 

68.8 

62.5 

81.3 

62.5 

50.0 

62.5 

0.0 

0.0 

95.7 

91.3 

89.1 

82.6 

73.9 

65.2 

63.0 

41.3 

43.5 

6.5 

0.0 

100.0 

75.0 

68.8 

81.3 

81.3 

68.8 

68.8 

18.8 

31.3 

12.5 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

都道府県（ｎ＝44） 指定都市（ｎ＝16）

政令市 （ｎ＝46） 特別区 （ｎ＝16）
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5 

 
Ａ１で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

保健医療福祉調整本部を設置することになっている場所 

【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ２ Ａ２ Ａ２ Ａ２ 

【都道府県】「災害対策本部と同じ建物内の別の部屋」が 37.0％と最も多くなっています。 

【指定都市】「災害対策本部とは別の敷地内」が 37.5％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「災害対策本部とは別の敷地内」が 67.4％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「災害対策本部とは別の敷地内」が 58.8％と最も多くなっています。 

 

 

Ａ２で『設置する場所が決まっている』の方（「決まっていない」以外の方）のみ 

その広さ（最大約○人で会議ができる広さ）【数字回答】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ２－１ Ａ２－１ Ａ２－１ Ａ２－１ 

【都道府県】「20 人以下」が 31.3％と最も多くなっています。 

【指定都市】「20 人以下」が 28.6％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「20 人以下」が 39.5％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「20 人以下」が 41.2％と最も多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝16）

政令市 （ｎ＝46）

特別区 （ｎ＝17）

19.6 

12.5 

0.0 

5.9 

37.0 

31.3 

10.9 

29.4 

10.9 

6.3 

4.3 

5.9 

2.2 

37.5 

67.4 

58.8 

30.4 

12.5 

17.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

災害対策本部と同じ部屋 災害対策本部と同じ建物内の別の部屋

災害対策本部と同じ敷地内の別の建物内 災害対策本部とは別の敷地内

決まっていない 無回答

都道府県 （ｎ＝32）

指定都市 （ｎ＝14）

政令市 （ｎ＝38）

特別区 （ｎ＝17）

31.3 

28.6 

39.5 

41.2 

21.9 

21.4 

15.8 

17.6 

9.4 

7.1 

31.6 

17.6 

3.1 

14.3 

2.6 

11.8 

6.3 

14.3 

0.0 

5.9 

15.6 

0.0 

7.9 

0.0 

12.5 

14.3 

2.6 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20人以下 21～40人 41～60人 61～80人

81～100人 101人以上 無回答 A
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6 

 
Ａ２で「災害対策本部と同じ部屋」以外の方のみ 

災害対策本部の部屋に、保健医療福祉調整に係る職員を
配置することになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ２－２ Ａ２－２ Ａ２－２ Ａ２－２ 

【都道府県】「はい（計画等に明記されている）」、「決まっていない」がそれぞれ 32.4％と最も多く

なっています。 

【指定都市】「はい（計画等に明記されている）」が 50.0％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「はい（計画等に明記されている）」が 45.7％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「はい（計画等に明記されている）」が 50.0％と最も多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝37）

指定都市 （ｎ＝14）

政令市 （ｎ＝46）

特別区 （ｎ＝16）

32.4 

50.0 

45.7 

50.0 

18.9 

14.3 

10.9 

6.3 

10.8 

7.1 

21.7 

18.8 

32.4 

28.6 

19.6 

18.8 

5.4 

0.0 

2.2 

6.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A
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Ａ１で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

保健医療福祉調整本部の構成員【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ３ Ａ３ Ａ３ Ａ３ 

【都道府県】「医務主管課」が 93.5％と最も多くなっています。 

【指定都市】「医務主管課」、「保健所」がそれぞれ 100.0％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「保健所」が 95.7％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「保健所」が 94.1％と最も多くなっています。 

 

医務主管課

薬務主管課

保健衛生主管課

精神保健主管課

障害福祉主管課

高齢者福祉主管課

母子保健主管課

児童福祉主管課

保健所

その他

無回答

93.5 

91.3 

89.1 

87.0 

67.4 

65.2 

63.0 

52.2 

32.6 

30.4 

2.2 

100.0 

93.8 

93.8 

68.8 

31.3 

31.3 

43.8 

0.0 

100.0 

25.0 

0.0 

71.7 

73.9 

76.1 

71.7 

13.0 

15.2 

52.2 

4.3 

95.7 

21.7 

0.0 

58.8 

58.8 

82.4 

52.9 

0.0 

5.9 

47.1 

0.0 

94.1 

0.0 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

都道府県（ｎ＝46） 指定都市（ｎ＝16）

政令市 （ｎ＝46） 特別区 （ｎ＝17）
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8 

 
Ａ１で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

保健医療福祉調整本部の本部長（統括指揮者）となる職員
は決まっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ４ Ａ４ Ａ４ Ａ４ 

【都道府県】「はい」が 95.7％と多くなっています。 

【指定都市】「はい」が 100.0％と多くなっています。 

【 政令市 】「はい」が 100.0％と多くなっています。 

【 特別区 】「はい」が 100.0％と多くなっています。 

 

 
Ａ４で「はい」の方のみ 

その役職名【単数回答】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ４－１ Ａ４－１ Ａ４－１ Ａ４－１ 

【都道府県】「部局長」が 90.9％と最も多くなっています。 

【指定都市】「部局長」が 62.5％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「保健所長」が 52.2％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「保健所長」が 58.8％と最も多くなっています。 

 

※「保健所長」は、指定都市、政令市、特別区のみの選択肢です。 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝16）

政令市 （ｎ＝46）

特別区 （ｎ＝17）

95.7 

100.0 

100.0 

100.0 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答 A

都道府県 （ｎ＝44）

指定都市 （ｎ＝16）

政令市 （ｎ＝46）

特別区 （ｎ＝17）

90.9 

62.5 

37.0 

17.6 

4.5 

0.0 

2.2 

5.9 

25.0 

52.2 

58.8 

4.5 

12.5 

8.7 

17.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

部局長 部局長に準じる役職 保健所長 その他 無回答 A
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9 

 
Ａ４で「はい」の方のみ 

その職種【単数回答】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ４－２ Ａ４－２ Ａ４－２ Ａ４－２ 

【都道府県】「事務職」が 63.6％と最も多くなっています。 

【指定都市】「事務職」が 56.3％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「医師」が 60.9％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「医師」が 82.4％と最も多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝44）

指定都市 （ｎ＝16）

政令市 （ｎ＝46）

特別区 （ｎ＝17）

63.6 

56.3 

32.6 

11.8 

22.7 

25.0 

60.9 

82.4 

13.6 

18.8 

6.5 

5.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事務職 医師 その他 無回答 A
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Ａ１で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

保健医療福祉調整本部の事務局は決まっているか 

【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ５ Ａ５ Ａ５ Ａ５ 

【都道府県】「はい」が 97.8％と多くなっています。 

【指定都市】「はい」が 93.8％と多くなっています。 

【 政令市 】「はい」が 95.7％と多くなっています。 

【 特別区 】「はい」が 100.0％と多くなっています。 

 

 

Ａ５で「はい」の方のみ 

その部署名【単数回答】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ５－１ Ａ５－１ Ａ５－１ Ａ５－１ 

【都道府県】「部局の主管課」が 64.4％と最も多くなっています。 

【指定都市】「部局の主管課」、「複数の課で担当」がそれぞれ 33.3％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「部局の主管課」が 45.5％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「部局の主管課」が 58.8％と最も多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝16）

政令市 （ｎ＝46）

特別区 （ｎ＝17）

97.8 

93.8 

95.7 

100.0 

2.2 

6.3 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答 A

都道府県 （ｎ＝45）

指定都市 （ｎ＝15）

政令市 （ｎ＝44）

特別区 （ｎ＝17）

64.4 

33.3 

45.5 

58.8 

17.8 

20.0 

13.6 

0.0 

0.0 

6.7 

4.5 

11.8 

8.9 

33.3 

18.2 

23.5 

8.9 

6.7 

15.9 

5.9 

0.0 

0.0 

2.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

部局の主管課 医療政策担当課 保健衛生担当課

複数の課で担当 その他 無回答
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Ａ１で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

保健医療福祉調整本部で担当が決められている役割 

【複数回答可】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ６ Ａ６ Ａ６ Ａ６ 

【都道府県】「情報集約・分析」が 80.4％と最も多くなっています。 

【指定都市】「情報収集・分析」、「受援・応援」がそれぞれ 87.5％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「情報集約・分析」が 91.3％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「情報集約・分析」が 94.1％と最も多くなっています。 

 

 

Ａ１で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

その他、担当が決められている特徴的な業務【自由記述】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ７ Ａ７ Ａ７ Ａ７ 

 

都道府県  指定都市 

 －   防疫部門、環境衛生部門、食品衛生部門 

 職員のローテーション、職員の食糧・飲料水や
資器材等の確保等の庶務業務 

   

政令市  特別区 

 応急救護所の運営における指示命令 

 救護所業務、保健救護活動業務、検査業務、食
品衛生業務、愛玩動物対策業務、家屋消毒業務 

  医薬担当 

情報集約・分析

受援・応援

記録

対応計画策定

調達

広報

経理

無回答

80.4 

69.6 

60.9 

58.7 

52.2 

32.6 

19.6 

19.6 

87.5 

87.5 

75.0 

62.5 

75.0 

50.0 

37.5 

12.5 

91.3 

78.3 

73.9 

65.2 

76.1 

43.5 

34.8 

8.7 

94.1 

82.4 

52.9 

64.7 

70.6 

17.6 

5.9 

5.9 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

都道府県（ｎ＝46） 指定都市（ｎ＝16）

政令市 （ｎ＝46） 特別区 （ｎ＝17）
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災害対応時の職員の安全衛生の担当者は決められているか 

【複数回答可】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ８ Ａ８ Ａ８ Ａ８ 

【都道府県】「災害時の全庁での担当が決められている（人事・職員厚生部局の産業保健スタッフ

等）」が 56.5％と最も多くなっています。 

【指定都市】「災害時の全庁での担当が決められている（人事・職員厚生部局の産業保健スタッフ

等）」が 31.6％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「災害時の全庁での担当が決められている（人事・職員厚生部局の産業保健スタッフ

等）」が 40.6％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「決められていない」が 40.0％と最も多くなっています。 

 

決められていない

保健医療福祉調整本部内で決められている

災害時の全庁での担当が決められている
（人事・職員厚生部局の産業保健スタッフ等）

産業保健スタッフが担当することになるが、
災害時の対応は決められていない

その他

無回答

28.3 

8.7 

56.5 

8.7 

2.2 

0.0 

21.1 

15.8 

31.6 

21.1 

21.1 

0.0 

32.8 

10.9 

40.6 

15.6 

0.0 

1.6 

40.0 

10.0 

35.0 

15.0 

5.0 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％

都道府県（ｎ＝46） 指定都市（ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64） 特別区 （ｎ＝20）
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統括 DHEAT となる職員は決まっているか【単数回答】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ９ Ａ９ - - 

【都道府県】「はい（１人）」が 65.2％と最も多くなっています。 

【指定都市】「いいえ」が 89.5％と最も多くなっています。 

 

 

Ａ９で「はい（１人）」、「はい（複数人）」の方のみ 

その役職名【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ９－１ Ａ９－１ - - 

【都道府県】「部局長に準じる役職」が 44.4％と最も多くなっています。 

【指定都市】「部局長」、「課長（他の役職との兼務を含む）」、「保健所長」がそれぞれ 50.0％と最も

多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

65.2 

5.3 

13.0 

5.3 

21.7 

89.5 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（１人） はい（複数人） いいえ 無回答 A

部局長

部局長に準じる役職

課長（他の役職との兼務を含む）

保健所長

その他

無回答

8.3 

44.4 

16.7 

27.8 

13.9 

0.0 

50.0 

0.0 

50.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％

都道府県（ｎ＝36） 指定都市（ｎ＝ 2）
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準備している保健医療福祉調整本部の活動（保健医療福
祉の活動）に関わる資機材【複数回答可】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ10 Ａ10 Ａ９ Ａ９ 

≪衛星電話≫ 

【都道府県】「ある程度準備」が 47.8％と多くなっています。 

【指定都市】「ある程度準備」が 36.8％と多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度準備」が 39.1％と多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度準備」が 35.0％と多くなっています。 

 

≪携帯電話≫ 

【都道府県】「ある程度準備」が 63.0％と多くなっています。 

【指定都市】「ある程度準備」が 57.9％と多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度準備」が 60.9％と多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度準備」が 60.0％と多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

47.8 

36.8 

39.1 

35.0 

23.9 

21.1 

10.9 

5.0 

28.3 

42.1 

50.0 

60.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある程度準備 必要な量・質で準備 無回答 A

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

63.0 

57.9 

60.9 

60.0 

2.2 

5.3 

7.8 

5.0 

34.8 

36.8 

31.3 

35.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある程度準備 必要な量・質で準備 無回答 A
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≪Web 会議の機材（カメラ、マイクなど）≫ 

【都道府県】「ある程度準備」が 71.7％と多くなっています。 

【指定都市】「ある程度準備」が 57.9％と多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度準備」が 57.8％と多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度準備」が 60.0％と多くなっています。 

 

≪庁舎内で使用するためのパソコン≫ 

【都道府県】「ある程度準備」が 65.2％と多くなっています。 

【指定都市】「ある程度準備」が 57.9％と多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度準備」が 51.6％と多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度準備」が 40.0％と多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

71.7 

57.9 

57.8 

60.0 

13.0 

31.6 

17.2 

10.0 

15.2 

10.5 

25.0 

30.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある程度準備 必要な量・質で準備 無回答 A

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

65.2 

57.9 

51.6 

40.0 

28.3 

36.8 

37.5 

50.0 

6.5 

5.3 

10.9 

10.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある程度準備 必要な量・質で準備 無回答 A
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≪庁舎外に持ち出すためのタブレットまたはパソコン≫ 

【都道府県】「ある程度準備」が 69.6％と多くなっています。 

【指定都市】「ある程度準備」が 63.2％と多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度準備」が 56.3％と多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度準備」が 70.0％と多くなっています。 

 

≪モバイル WiFi≫ 

【都道府県】「ある程度準備」が 45.7％と多くなっています。 

【指定都市】「ある程度準備」が 63.2％と多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度準備」が 39.1％と多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度準備」が 25.0％と多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

69.6 

63.2 

56.3 

70.0 

8.7 

5.3 

6.3 

5.0 

21.7 

31.6 

37.5 

25.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある程度準備 必要な量・質で準備 無回答 A

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

45.7 

63.2 

39.1 

25.0 

4.3 

5.3 

1.6 

15.0 

50.0 

31.6 

59.4 

60.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある程度準備 必要な量・質で準備 無回答 A
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≪モバイルプリンター≫ 

【都道府県】「ある程度準備」が 39.1％と多くなっています。 

【指定都市】「ある程度準備」が 31.6％と多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度準備」が 7.8％と多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度準備」が 5.0％と多くなっています。 

 

≪職員用の食料≫ 

【都道府県】「ある程度準備」が 21.7％と多くなっています。 

【指定都市】「ある程度準備」が 26.3％と多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度準備」が 21.9％と多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度準備」が 55.0％と多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

39.1 

31.6 

7.8 

5.0 

4.3 

0.0 

1.6 

0.0 

56.5 

68.4 

90.6 

95.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある程度準備 必要な量・質で準備 無回答 A

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

21.7 

26.3 

21.9 

55.0 

13.0 

5.3 

3.1 

35.0 

65.2 

68.4 

75.0 

10.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある程度準備 必要な量・質で準備 無回答 A
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≪職員用の飲料水≫ 

【都道府県】「ある程度準備」が 19.6％と多くなっています。 

【指定都市】「ある程度準備」が 26.3％と多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度準備」が 21.9％と多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度準備」が 50.0％と多くなっています。 

 

≪職員用の携帯トイレ≫ 

【都道府県】「ある程度準備」が 13.0％と多くなっています。 

【指定都市】「ある程度準備」が 31.6％と多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度準備」が 18.8％と多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度準備」が 35.0％と多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

19.6 

26.3 

21.9 

50.0 

13.0 

5.3 

3.1 

35.0 

67.4 

68.4 

75.0 

15.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある程度準備 必要な量・質で準備 無回答 A

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

13.0 

31.6 

18.8 

35.0 

6.5 

5.3 

1.6 

10.0 

80.4 

63.2 

79.7 

55.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある程度準備 必要な量・質で準備 無回答 A
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≪その他≫ 

【都道府県】「ある程度準備」が 8.7％と多くなっています。 

【指定都市】「ある程度準備」が 15.8％と多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度準備」が 7.8％と多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度準備」が 25.0％と多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

8.7 

15.8 

7.8 

25.0 

4.3 

0.0 

4.7 

0.0 

87.0 

84.2 

87.5 

75.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある程度準備 必要な量・質で準備 無回答 A
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測定可能な所属のみ 

インターネット回線の速度【数字回答】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ11 Ａ11 Ａ10 Ａ10 

【都道府県】「41～60Mbps」が 23.8％と最も多くなっています。 

【指定都市】「101～200Mbps」が 30.0％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「101～200Mbps」が 29.6％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「20Mbps 以下」、「41～60Mbps」がそれぞれ 40.0％と最も多くなっています。 

 

20Mbps以下

21～40Mbps

41～60Mbps

61～80Mbps

81～100Mbps

101～200Mbps

201～300Mbps

301Mbps以上

無回答

4.8 

9.5 

23.8 

0.0 

19.0 

19.0 

14.3 

9.5 

0.0 

20.0 

0.0 

10.0 

0.0 

20.0 

30.0 

20.0 

0.0 

0.0 

14.8 

14.8 

3.7 

11.1 

11.1 

29.6 

11.1 

3.7 

0.0 

40.0 

0.0 

40.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20.0 

0.0 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

都道府県（ｎ＝21） 指定都市（ｎ＝10）

政令市 （ｎ＝27） 特別区 （ｎ＝ 5）
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保健医療福祉調整本部で福祉分野についても情報共有と
必要な調整をすることになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ12 - - - 

福祉分野について、保健医療担当と情報共有や調整をす
ることになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ａ12 Ａ11 Ａ11 

【都道府県】「はい（計画等に明記されている）」が 52.2％と最も多くなっています。 

【指定都市】「決まっていない」が 42.1％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「決まっていない」が 40.6％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「はい（計画等に明記されている）」、「決まっていない」がそれぞれ 35.0％と最も多く

なっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

52.2 

31.6 

20.3 

35.0 

19.6 

26.3 

31.3 

30.0 

4.3 

0.0 

6.3 

0.0 

21.7 

42.1 

40.6 

35.0 

2.2 

0.0 

1.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A
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保健分野と医療分野、または福祉分野の情報共有や連携
のために行っている対策、計画、業務上の工夫等 

【自由記述】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ13 Ａ13 Ａ12 Ａ12 

 

都道府県  指定都市 

 保健医療調整本部における総合調整を判断する
時の助言・調整役として、災害医療コーディネ
ーターや統括 DHEAT の他に災害福祉コーディ
ネーターを配置している。また、同本部内に
DCAT 調整本部を置くことで、福祉分野との連
携体制を構築している。 

 M365 が導入されているので、Microsoft Teams
や OneDrive といったアプリを使うことで、迅
速な情報共有等が可能になっている。 

 Webex ミーティング・チームを利用して、被害
情報等を即時共有している。 

 災害時に限らず日常的に情報共有を行うこと
で、連携に必要な関係づくりを行っている。 

 保健・医療分野と福祉分野で部局が分かれてい
るので、保健医療調整本部内に連絡要員として
福祉分野の職員を配置し、相互に情報共有を図
ることにした。 

 DPAT 連絡協議会に DMAT 担当者が参加する
等、保健分野と医療分野が互いの会議に参加し
ている。 

  保健福祉部（保健分野、医療分野、福祉分野）
が連携しやすいよう、新たに整備する庁舎では
部署を同一建物内に整備する。 

 保健医療分野と福祉分野を統括する部署で、共
通の災害対応マニュアルを整備している。 

 庁内システム上に大規模災害時保健医療福祉活
動グループを作成し、マニュアルや計画、研修
資料等を情報共有している。 

 保健医療分野では、定期的に合同で訓練を行っ
ている。福祉分野との連携については、今年度
保健医療福祉合同訓練を実施する予定となって
いる。 

   

政令市  特別区 

 関係各課や関係機関との情報共有・連携のため
のネットワーク会議への出席を依頼している。 

 保健医療調整本部に、災害医療コーディネータ
ーが常駐する。市医師会や薬剤師会からも人員
が派遣される予定である。 

 災害時に全庁的に用いる災害マネージメントシ
ステム上で、情報共有・連携を行っている。 

 日頃からの顔の見える関係づくり（災害分野に
留まらない連携や共同事業等の実施も含む） 

 令和５年度から特別調整班（保健福祉支援班）
を設置し、福祉避難所等における保健・福祉的
配慮が必要な要配慮者に対する支援調整を実施
している。 

 災害発生後の人的資源が制限される中で膨大な
業務を効率よく遂行するために、非常時優先業
務の選定等の訓練を実施し、職員の災害対策の
イメージや災害対応能力の向上を図っている。 

 市は、市内の４つの救急告示病院が発災時に災
害医療センターになることを企図した協定書を
令和４年 11 月に締結した。これに伴い、当該４
病院の災害活動に必要な物品の予算化を実現し
た他、LINEWORKS を使って市保健所災害担当
者と４病院の災害医療コーディネーター等との
連絡網を構築した。 

  要配慮者名簿登録者のうち、人工呼吸器使用者
は手帳の有無を問わず共有している。 

 各部署が共有して使うことができる災害システ
ムを導入している。 
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EMIS、災害保健情報システム以外に、使用できる災害時等
の保健医療福祉等または全庁的な情報システムがあるか 

【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ14 Ａ14 Ａ13 Ａ13 

【都道府県】「はい」が 78.3％と多くなっています。 

【指定都市】「はい」が 84.2％と多くなっています。 

【 政令市 】「はい」が 59.4％と多くなっています。 

【 特別区 】「はい」が 65.0％と多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

78.3 

84.2 

59.4 

65.0 

19.6 

15.8 

40.6 

35.0 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答 A
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Ａ14（政令市・特別区Ａ13）で「はい」の方のみ 

システムがもつ機能【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ14－１ Ａ14－１ Ａ13－１ Ａ13－１ 

【都道府県】「その他被害状況の地図上の表示」、「避難所リストや避難者の人数」がそれぞれ 80.6％

と最も多くなっています。 

【指定都市】「避難所リストや避難者の人数」が 93.8％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「その他被害状況の地図上の表示」が 76.3％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「その他被害状況の地図上の表示」が 92.3％と最も多くなっています。 

 

その他被害状況の地図上の表示

避難所リストや避難者の人数

避難所の地図表示

クロノロの入力・共有

道路啓開・通行可能状況

震度や浸水状況の地図

ファイルの共有

医療施設の場所や状況

福祉施設の場所や状況

物資の供給状況

活動中のチームの状況

平時の小地域別の人口（市町村より小地域）

避難所アセスメント結果

要支援者リスト（難病等に限定でも可）

無回答

80.6 

80.6 

72.2 

72.2 

69.4 

66.7 

61.1 

38.9 

22.2 

19.4 

13.9 

11.1 

11.1 

8.3 

0.0 

87.5 

93.8 

81.3 

56.3 

68.8 

62.5 

62.5 

43.8 

37.5 

43.8 

25.0 

18.8 

43.8 

25.0 

6.3 

76.3 

73.7 

73.7 

50.0 

50.0 

65.8 

55.3 

26.3 

23.7 

36.8 

18.4 

7.9 

31.6 

15.8 

7.9 

92.3 

76.9 

84.6 

46.2 

61.5 

61.5 

61.5 

84.6 

61.5 

38.5 

30.8 

7.7 

23.1 

46.2 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

都道府県（ｎ＝36） 指定都市（ｎ＝16）

政令市 （ｎ＝38） 特別区 （ｎ＝13）
0 
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Ａ14（政令市・特別区Ａ13）で「はい」の方のみ 

その他、特徴的な機能【自由記述】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ14－２ Ａ14－２ Ａ13－２ Ａ13－２ 

 

都道府県  指定都市 

 各クロノロにおける対応状況の把握（ToDo リ
ストと一体化） 

 大学と連携し、情報共有プラットホームEDiSON
にアップロードしたドローン映像を災害対応支
援システムにて閲覧することができる。 

 消防機関との情報連携ができたり、DMAT の派
遣要請ができたりする。 

 SNS での災害情報の自動収集機能（Spectee）
と連接しており、SNS 情報の閲覧ができる。 

  被害状況の報告。 

 SNS 等に情報を反映できるシステム。防災情報
を千葉市防災ポータルサイトや SNS 等の複数
の手段で発信することができる。 

 難病、外国人、障がい者、乳幼児等の要配慮者
がどの避難所に何名避難しているかの情報は共
有できる仕組みになっている。 

 職員参集状況の共有機能。 

   

政令市  特別区 

 既存の災害情報メール配信システムへの配信依
頼一括登録機能。 

 職員や関係機関への安否確認や参集機能を含む
メール送信ができる。 

 都道府県内他都市の公開情報を同一システム内
で確認することができる。 

 市民への地図情報の公開機能。 

  － 

 

避難所のアセスメントのために使用する調査票の様式を
決めているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ15 Ａ15 Ａ14 Ａ14 

【都道府県】「特に決まっていない」が 43.5％と最も多くなっています。 

【指定都市】「様式を決めている」が 63.2％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「特に決まっていない」が 46.9％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「特に決まっていない」が 65.0％と最も多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

41.3 

63.2 

39.1 

35.0 

6.5 

0.0 

6.3 

0.0 

43.5 

36.8 

46.9 

65.0 

6.5 

0.0 

6.3 

0.0 

2.2 

0.0 

1.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

様式を決めている 複数の候補の様式がある

特に決まっていない その他

無回答 A
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Ａ15（政令市・特別区Ａ14）で「様式を決めている」、「複数の候補の様式がある」の方のみ 

調査票の様式【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ15－１ Ａ15－１ Ａ14－１ Ａ14－１ 

【都道府県】「その他の集計表」が 36.4％と最も多くなっています。 

【指定都市】「その他の集計表」が 33.3％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「その他の集計表」が 34.5％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「その他の集計表」が 28.6％と最も多くなっています。 

 

※「被災者アセスメント調査票」、「健康相談票（保健師長会）」、「仮設住宅用（保健師長会）」の個人票は、送付い

ただいた自治体があったため、参考として集計しました。 

避難者状況（保健師長会）

避難所状況（保健師長会）

ラピッドアセスメントシート

その他の集計票

被災者アセスメント調査票

健康相談票（保健師長会）

仮設住宅用（保健師長会）

その他の個人票

無回答

18.2 

18.2 

4.5 

36.4 

4.5 

4.5 

0.0 

4.5 

50.0 

0.0 

8.3 

0.0 

33.3 

0.0 

8.3 

0.0 

25.0 

41.7 

20.7 

27.6 

3.4 

34.5 

3.4 

6.9 

0.0 

13.8 

41.4 

0.0 

0.0 

0.0 

28.6 

0.0 

0.0 

0.0 

14.3 

71.4 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

都道府県（ｎ＝22） 指定都市（ｎ＝12）

政令市 （ｎ＝29） 特別区 （ｎ＝ 7）
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保健医療福祉調整本部や保健医療福祉部局等で、災害医
療コーディネーターが活動することになっているか 

【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ16 - Ａ15 Ａ15 

保健医療福祉調整本部や保健医療福祉部局等で、（地域）
災害医療コーディネーター（保健所長を除く）が活動する
ことになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ａ16 - - 

【都道府県】「はい（計画等に明記されている）」が 95.7％と最も多くなっています。 

【指定都市】「はい（計画等に明記されている）」が 78.9％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「はい（計画等に明記されている）」が 48.4％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「はい（計画等に明記されている）」が 85.0％と最も多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

95.7 

78.9 

48.4 

85.0 

0.0 

5.3 

7.8 

0.0 

0.0 

5.3 

23.4 

5.0 

4.3 

10.5 

20.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A
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保健医療福祉調整本部会議やその他の災害対応の会議等
に、職員以外のメンバーが出席することになっているか 

【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ17 Ａ17 Ａ16 Ａ16 

【都道府県】「はい（計画等に明記されている）」が 50.0％と最も多くなっています。 

【指定都市】「はい（計画等に明記されている）」が 68.4％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「はい（計画等に明記されている）」が 46.9％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「はい（計画等に明記されている）」が 55.0％と最も多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

50.0 

68.4 

46.9 

55.0 

17.4 

5.3 

10.9 

25.0 

0.0 

10.5 

18.8 

5.0 

32.6 

15.8 

23.4 

15.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A

- 169 -



29 

Ａ17（政令市・特別区Ａ16）で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ

職員以外のメンバー（団体等）【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ17－１ Ａ17－１ Ａ16－１ Ａ16－１ 

【都道府県】「DMAT（災害派遣医療チーム）」が 83.9％と最も多くなっています。 

【指定都市】「医師会」が 92.9％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「医師会」が 83.8％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「医師会」が 93.8％と最も多くなっています。 

DMAT（災害派遣医療チーム）

医師会

歯科医師会

薬剤師会

DPAT（災害派遣精神医療チーム）

看護協会

日本赤十字社の救護班

災害拠点病院

DHEAT（災害時健康危機管理支援チーム）

JMAT（日本医師会災害医療チーム）

DWAT（災害派遣福祉チーム）

JRAT
（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）

JDA-DAT（日本栄養士会災害支援チーム）

JDAT（日本災害歯科支援チーム）

その他

無回答

83.9 

74.2 

64.5 

64.5 

61.3 

58.1 

58.1 

41.9 

38.7 

35.5 

35.5 

25.8 

19.4 

16.1 

48.4 

0.0 

28.6 

92.9 

78.6 

71.4 

28.6 

71.4 

35.7 

35.7 

35.7 

21.4 

14.3 

14.3 

14.3 

14.3 

57.1 

0.0 

27.0 

83.8 

78.4 

81.1 

16.2 

35.1 

10.8 

40.5 

21.6 

8.1 

2.7 

10.8 

5.4 

8.1 

62.2 

0.0 

0.0 

93.8 

75.0 

87.5 

0.0 

6.3 

6.3 

43.8 

6.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

37.5 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

都道府県（ｎ＝31） 指定都市（ｎ＝14）

政令市 （ｎ＝37） 特別区 （ｎ＝16）
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平成29年７月以降に実施した災害対応に関する本庁職員
（保健所を除く）の研修や訓練【複数回答可】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ18 Ａ18 Ａ17 Ａ17 

【都道府県】「危機管理部局主催による訓練」が 84.8％と最も多くなっています。 

【指定都市】「危機管理部局主催による訓練」が 94.7％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「危機管理部局主催による訓練」が 82.8％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「危機管理部局主催による訓練」が 90.0％と最も多くなっています。 

 

※「都道府県と指定都市・政令市との合同訓練」は、特別区で「都道府県と特別区との合同訓練」という選択肢です。 

 

危機管理部局主催による訓練

DHEAT養成研修への参加

保健医療福祉調整本部の設置訓練

保健医療福祉調整本部の運営訓練

保健医療福祉部局主催による訓練

都道府県内の市町村との合同訓練

国と連携した訓練

被災地（県内外）における実活動（OJT）

近隣都道府県（またはその市町村）との合同訓練

都道府県と指定都市・政令市との合同訓練

その他

無回答

84.8 

73.9 

52.2 

50.0 

50.0 

47.8 

41.3 

23.9 

19.6 

13.0 

4.3 

0.0 

94.7 

78.9 

52.6 

47.4 

42.1 

21.1 

42.1 

42.1 

15.8 

52.6 

5.3 

0.0 

82.8 

39.1 

20.3 

14.1 

14.1 

23.4 

10.9 

21.9 

9.4 

18.8 

9.4 

1.6 

90.0 

25.0 

40.0 

45.0 

50.0 

5.0 

10.0 

0.0 

10.0 

45.0 

10.0 

5.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

都道府県（ｎ＝46） 指定都市（ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64） 特別区 （ｎ＝20）
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平成 29 年７月以降の実災害の状況等【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ19 Ａ19 Ａ18 Ａ18 

【都道府県】「災害対策本部が設置された」が 87.0％と最も多くなっています。 

【指定都市】「災害対策本部が設置された」が 84.2％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「災害対策本部が設置された」が 70.3％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「災害対策本部が設置された」が 45.0％と最も多くなっています。 

保健医療福祉調整本部
（またはそれに相当する組織）が設置された

災害対策本部が設置された

保健医療福祉調整本部
（またはそれに相当する組織）や
災害対策本部が設置されない災害が発生した

自治体内での被害のある災害は発生していない

他自治体への保健医療福祉関係の応援派遣を
行った

無回答

47.8 

87.0 

54.3 

2.2 

54.3 

0.0 

42.1 

84.2 

36.8 

5.3 

57.9 

0.0 

20.3 

70.3 

26.6 

10.9 

29.7 

3.1 

10.0 

45.0 

15.0 

30.0 

10.0 

10.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

都道府県（ｎ＝46） 指定都市（ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64） 特別区 （ｎ＝20）
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Ａ19（政令市・特別区Ａ18）で「保健医療福祉調整本部（またはそれに相当する組織）が設置された」の方のみ 

運営における課題、設置により効果的に対応できたこと 

【自由記述】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ19－１ Ａ19－１ Ａ18－１ Ａ18－１ 

都道府県 指定都市 

 数年に１度しか保健医療福祉調整本部が設置さ
れないので、運営経験のない職員が運営せざる
を得ない状況であり、設置当初は手探りの状態
で運営しなければならない。このため、設置や
運営に係る訓練の必要性は感じているが、訓練
実施に係るノウハウが不足している。

 中核市設置の避難所に医療救護チームを派遣す
るにあたり、県と中核市との間で医療ニーズの
存否に関する認識の違いがあった。

 事前に本部設置と受援の枠組みを準備していた
り、災害時の指揮命令系統を明らかにしていた
りしたので、災害発生直後から県と保健所の双
方に保健医療調整本部を設置して、DMAT 他県
DHEAT 等の受援に対応することができた。

 保健医療調整本部設置要綱は策定してあった
が、マニュアルが完成する前に被災した。調整
本部を設置したものの、以前から整備していた
医療体制との役割の明確化が図れず混乱した。
その後、経験を踏まえて保健医療福祉活動マニ
ュアルを整備した。

 保健医療調整本部が設置されたが、いずれも設
置期間は短かった。局を超えての調整が難しい
ことが、運営における課題としてあった。

 支援を必要とする避難所に対し、必要とされる
チームの派遣を行うことができた。

 保健医療福祉調整本部が設置された。初動対応
や庁内関係部署・関係機関との連携、連絡体制
等の情報収集等に関する課題がみえた。

 様々な関係機関により、重複した情報収集が行
われた。情報把握に相当な時間を要し、市民等
に対して医療機関に関する情報を十分に提供で
きなかった。在宅酸素療法や在宅人工呼吸療法
患者情報の収集に苦慮し、対応が困難であった。
避難所における医療ニーズを十分に把握できな
かった。

 LINEWORKS を用いて、周産期医療機関等から
の情報を迅速に収集することができた。

 台風被害により市内で一部浸水した。それに伴
い、災害対策本部が立ち上がり、市保健医療調
整本部が設置され活動を行った。しかし、被害
が限定的であったこと等から、感染症対策部門
のみの対応がほとんどであり、通常業務の延長
での対応となった。

政令市 特別区 

 震度５強の地震の発災は深夜であったり、台風
14 号は休日から祝日にかけて接近したりした
ので、EMIS が入力されておらず医療機関の被
災状況の把握が迅速にできなかった。

 EMIS 未入力の病院が多く、拠点閉鎖の判断が
しづらかった。保健ニーズに対応するための保
健衛生部門との協力が効果的だった。

 大規模な停電被害があった時には、保健所に医
療調整本部を設置し、DMAT と連携して人工呼
吸器使用患者の転院調整や患者搬送を行った。

 都道府県内の DMAT が市保健所で現地医療対
策本部の設置を依頼してきたが、災害が広域で
発生したため県保健所に設置することが望まし
いと判断し、事前の取り決めもあったので、一
旦は断った。しかし、DMAT 隊員が県保健所に
現地医療対策本部の設置を依頼したものの設置
できないということで、保健所内に災害保健復
興連絡会議を立ち上げた。

 福祉サービス事業所間の情報共有をはじめとし
た協力体制の整備、医師会や歯科医師会、薬剤師
会との連携による医療救護体制の構築が課題。

 在宅人工呼吸器を使用している方へ電源確認を
行った。
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自治体で災害が発生した場合の対応 
（１）保健医療活動チームの都道府県内への派遣調整 
（他都道府県からの応援派遣の受援を含む）【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ20－１ - - - 

自治体で災害が発生した場合の対応 
（１）保健医療活動チームの自治体内への派遣調整 
（他自治体からの応援派遣の受援を含む）【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ａ20－１ Ａ19－１ Ａ19－１ 

【都道府県】「ある程度可能」が 67.4％と最も多くなっています。 

【指定都市】「ある程度可能」が 73.7％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度可能」が 68.8％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度可能」が 70.0％と最も多くなっています。 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

21.7 

21.1 

0.0 

10.0 

67.4 

73.7 

68.8 

70.0 

2.2 

5.3 

4.7 

0.0 

0.0 

0.0 

1.6 

0.0 

8.7 

0.0 

21.9 

20.0 

0.0 

0.0 

3.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分可能 ある程度可能 余り可能でない

全く可能でない わからない 無回答
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自治体で災害が発生した場合の対応 
（２）福祉活動チームの都道府県内への派遣調整 
（他都道府県からの応援派遣の受援を含む）【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ20－２ - - - 

自治体で災害が発生した場合の対応 
（２）福祉活動チームの自治体内への派遣調整 
（他自治体からの応援派遣の受援を含む）【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ａ20－２ Ａ19－２ Ａ19－２ 

【都道府県】「ある程度可能」が 65.2％と最も多くなっています。 

【指定都市】「ある程度可能」が 47.4％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「わからない」が 65.6％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「わからない」が 60.0％と最も多くなっています。 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

13.0 

5.3 

0.0 

5.0 

65.2 

47.4 

23.4 

30.0 

8.7 

5.3 

6.3 

5.0 

0.0 

5.3 

1.6 

0.0 

10.9 

31.6 

65.6 

60.0 

2.2 

5.3 

3.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分可能 ある程度可能 余り可能でない

全く可能でない わからない 無回答
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自治体で災害が発生した場合の対応 
（３）保健医療福祉活動に関する情報連携【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ20－３ Ａ20－３ Ａ19－３ Ａ19－３ 

【都道府県】「ある程度可能」が 58.7％と最も多くなっています。 

【指定都市】「ある程度可能」が 73.7％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度可能」が 64.1％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度可能」が 70.0％と最も多くなっています。 

 

 

自治体で災害が発生した場合の対応 
（４）保健医療福祉活動に係る情報の整理及び分析 

【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ20－４ Ａ20－４ Ａ19－４ Ａ19－４ 

【都道府県】「ある程度可能」が 58.7％と最も多くなっています。 

【指定都市】「ある程度可能」が 78.9％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「ある程度可能」が 65.6％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「ある程度可能」が 65.0％と最も多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

19.6 

15.8 

3.1 

5.0 

58.7 

73.7 

64.1 

70.0 

4.3 

10.5 

6.3 

10.0 

0.0 

0.0 

1.6 

0.0 

17.4 

0.0 

21.9 

15.0 

0.0 

0.0 

3.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分可能 ある程度可能 余り可能でない

全く可能でない わからない 無回答

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

15.2 

10.5 

4.7 

5.0 

58.7 

78.9 

65.6 

65.0 

6.5 

10.5 

7.8 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19.6 

0.0 

18.8 

25.0 

0.0 

0.0 

3.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分可能 ある程度可能 余り可能でない

全く可能でない わからない 無回答
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平時の部局の組織【単数回答】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ21 Ａ21 Ａ20 Ａ20 

【都道府県】「保健医療福祉を包含した一つの部局」が 71.7％と最も多くなっています。 

【指定都市】「保健医療福祉を包含した一つの部局」、「保健医療と福祉と別部局」がそれぞれ 47.4％

と最も多くなっています。 

【 政令市 】「保健医療と福祉と別部局」が 59.4％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「保健医療と福祉と別部局」が 90.0％と最も多くなっています。 

 

 

平時の本庁の保健担当部局における保健所の位置づけ 

【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ａ22 Ａ21 Ａ21 

【指定都市】「本庁の保健担当部局の中の一部署」が 52.6％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「本庁の保健担当部局の中の一部署」が 40.6％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「本庁の保健担当部局と同一」が 50.0％と最も多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

71.7 

47.4 

31.3 

10.0 

26.1 

47.4 

59.4 

90.0 

2.2 

5.3 

7.8 

0.0 

0.0 

0.0 

1.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保健医療福祉を包含した一つの部局 保健医療と福祉と別部局

その他 無回答

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

26.3 

29.7 

50.0 

52.6 

40.6 

15.0 

10.5 

18.8 

35.0 

10.5 

9.4 

0.0 

0.0 

1.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本庁の保健担当部局と同一 本庁の保健担当部局の中の一部署

出先機関 その他

無回答 A
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都道府県内の全ての保健所長が構成員となって定期的に
行われる会議があるか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ22 - - - 

【都道府県】「ある」が 87.0％と最も多くなっています。 

今後、指定都市、必要により、政令市、特別区に対しても
「保健医療福祉調整本部」に相当する組織の設置を求め
ることについての考え【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ23 - - - 

今後、指定都市（政令市・特別区）に対して「保健医療福
祉調整本部」に相当する組織の設置を求めることについ
ての考え【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ａ23 Ａ22 Ａ22 

【都道府県】「わからない」が 39.1％と最も多くなっています。 

【指定都市】「どちらかというと一律に求めるべきでない」が 31.6％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「わからない」が 42.2％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「どちらかというと設置を求めるべき」が 30.0％と最も多くなっています。 

都道府県 （ｎ＝46） 87.0 2.2 10.9 0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある

一部構成員でない保健所がある

ない（指定都市・政令市・特別区がない場合を含む）

無回答

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

13.0 

5.3 

7.8 

15.0 

32.6 

26.3 

15.6 

30.0 

13.0 

31.6 

10.9 

25.0 

2.2 

10.5 

20.3 

10.0 

39.1 

26.3 

42.2 

20.0 

0.0 

0.0 

3.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

設置を求めるべき どちらかというと設置を求めるべき

どちらかというと一律に求めるべきでない 一律に求めるべきでない

わからない 無回答
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前問でその回答を選んだ理由、その他意見等【自由記述】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ａ24 Ａ24 Ａ23 Ａ23 

都道府県 指定都市 

【設置を求めるべき＋どちらかというと設置を求めるべき】  

 保健福祉活動は保健所設置市が担うべきと考え
るが、医療活動は医療計画（災害医療）と整合
を図る必要がある。

 福祉保健医療における類似の組織体制が存在す
る方が、DHEAT 等の応援派遣チームが入る時
に活動しやすいと考える。

 政令市等の規模の大きい自治体では、設置する
方が良いのではないかと考える。

【一律に求めるべきでない＋どちらかというと一律に求めるべきでない】

 同一都道府県内で複数の調整本部が立つこと
で、指揮系統の混乱が想定される。

 広域的な災害に対しては、複数の保健医療福祉
調整本部を設置すると、保健医療福祉に関する
人的・物的資源の調整が難航し、円滑な活動を
阻害する恐れがある。

 組織体制については、当該自治体の既存の災害
対応組織等を自ら判断し、体制を決定できるこ
とが必要ではないかと考える。

【 わ か ら な い 】 

 設置を求める背景や目的を承知していないため。 

 該当自治体がなく、議論したことがない。

【設置を求めるべき＋どちらかというと設置を求めるべき】  

 救助実施市でも県同様に災害時の医療対策を実
施する必要がある。同一の組織があった方が、
県や他の指定都市と連携・調整しやすい。

 保健医療と福祉を所管する部局が分かれている
ので、国から通知が発出されることで庁内調整
が比較的容易になる。

 保健衛生局と福祉局が分かれているので、集約
する仕組みとして保健医療福祉調整本部のよう
な連携できる体制の整備が必要だと考える。

【一律に求めるべきでない＋どちらかというと一律に求めるべきでない】

 指定都市の規模や組織体系等によって、対応可
能な場合と、都道府県の指揮命令系統が入った
方が良い場合等があるため。

 人員確保等の地域の実情や県等との役割分担等
を踏まえ、検討すべきと考える。

 「保健医療調整本部」と「災害福祉調整本部」
を立ち上げて連携は取りつつも別々に活動する
こととしている。自治体に合わせた形も認める
旨を通知することを求める。

【 わ か ら な い 】 

 マニュアル等では設置することにしているが、
設置する必要のある大規模災害等が発生したこ
とがなく、有効性がわからないため。

政令市 特別区 

【設置を求めるべき＋どちらかというと設置を求めるべき】  

 平時の備えを考えていく中で障害者や高齢者、
児童の支援は必須であり、一部署で対応できる
範囲ではなくなる可能性が高いため。

 保健医療福祉活動チームの受援窓口を一元化す
ることで、効果的に避難所を巡回する等の効果
が期待できる。

 保健・医療・福祉の調整活動が円滑に行えるため。 

【一律に求めるべきでない＋どちらかというと一律に求めるべきでない】

 既に都道府県の保健医療福祉調整本部と中核市
保健所との体制が整備されている。

 元々各自治体で決められた災害時の役割がある
と思われるので、それが機能しているのであれ
ば一律に組織設置を求めなくても良いと思われ
るため。

 自治体ごとに組織体制が異なるため。

【 わ か ら な い 】 

 設置した場合の機能・効果が不明であることや
メリット・デメリットの整理が必要であり、回
答するのは困難と考える。

【設置を求めるべき＋どちらかというと設置を求めるべき】  

 限りある人的資源を有効活用するために、単一
部署の判断ではなく、組織を横断する総合的な
調整が必要になると考える。

 要配慮者を考慮すると、医療と福祉は連携すべ
きである。

 保健医療活動を円滑に遂行するために、指揮命
令系統は明確にすべきである。

【一律に求めるべきでない＋どちらかというと一律に求めるべきでない】

 真の意味で保健・医療・福祉の３者が調整され
る本部であれば設置すべきだが、それぞれの向
かうベクトルが異なるので、本部として有効に
機能するとは思えない。

 保健医療部署では、各区とも同様の体制が既に
整備されていると思われる。

 各区の実情に合わせた対応が必要と考える。

【 わ か ら な い 】 

 保健医療の調整と福祉の調整に関する窓口を１
つにすることで、全体の動きが早くなるか遅く
なるかがわからない。
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Ｂ．自治体の地域防災計画等について 

自治体の地域防災計画、災害時保健活動マニュアル等に、
DHEAT（災害時健康危機管理支援チーム）の受援・応援派
遣についての記載があるか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｂ１ Ｂ１ Ｂ１ Ｂ１ 

【都道府県】「受援・応援派遣の両方の記載あり」が 39.1％と最も多くなっています。 

【指定都市】「いいえ」が 42.1％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「いいえ」が 42.2％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「いいえ」が 65.0％と最も多くなっています。 

防災部局が策定している地域防災計画等は、発災後 72時
間程度を境に対応を分けて記載しているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｂ２ Ｂ２ Ｂ２ Ｂ２ 

【都道府県】「いいえ」が 56.5％と多くなっています。 

【指定都市】「はい」が 63.2％と多くなっています。 

【 政令市 】「いいえ」が 57.8％と多くなっています。 

【 特別区 】「はい」が 90.0％と多くなっています。 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

39.1 

31.6 

25.0 

10.0 

17.4 

15.8 

29.7 

25.0 

19.6 

10.5 

3.1 

0.0 

23.9 

42.1 

42.2 

65.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受援・応援派遣の両方の記載あり 受援のみ記載あり

応援派遣のみ記載あり いいえ

無回答 A

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

43.5 

63.2 

40.6 

90.0 

56.5 

36.8 

57.8 

5.0 

0.0 

0.0 

1.6 

5.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答 A

- 180 -



40 

 

保健医療福祉部局が策定している災害救護計画や保健活
動マニュアル等は、発災後 72時間程度を境に対応を分け
て記載しているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｂ３ Ｂ３ Ｂ３ Ｂ３ 

【都道府県】「はい」が 63.0％と最も多くなっています。 

【指定都市】「はい」が 78.9％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「はい」が 57.8％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「はい」が 75.0％と最も多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

63.0 

78.9 

57.8 

75.0 

32.6 

21.1 

21.9 

15.0 

4.3 

0.0 

18.8 

10.0 

0.0 

0.0 

1.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

災害救護計画や保健活動マニュアル等がない

無回答
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Ｂ２とＢ３で両方またはいずれかが「はい」の方のみ 

その理由【自由記述】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｂ３－１ Ｂ３－１ Ｂ３－１ Ｂ３－１ 

都道府県 指定都市 

 実働部隊（消防等）の撤収等、本部体制に変更
が生じる時期になるため。

 公衆衛生活動マニュアル等にフェーズを分けて
記載することで、具体的なイメージをもつため。 

 発災後に生じる業務等の手順を示すものである
ため。

 概ね災害発生後 72 時間以内は、生命・安全を確
保するために緊急の対策が必要な期間と考えて
いるため。

 急性期は被災者に対する救命救急医療が、亜急性
期は避難所生活の長期化や生活環境の悪化に対
応する健康管理と心のケアが中心になるため。

 発災直後～72 時間以内と以後では医療ニーズ
の質量と資源が異なるので、対応を分けている。 

 災害フェーズごとの主な対応等を具体的に定め
るため。

 市民の命を守る初動対策期と日常生活への復帰
を進める応急対策期では、求められる業務が異
なるため。

 フェーズごとの対応があるので、別に明記した
方がわかりやすい。

 時間の経過によって被災者等の保健医療に関す
るニーズが変化すると想定しており、それぞれ
のニーズに対応した活動を行うため。

政令市 特別区 

 災害時保健活動をフェーズごとに設定する時に、
国等が作成したマニュアルを参考としたため。

 外部応援医療班が到着するまで独自で持ちこた
える時間を 72 時間と想定しているため。

 発災後２～３日頃から DMAT 等の医療チーム
の開設や救護所の準備が始まるので、様々な情
報の分析が必要になるため。

 発災から 72 時間までは人命に係る業務に重点
を置く必要があるため。

 発災直後の超急性期における対応を円滑に行う
ため。

 災害時には人的・物的資源が限られるので、非常
時優先業務として整理しておく必要があるため。 

 発災後72時間までは緊急医療救護所が設置され
て医療救護が中心になるが、発災後 72 時間以降
は健康相談等の保健活動が中心になるため。

 都道府県の地域防災計画・災害時医療救護活動
ガイドラインに従って策定しているため。

 想定される状況（傷病者の発生、ライフライン
の被害等）や医療ニーズ、優先的に取り組むべ
き業務が異なるため。

 人命最優先の超急性期と、受援受け入れ等を行
う急性期のフェーズに分けて対応する必要があ
るため。

 緊急医療救護所の設置が72時間以内であるため。 

Ｂ２とＢ３で両方またはいずれかが「いいえ」の方のみ 

分けて記載していないことで不都合なこと【自由記述】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｂ３－２ Ｂ３－２ Ｂ３－２ Ｂ３－２ 

都道府県 指定都市 

 特になし。

 職員の活動内容が明確ではない。

 対応の優先度がわかりにくい。

 特になし。

政令市 特別区 

 特になし。

 フェーズに合わせた運営上の課題が明確になら
ない。

 これまで被災対応の経験値が少ないので、計画の
実効性の検証が不十分であるのが実情である。

 状況に合わせた必要業務の想定がしにくい。

 特になし。

 フェーズとともに医療救護活動や必要な支援が
変化していくことが理解されにくく、備蓄品の
内容や保管場所、人員配置等の計画が非効率な
内容になりがちである。
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保健医療福祉分野の応援・受援と、自治体全体での応援・
受援の調整の方法が決められているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｂ４ Ｂ４ Ｂ４ Ｂ４ 

【都道府県】「はい（計画等に明記されている）」が 47.8％と最も多くなっています。 

【指定都市】「はい（計画等に明記されている）」が 57.9％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「はい（計画等に明記されている）」が 48.4％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「はい（計画等に明記されている）」、「決まっていない」がそれぞれ 40.0％と最も多く

なっています。 

保健医療福祉調整本部や保健医療福祉部局等において、
地域災害医療コーディネーター（保健所長を除く）が活動
することになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- - Ｂ５ Ｂ５ 

【 政令市 】「はい（計画等に明記されている）」が 43.8％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「はい（計画等に明記されている）」が 80.0％と最も多くなっています。 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

47.8 

57.9 

48.4 

40.0 

6.5 

15.8 

7.8 

5.0 

4.3 

5.3 

18.8 

15.0 

41.3 

21.1 

25.0 

40.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

43.8 

80.0 

9.4 

0.0 

20.3 

15.0 

26.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A
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保健所や各区の保健センター等が被災することを想定し
て、その代替施設を確保しているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ｂ５ - - 

保健所が被災することを想定して、その代替施設を確保
しているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- - Ｂ６ Ｂ６ 

【指定都市】「候補の検討・確保ともしていない」が 47.4％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「候補の検討・確保ともしていない」が 60.9％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「候補の検討・確保ともしていない」が 50.0％と最も多くなっています。 

※指定都市は「必要なすべての保健所や施設に代替施設を確保している」、「必要な保健所や施設の一部に代替施設

を確保している」という２つの選択肢ですが、政令市・特別区は「代替施設を確保している」という１つの選択

肢です。ここでは、便宜上、政令市・特別区の「代替施設を確保している」の数値を、指定都市の「必要なすべ

ての保健所や施設に代替施設を確保している」に表示しています。

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

0.0 

14.1 

25.0 

31.6 21.1 

25.0 

25.0 

47.4 

60.9 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要なすべての保健所や施設に代替施設を確保している

必要な保健所や施設の一部に代替施設を確保している

候補を検討しているが確保はしていない

候補の検討・確保ともしていない

無回答
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Ｂ５（政令市・特別区Ｂ６）で「候補の検討・確保ともしていない」の方のみ 

その理由【単数回答】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ｂ５－１ Ｂ６－１ Ｂ６－１ 

【指定都市】「耐震性や立地から災害時にも使用可能と考えられるため」が 66.7％と最も多くなっ

ています。 

【 政令市 】「耐震性や立地から災害時にも使用可能と考えられるため」が 48.7％と最も多くなっ

ています。 

【 特別区 】「今後、検討や確保を行うため」が 50.0％と最も多くなっています。 

指定都市 （ｎ＝ 9）

政令市 （ｎ＝39）

特別区 （ｎ＝10）

66.7 

48.7 

40.0 

33.3 

38.5 

50.0 

0.0 

7.7 

10.0 

0.0 

5.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

耐震性や立地から災害時にも使用可能と考えられるため

今後、検討や確保を行うため

その他

無回答
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Ｃ．リエゾン職員ついて 

保健所設置市（指定都市、政令市、特別区）の保健医療福
祉調整本部等にリエゾン職員を派遣することになってい
るか【複数回答可】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｃ１ - - - 

【都道府県】「決まっていない」が 60.9％と最も多くなっています。 

 

 

都道府県の保健医療福祉調整本部等に市（区）からリエゾ
ン職員を派遣することになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ｃ１ Ｃ１ Ｃ１ 

【指定都市】「はい（計画等に明記されている）」が 36.8％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「いいえ」が 43.8％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「いいえ」が 50.0％と最も多くなっています。 

 

はい（計画等に明記されている）

はい（明文化はされていない）

いいえ

決まっていない

保健所設置市から都道府県庁にリエゾン職員を派遣

保健所設置市がない

無回答

13.0 

4.3 

17.4 

60.9 

0.0 

4.3 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

都道府県（ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

36.8 

10.9 

0.0 

10.5 

3.1 

5.0 

26.3 

43.8 

50.0 

26.3 

42.2 

45.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A
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Ｃ１で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

派遣することになっている職員【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｃ１－１ Ｃ１－１ Ｃ１－１ Ｃ１－１ 

【都道府県】「その他の本庁職員」、「保健所職員」、「その他」、「決まっていない」がそれぞれ 25.0％

と最も多くなっています。 

【指定都市】「保健医療福祉調整本部の職員」が 55.6％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「保健医療福祉調整本部の職員」が 77.8％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「保健医療福祉調整本部の職員」が 100.0％と最も多くなっています。 

 

※「保健医療福祉調整本部以外の本庁職員」は、都道府県で「その他の本庁の職員」という選択肢です。 

※「保健医療福祉調整本部以外の保健所職員」は、都道府県で「保健所職員」という選択肢です。 

 

保健医療福祉調整本部の職員

保健医療福祉調整本部以外の本庁職員

保健医療福祉調整本部以外の保健所職員

その他

決まっていない

無回答

12.5 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

0.0 

55.6 

11.1 

0.0 

0.0 

33.3 

0.0 

77.8 

0.0 

11.1 

0.0 

11.1 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

都道府県（ｎ＝ 8） 指定都市（ｎ＝ 9）

政令市 （ｎ＝ 9） 特別区 （ｎ＝ 1）
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市（区）の保健医療福祉調整本部等に、都道府県からのリ
エゾン職員を受け入れることになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ｃ２ Ｃ２ Ｃ２ 

【指定都市】「決まっていない」が 52.6％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「決まっていない」が 48.4％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「いいえ」が 45.0％と最も多くなっています。 

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

10.5 

14.1 

5.0 

5.3 

9.4 

0.0 

31.6 

28.1 

45.0 

52.6 

48.4 

40.0 

0.0 

0.0 

10.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A
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都道府県の災害対策本部会議に、市（区）の職員が出席す
ることになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ｃ３ Ｃ３ Ｃ３ 

【指定都市】「いいえ」が 42.1％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「いいえ」が 59.4％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「いいえ」が 70.0％と最も多くなっています。 

 

 

Ｃ３で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

派遣することになっている職員【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ｃ３－１ Ｃ３－１ Ｃ３－１ 

【指定都市】「その他の部署の職員」、「決まっていない」がそれぞれ 50.0％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「保健医療福祉調整本部を構成する部署の職員」が 100.0％と最も多くなっています。 

 

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

10.5 

1.6 

0.0 

10.5 

1.6 

0.0 

42.1 

59.4 

70.0 

36.8 

34.4 

20.0 

0.0 

3.1 

10.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A

保健医療福祉調整本部を構成する部署の職員

その他の部署の職員

決まっていない

無回答

0.0 

50.0 

50.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

指定都市（ｎ＝ 4） 政令市 （ｎ＝ 2）

特別区 （ｎ＝ 0）

- 189 -



49 

 

保健所設置市がある場合、市の災害対策本部会議に出席
することになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｃ２ - - - 

市（区）の災害対策本部会議に、都道府県の職員が出席す
ることになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ｃ４ Ｃ４ Ｃ４ 

【都道府県】「決まっていない」が 56.5％と最も多くなっています。 

【指定都市】「いいえ」が 47.4％と最も多くなっています。 

【 政令市 】「いいえ」が 54.7％と最も多くなっています。 

【 特別区 】「いいえ」が 45.0％と最も多くなっています。 

 

※「保健所設置市がない」は、都道府県のみの選択肢です。 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

政令市 （ｎ＝64）

特別区 （ｎ＝20）

2.2 

15.8 

6.3 

15.0 

6.5 

21.1 

7.8 

5.0 

30.4 

47.4 

54.7 

45.0 

56.5 

15.8 

23.4 

25.0 

4.3 0.0 

0.0 

7.8 

10.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

保健所設置市がない 無回答
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都道府県庁から、県型保健所に、リエゾン職員を派遣する
ことになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｃ３ - - - 

【都道府県】「決まっていない」が 56.5％と最も多くなっています。 

 

 

Ｃ３で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

派遣することになっている職員【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｃ３－１ - - - 

【都道府県】「保健医療福祉調整本部を構成する部署の職員」が 60.0％と最も多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46） 10.9 10.9 21.7 56.5 0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A

保健医療福祉調整本部を構成する部署の職員

その他の本庁の職員

保健所職員

その他

決まっていない

無回答

60.0 

30.0 

20.0 

0.0 

30.0 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

都道府県（ｎ＝10）
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都道府県庁から、被災市町村の保健医療福祉部門に、リエ
ゾン職員を派遣することになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｃ４ - - - 

【都道府県】「決まっていない」が 58.7％と最も多くなっています。 

Ｃ４で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

派遣することになっている職員【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｃ４－１ - - - 

【都道府県】「保健所職員」が 62.5％と最も多くなっています。 

都道府県 （ｎ＝46） 13.0 4.3 21.7 58.7 2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A

保健医療福祉調整本部を構成する部署の職員

その他の本庁の職員

保健所職員

その他

決まっていない

無回答

37.5 

25.0 

62.5 

0.0 

12.5 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

都道府県（ｎ＝ 8）

- 192 -



52 

市の本庁保健医療福祉部局から区に、リエゾン職員を派
遣することになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ｃ５ - - 

【指定都市】「いいえ」が 47.4％と最も多くなっています。 

Ｃ５で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

派遣することになっている職員【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ｃ５－１ - - 

【指定都市】「保健医療福祉調整本部を構成する部署の職員」が 66.7％と最も多くなっています。 

指定都市 （ｎ＝19） 5.3 10.5 47.4 36.8 0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A

保健医療福祉調整本部を構成する部署の職員

その他の部署の職員

決まっていない

無回答

66.7 

0.0 

33.3 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

指定都市（ｎ＝ 3）
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Ｄ．地域保健医療福祉調整本部（保健所レベルの保健医療福祉調整本部）について 

区レベルの保健医療福祉調整本部に相当する組織について 

大規模災害時に、地域本部を設置することになっているか 

【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｄ１ - - - 

大規模災害時に、区レベルの保健医療福祉調整本部を設
置することになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ｄ１ - - 

【都道府県】「はい（計画等に明記されている）」が 78.3％と最も多くなっています。 

【指定都市】「はい（計画等に明記されている）」が 52.6％と最も多くなっています。 

Ｄ１で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

その組織【単数回答】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｄ１－１ Ｄ１－１ - - 

【都道府県】「保健医療福祉に関する本部」が 56.4％と最も多くなっています。 

【指定都市】「保健医療に関する本部」が 50.0％と最も多くなっています。 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

78.3 

52.6 

6.5 

0.0 

6.5 

42.1 

8.7 

5.3 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A

都道府県 （ｎ＝39）

指定都市 （ｎ＝10）

56.4 

30.0 

30.8 

50.0 

7.7 

10.0 

5.1 

10.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保健医療福祉に関する本部 保健医療に関する本部

医療に関する本部 その他

無回答 A
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Ｄ１で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

その組織の名称【自由記述】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｄ１－２ Ｄ１－２ - - 

 

都道府県 

 保健医療現地調整本部 

 災害対策本部地方部保健福祉班 

 現地保健医療福祉調整本部 

 保健医療福祉地域調整本部 

 保健医療部現地対策本部 

 地域保健医療福祉調整班 

 地域保健医療福祉調整本部 

 保健医療福祉調整地方本部 

 保健医療福祉調整本部現地調整本部 

 地域保健医療調整本部 

 地区保健医療救護対策本部 

 医療圏別保健医療福祉調整本部 

 圏域調整会議 

 地域災害医療本部 

 地域災害保健医療福祉調整本部 

 地域災害医療対策会議 

  

指定都市 

 医療救護本部○○支部 

 区保健医療班 

 保健センター指揮所 

 応急救護センター、応急救護所 

 区災害対策本部保健福祉班 

 医療調整班（保健・医療）、援護班（福祉） 

 救援救護班 

 区保健医療救護調整本部 

 区医療救護班 

 ○○区本部 保健衛生・福祉班 

 

Ｄ１で「はい（計画等に明記されている）」、「はい（明文化はされていない）」の方のみ 

設置することになっている場所【複数回答可】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｄ１－３ Ｄ１－３ - - 

【都道府県】「保健所内」が 74.4％と最も多くなっています。 

【指定都市】「保健所または保健センター」が 70.0％と最も多くなっています。 

 

※「保健所または保健センター」は、都道府県では「保健所内」という選択肢です。 

※「区役所」は、指定都市のみの選択肢です。 

保健所または保健センター

区役所

災害拠点病院

その他

決まっていない

無回答

74.4 

2.6 

17.9 

10.3 

0.0 

70.0 

50.0 

0.0 

10.0 

0.0 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

都道府県（ｎ＝39） 指定都市（ｎ＝10）
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保健所が被災することを想定して、その代替施設を確保
しているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｄ２ - - - 

【都道府県】「候補の検討・確保ともしていない」が 39.1％と最も多くなっています。 

 

 

Ｄ２で「候補の検討・確保ともしていない」の方のみ 

その理由【単数回答】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｄ２－１ - - - 

【都道府県】「今後、検討や確保を行うため」が 50.0％と最も多くなっています。 

 

都道府県 （ｎ＝46） 15.2 13.0 32.6 39.1 0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要なすべての保健所に代替施設を確保している

必要な保健所の一部に代替施設を確保している

候補を検討しているが確保はしていない

候補の検討・確保ともしていない

無回答

都道府県 （ｎ＝18） 44.4 50.0 5.6 0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

耐震性や立地から災害時にも使用可能と考えられるため

今後、検討や確保を行うため

その他

無回答
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地域本部等で、地域災害医療コーディネーター（保健所長
を除く）が活動することになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｄ３ - - - 

区レベルの保健医療福祉調整本部等で、地域災害医療コ
ーディネーター（保健所長、保健センター長を除く）が活
動することになっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ｄ２ - - 

【都道府県】「はい（計画等に明記されている）」が 71.7％と最も多くなっています。 

【指定都市】「いいえ」が 42.1％と最も多くなっています。 

保健所から、被災市町村に、リエゾン職員を派遣すること
になっているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｄ４ - - - 

【都道府県】「決まっていない」が 45.7％と最も多くなっています。 

都道府県 （ｎ＝46）

指定都市 （ｎ＝19）

71.7 

36.8 

10.9 

0.0 

6.5 

42.1 

8.7 

15.8 

2.2 

5.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A

都道府県 （ｎ＝46） 23.9 15.2 10.9 45.7 4.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（計画等に明記されている） はい（明文化はされていない）

いいえ 決まっていない

無回答 A
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保健所から市町村の災害対策本部会議に出席することに
なっている方【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｄ５ - - - 

【都道府県】「決まっていない」が 65.2％と最も多くなっています。 

市の地域防災計画、災害時保健活動マニュアル等に、市レ
ベルと、区レベルでの保健医療福祉調整本部等の災害対
応の権限の分担が決められているか【単数回答】 

都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ｄ３ - - 

【指定都市】「いいえ」が 52.6％と多くなっています。 

Ｄ３で「はい」の方のみ 

記載されている計画等【自由記述】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

- Ｄ３－１ - - 

指定都市 

 健康福祉局対策部災害対応マニュアル

 災害時保健医療ガイドライン

 災害福祉調整ガイドライン

 医療救護計画

 地域防災計画

 災害医療救護活動計画

都道府県 （ｎ＝46） 4.3 0.0 
0.0 21.7 6.5 65.2 2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保健所長

保健所長に次ぐ職位の職員

その他

出席するが役職等は決まっていない

出席することになっていない

決まっていない

無回答

指定都市 （ｎ＝19） 42.1 52.6 5.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答 A
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Ｅ．その他意見について 

自由回答【自由記述】 
都道府県 指定都市 政令市 特別区 

Ｄ６ Ｄ４ Ｃ５ Ｃ５ 

 

都道府県  指定都市 

 保健医療福祉調整本部の設置を求められている
が、保健医療と福祉の分野が他部局に分かれて
いるので、調整に苦慮している。 

 マニュアル等の見直しも含め、災害時に向けた
検討を進めることができた。他自治体との情報
共有が難しく、今後は積極的に情報の共有を図
る必要がある。 

 既存の班と保健医療福祉調整班との役割の整理
等の部内マニュアルの見直しに苦慮している。
本庁職員の災害対策に関する意識の醸成や対応
強化を図っていくことが課題である。 

 連携や体制構築のためにも、保健医療福祉調整
本部の運営訓練等を実施することが望ましいと
考えている。しかし、連携を深めるために状況
付与等をして行う実際の災害対応を想定した訓
練を実施することは難しい。 

 中核市と都道府県との間で医療ニーズの存否の
認識に隔たりが生じがちなので、医療救護チー
ムのミッション等は避難所開設市町村の理解を
得る必要があると思われる。 

 令和５年度中に統括 DHEAT を保健医療福祉調
整本部の体制に位置付ける予定だが、災害時に
DHEAT が活動した実績がないので、手探りで
検討を進めている状況である。 

 保健医療福祉調整本部の活動マニュアルが整備
されていない。調整本部は関係者が多岐にわた
るので、災害時の具体的な動きを明確にイメー
ジできていない。 

  国（公衆衛生協会）等が実施する災害対応研修・
訓練等の内容拡充 

 各自治体の研修・訓練等の実施支援（ツールの
作成、情報交換の場の設定等） 

 災害時保健情報システムの利用促進・習熟度向
上に向けた研修・訓練の拡充（自治体ごとの訓
練モードの実装等） 

   

政令市  特別区 

 災害時の医療機関の被災状況は EMIS で情報収
集しているが、福祉分野の災害対応として社会
福祉施設についても同様に被災状況を把握でき
るようになると良い。 

 基幹保健所が医療圏域外にあるので、当市の保
健所長が職務を代行し、会議を運営することが
考えられる。その時、設置場所が当市の災害対
策本部や保健所から離れていることが、設置の
遅れや通信の問題による情報収集の遅れ等につ
ながることが懸念されている。また、保健医療
の本部体制が整備されておらず、指揮命令系統
の組織づくりが課題になっている。また、福祉
分野の災害対策の整備状況や大規模災害時の情
報収集先等の把握ができておらず、対策を進め
ていく必要がある。 

 DHEAT は、DMAT のように体制が整備されて
保健所単位で派遣等が実施できることを目指し
たい。 

  過去に大災害が起こった都市での有効な連携や
活動事例を多く示してほしい。 

 傷病者の症状に応じた受入病院の調整、傷病者
の搬送手段の確保、避難所等への巡回体制（医
療・保健・衛生）の整備等が、災害時体制整備
の課題になっている。 
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